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１ 議 事 日 程（４日目） 

   〔令和５年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    令和５年９月８日 

                                    午 前 10 時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 一般質問 

一般質問者及び質問項目一覧表 

 

順位 
質 問 者 氏 名 

( 議 席 番 号 ) 
     質     問     項     目 

１ 
小 畠 真由美 

（15） 

1. 共生社会の実現に向けた取り組みについて 

 （１） 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推

    進法が昨年５月に施行されたことを踏まえ、２点伺う。 

  ① 視覚障がい者のための音声コードの導入について 

  ② 市民図書館におけるマルチメディアデイジー図書の活用につ

    いて 

 （２） 2025年に初めて日本で開催されるデフリンピックの周知や

    太宰府市出身選手を応援する市の取り組みについて伺う。 

 （３） 福祉まつりの予算や規模を拡大し、パラスポーツの体験や

    福祉団体、ボランティア団体などによる事業ＰＲや模擬店な

    ど、とびうめアリーナでの開催を検討してはどうか。 

 （４） 網膜色素変性症の方が使用できる暗所視支援眼鏡を日常生

    活用具給付事業の対象に追加できないか伺う。 

 （５） 補聴器は認知症予防の効果も期待できる。18歳以上の軽・

    中等度難聴者（30デシベル以上）へ補聴器購入費助成ができ

    ないか伺う。 

２ 
 田 久美子 

（12） 

1. 市内通学路の歩道橋について 

  通古賀区にある水城小学校の通学路にもなっている歩道橋は、階

 段等が劣化しており、早急に修繕、修理をお願いしたいと考える。

  また、他の歩道橋についても補修計画があるのか伺う。 

2. いきいき情報センターのエスカレーターについて 

  いきいき情報センターのエスカレーターは利用客が少ない時でも

 稼働している。 

  一定の前提のもと、エスカレーターに人感センサーを導入するこ

 とで、電力消費量やＣＯ２排出量が削減され、省エネ・省コスト効 

 果が高くなるとの試算例がある。 

  導入を検討してはどうかと考えるが見解を伺う。 
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３ 
森 田 正 嗣 

（４） 

1. 高齢者福祉計画の進捗について 

 （１） 社会福祉法第４条第１項及び同法第６条第１項の趣旨は何

    か、市の見解を伺う。 

 （２） 高齢者・要介護者の生活支援体制整備事業の到達モデルは

    どのようなものか。また、現在の到達レベルはどのようなも

    のか伺う。 

2. 災害時避難計画の進捗について 

 （１） 避難行動要支援者名簿の作成と運用について伺う。 

 （２） ボランティア支援センターはどの部署が所管しているの

    か。 

４ 
入 江   寿 

（６） 

1. 中学校教育について 

 （１） 生徒の指導方法の見直しの必要性について伺う。 

 （２） 教科指導の質の変化に伴う生徒への負担軽減について伺

    う。 

 （３） 学校で勉強する環境を整えるための朝自習等の実施につい

    て伺う。 

 （４） 家庭学習環境を整えることについて２点伺う。 

  ① 部活動をしている生徒の実態について 

  ② 部活動をしている生徒への指導と学習環境整備について 

 （５） 太宰府中学校独自の道真ノートの取扱いについて伺う。 

５ 
馬 場 礼 子 

（２） 

1. 子どもの「多様な居場所」づくりについて 

  「居たい、行きたい、やってみたい」の３つの視点から、子ども

 の居場所に関する施策、取り組みについて伺う。 

 （１） 本市の不登校児童・生徒数について 

 （２） 子どもの居場所について４点伺う。 

  ① 多様な居場所を増やすという観点からどのような取り組みを

   されているのか 

  ② 居場所と子どもをつなぐことについて 

  ③ 居場所をコーディネートする人材の確保・育成支援について

  ④ 居場所づくりに取り組む中間支援団体への支援について 

 （３） 本市の居場所づくりのための公的支援について 

 （４） 子どもや若者の声を直接聞く取り組みについて 

 （５） 不登校児童・生徒のためのフリースクールについての市の

    見解と行政の支援について 

 （６） 子どもの権利条例制定についての市の考えを伺う。 

６ 
笠 利   毅 

（11） 

1. 生活のための交通手段の確保について 

  地域公共交通計画の策定が進んでいるが、交通事情の変化は早

 い。個別の支援手段としてタクシー利用の補助について伺う。 
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2. 歴史スポーツ公園について 

  歴史スポーツ公園について、運動施設面積開示と施設の利用状況

 について県からの進言があったと聞く。市はどのような対応をとっ

 ているのか伺う。 

3. 子どもの権利条例制定を求める署名について 

  令和５年６月議会での一般質問２件目への回答を踏まえ、市民か

 らの要望にどのように応えていくのか伺う。 

4. 自衛隊への個人情報提供について 

  18歳、22歳の市民の個人情報が市の判断で自衛隊へ提供されたこ

 とは誤りだったと考えている。 

  周知も、十分でも適切でもなかったと考えており、市のホームペ

 ージ等での案内について疑問点を質す。 

７ 
今 泉 義 文 

（３） 

1. 高齢者の詐欺被害や消費者トラブルについて 

  警察庁の情報によると、特殊詐欺の件数は、平成29年をピークに

 減少傾向が続いたが、令和２年から増加傾向に転じている。令和４

 年では、65歳以上の高齢者が特殊詐欺に巻き込まれる割合が86％を

 超えている。また、給湯器の点検商法や、火災保険が使えると誘う

 住宅修理契約トラブルなど高齢者が様々な詐欺や消費者トラブルに

 遭遇するケースがある。 

  高齢者が詐欺や消費者トラブルに巻き込まれないようにするとい

 う観点から２点伺う。 

 （１） 本市における高齢者の詐欺被害や消費生活相談の現状につ

    いて 

 （２） 市民が詐欺や消費者トラブルに巻き込まれないようにする

    ための市の対応について 

2. 防火体制の整備について 

  太宰府市には有形文化財としての建造物が13件あり、万が一、火

 災が発生した場合、それらの文化財を守ることができるのかという

 思いから２点伺う。 

 （１） 有形文化財の建造物周辺の防火体制の現状について 

 （２） 防火水槽などの設置計画について 

２ 出席議員は次のとおりである（１６名）        

  １番  タコスキッド 議員         ２番  馬 場 礼 子 議員 

  ３番  今 泉 義 文 議員         ４番  森 田 正 嗣 議員 

  ６番  入 江   寿 議員         ７番  木 村 彰 人 議員 

  ８番  徳 永 洋 介 議員         ９番  舩 越 隆 之 議員 

  10番  堺     剛 議員         11番  笠 利   毅 議員 

  12番   田 久美子 議員         13番  神 武   綾 議員 
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  15番  小 畠 真由美 議員         16番  長谷川 公 成 議員 

  17番  橋 本   健 議員         18番  門 田 直 樹 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  14番  陶 山 良 尚 議員 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（３３名） 

  市    長  楠 田 大 蔵        副  市  長  原 口 信 行 

  教  育  長  井 上 和 信        総 務 部 長  髙 原   清 

  総 務部理 事  轟   貴 之        市民生活部長  髙 原 寿 子 

  健康福祉部長  川 谷   豊        都市整備部長  柴 田 義 則 

  観光経済部長  友 添 浩 一        教 育 部 長  中 山 和 彦 

  教 育部理 事  八 尋 純 次                佐 藤 政 吾 

          杉 山 知 大        防災安全課長  竹 崎 雄一郎 

  地域コミュニティ課長  宮 﨑 征 二        市 民 課 長  今 村 江利子 

  福 祉 課 長  大 谷 賢 治        介護保険課長  柳 谷 雅 子 

  高齢者支援課長  大 山 清 敬        元気づくり課長  安 西 美 香 

  子育て支援課長  髙 原 真理子        都市計画課長  古 賀 千年志 

  建 設 課 長  齋 藤 実貴男        上下水道課長  大久保 信 孝 

          西 山 英 毅        国際・交流課長  松 井 百合子 

  産業振興課長  満 崎 哲 也        社会教育課長  井 本 正 彦 

  学校教育課長  鳥 飼   太        文 化財課 長  山 村 信 榮 

  文化学習課長  堀ノ内 龍 治        スポーツ課長  大 石 敬 介 

  監査委員事務局長  添 田 邦 彦 

５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（４名） 

  議会事務局長  野 寄 正 博        議 事 課 長        花 田 敏 浩 

  書    記  陣 内 成 美        書    記  三 舛 貴 市 

         

総務課秘書担当課長兼経営企画課広聴 
広報担当課長兼シティプロモーション担当課長 

観光推進課長兼 
地域活性化複合施設太宰府館長 

総 務課長 併
選挙管理委員会事務局長
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再開 午前10時00分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程は、お手元に配付しておるとおりです。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（門田直樹議員） 日程第１、「一般質問」を行います。 

 15番小畠真由美議員の一般質問を許可します。 

〔15番 小畠真由美議員 登壇〕 

○１５番（小畠真由美議員） 皆さん、おはようございます。 

 ただいま議長より許可をいただきましたので、通告しておりました共生社会の実現に向けた

取組について質問をさせていただきます。 

 １項目め、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が昨年５月に施行

されました。この法律は、全ての障がい者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化そ

の他あらゆる分野の活動に参加するためには、情報を十分に取得及び利用し、並びに円滑に意

思疎通を図るようにできることが極めて重要であることを鑑み、障がい者による情報の取得、

利用、意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的としていま

す。 

 基本理念をまとめますと、以下４項目です。１、障がいの種類、程度に応じた手段を選択で

きるようにする。２、日常生活、社会生活を営んでいる地域に関わらず、等しく情報取得等が

できるようにする。３、障がい者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるよ

うにする。４、高度情報通信ネットワークの利用、情報通信技術の活用を通じて行う。この基

本理念にのっとり、地方公共団体は、その地域の実情を踏まえ、障がい者による情報の取得及

び利用並びに意思疎通に係る施策を策定し、及び実施する責務が明記されております。 

 そこで、２点お伺いいたします。 

 １点目、近年、視覚障がい者のために開発された音声コードを自治体が導入する動きが広が

っています。本市においても、公的な通知、広報などに音声コードを導入し、市民の情報取得

のツールとして活用してはいかがかと考えますが、見解をお聞かせください。 

 ２点目、文字情報をうまく理解することができない障がいのある方の読書をサポートするた

めの電子図書マルチメディアデイジー図書を市民図書館での館内利用や貸出しできないか、見

解をお伺いいたします。 

 ２項目め、2025年にデフリンピックが日本で初めて開催されます。パラリンピックは有名で
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すが、デフリンピックの認知度は高くありません。パラリンピックもデフリンピックも障がい

者の大会ですが、参加できる人が違います。パラリンピックは身体障がい者を対象としてお

り、聴覚障がい者はパラリンピックに参加できないので、デフリンピックが開催されていま

す。うれしいことに、バドミントンに姉妹で出場される矢ケ部紋可選手、真衣選手は太宰府在

住であり、市としてもデフリンピックの周知、両選手の応援にと盛り上げていきたいところで

す。本市の取組についてお聞かせください。 

 ３項目め、パラスポーツの体験や、障がいを持つプロの迫力ある演技などを子どもたちが間

近で見ることは、貴重な体験です。また、市内の福祉施設で作られた野菜や商品などの販売、

ヘルプマークやヘルプカードの普及など、障がい者福祉関連のイベントをとびうめアリーナで

開催したり、現在社会福祉協議会を中心に行われている福祉まつりの予算や規模を拡大するな

ど、イベントを盛り上げて障がい者福祉のさらなる啓発推進を図ることは、共生社会における

市民や各団体、事業者などの横の連携にもつながると考えます。市の見解をお聞かせくださ

い。 

 ４項目め、網膜色素変性症は、目の内側にあって、カメラで言えばフィルムに相当する網膜

という部分に異常を来たし、暗い場所で目が見えなくなる夜盲や視野が狭くなる視野狭窄、視

力低下などの症状が現れる進行性の難病です。 

 2018年に発売された暗所視支援眼鏡は、小型低照度高感度カメラで捉えた像を明るい映像と

して装用者の目の前の有機ＥＬディスプレーに投影する眼鏡タイプのウエアラブル機器で、夜

盲症患者がこの製品を装用することで、明るいところ、暗いところを問わずに広範囲な視野を

提供できるようになっています。 

 しかし、暗所視支援眼鏡の販売価格は約40万円と高額で、購入するにはかなりの経済的負担

になります。この眼鏡が2019年７月、全国で初めて熊本県天草市で福祉用具として日常生活用

具の給付対象になり、2022年10月時点で92自治体が給付対象としています。本市としても日常

生活用具給付事業の対象に追加できないか、お伺いします。 

 ５項目め、補聴器購入費助成について伺います。 

 本市の補聴器購入費助成事業実施規則によりますと、現在本市では、18歳に達する日以降最

初の３月31日までの間にある者で、一定の条件を満たしている方に対し、軽度、中等度の難聴

児の補聴器購入費の助成を行うとされています。 

 高齢化率の高い本市において、高齢者の社会的孤立や認知機能の低下を防ぐためにも、年齢

を問わず、低・中等度難聴者へ補聴器購入費の助成ができないか、お伺いいたします。 

 以上、再質問は発言席にて行います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） おはようございます。 

 共生社会の実現に向けた取組についてご回答いたします。 
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 まず、１項目めの１点目、視覚障がい者のための音声コードの導入についてですが、昨年、

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律、通称障害者

情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行され、障がい者による情報の取

得及び利用並びに意思疎通に係る施策を総合的に推進されることとされました。法の基本理念

におきまして、可能な限り障がいの種類や程度に応じた手段を選択することができるようにす

ることが求められておりますので、障がい者が必要とする情報を取得、利用しやすくすること

ができますよう、音声コード作成ソフトの導入や、公的通知をはじめ広報やパンフレットなど

へのコードつき印刷物の導入、普及について調査研究を進めますとともに、関係部署とも連携

を図りながら、皆様に向け、視覚障がい者用活字文書読み上げ装置など日常生活用具給付事業

の制度周知に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 次に、２点目の市民図書館におけるマルチメディアデイジー図書の活用

についてですが、令和元年に読書バリアフリー法が施行され、全ての国民が等しく読書を通じ

て文字、活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に向けて、視覚障がい者等の読書

環境の整備を推進することが言われていることもあり、本市では、視覚に障がいのある方、読

むだけでは理解が困難な方のために、大活字本、点字の本、スウェーデン語の分かりやすいと

いう言葉から名づけられたＬＬブックを配架しております。また、拡大読書器もカウンターに

用意しており、ご要望があれば対面朗読室で司書が視覚障がいの方に本の朗読を行うなどのサ

ービスも行っているところです。 

 現在、マルチメディアデイジー図書の導入は行っておりませんが、今後につきましては、平

成25年９月議会において議員よりデイジー教科書についてのご質問を受け、導入に向け調査研

究し、利用開始してきたように、デイジー図書についても調査研究を行いながら、まずは令和

４年度から福岡県立図書館がデイジー図書を活用したバリアフリーサービスを行っております

ので、本市ではデイジー図書を必要とされている方のために、福岡県立図書館へつなぐための

ホームページ等の準備を行い、視覚に障がいのある方や読むだけでは理解が困難な方にご利用

いただけるよう、整備してまいりたいと考えております。 

 次に、２項目めの2025年に初めて日本で開催されるデフリンピックの周知や太宰府市出身選

手を応援する市の取組についてご回答いたします。 

 デフリンピックは、４年に一度開催される聴覚障がい者のための国際総合スポーツ大会であ

り、世界中から多くの選手が参加するオリンピックやパラリンピック並みの大きな大会となり

ます。昨年ブラジルで開催された前回大会、第24回夏季デフリンピック競技大会には、デフバ

ドミントンの日本代表として出場された本市在住の矢ケ部紋可さん、真衣さん姉妹が、団体戦

で見事銀メダルを獲得されました。また、日本経済大学在学の久住呂文華さんは、デフサッカ

ー女子日本代表としてデフリンピックに出場されています。 

 皆さんそれぞれ市役所に報告に来られ、市長をはじめ職員一同でお祝い、激励し、矢ケ部姉
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妹は2025年デフリンピックでは優勝したいと、次なる目標を述べられました。こうした表敬訪

問の様子は、広報「だざいふ」や市長の日記などで折に触れ市民の皆様にお知らせさせていた

だいているところです。 

 こうした太宰府市出身の若い人たちの活躍は、市民の皆様にとりましても元気と感動を与え

てくれるものです。世界に羽ばたく人材育成表彰も新たにスタートしているので、これから

2025年大会を迎えるに当たり、市民の皆さんと一緒に、世界に羽ばたく太宰府市出身の選手た

ちの活躍を盛り上げてまいりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 次に、３項目めの福祉まつりの予算や規模を拡大し、パラスポーツ

の体験や福祉団体、ボランティア団体などによる事業ＰＲや模擬店など、とびうめアリーナで

の開催を検討してはどうかについてですが、現在、福祉まつりにつきましては、太宰府市社会

福祉協議会を中心に、17団体から成る実行委員会で企画、運営を行っております。本市といた

しましても、実行委員会で企画する福祉まつりの内容がより充実したものとなりますよう、今

後ともバックアップに努めたいと考えております。 

 次に、４項目めの網膜色素変性症の方が使用できる暗所視支援眼鏡を日常生活用具給付事業

の対象に追加できないかについてですが、網膜色素変性症などにより夜盲または視野狭窄の症

状がある視覚障がいをお持ちの皆様にとっては、明るい視野が提供されることにより日常生活

の糧になると考えられますので、先進自治体の実施状況につきまして調査研究を行いますとと

もに、他自治体の動向を注視してまいりたいと考えております。 

 最後に、５項目めの補聴器は認知症予防の効果も期待できる、18歳以上の軽・中等度難聴

者、30デシベル以上へ補聴器購入費助成ができないかについてですが、現在、身体障害者手帳

の交付基準に達しない程度の難聴であっても、会話がしにくいことが原因でコミュニケーショ

ンが取れず、生活の質が低下するとして、補聴器助成制度の拡充を図るよう、全国市長会を通

じて要望を行っているところです。今後も軽度・中等度難聴者補聴器購入費の助成につきまし

て、引き続き国に要望を行っていきますとともに、先進自治体の実施状況につきまして調査研

究を行ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございました。共生社会の実現に向けた取組について

は、前回の６月議会でインクルーシブ遊具、子どもたちが障がいがある、ないに関わらず一緒

に遊べる遊具を整備できないかとか、また手話の会の皆様へのご支援をしっかりしていただき

ながら、また養成講座におけるテキスト代を無償にできないかというような、そういったこと

をちょっと質問させていただきました。 

 その続きともなるんですが、この共生社会の実現ということ自体が、これからのどこの自治

体でも一番大きな、まちづくりの大きな柱になってくるものでございます。その中でまず取り
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組まなければならないのが障がい者支援ということで、引き続き今回の９月議会におきまして

も障がい者支援について質問をさせていただきたいと思っております。 

 まず、１項目めのこの音声コードについてでございます。音声コードにつきましては、以

前、ずっと前になるんですけれども、市内の視覚障がい者の方からご相談を受けたことがござ

いました。これは、市からの納税通知書がご自宅に届いていたそうなんですけれども、それが

視覚障がいがあるために、その内容に気づかずに納付が遅れて、差押え一歩手前まで行ってし

まったとのことでございました。 

 やはり市からの通知内容が分からないということは、障がいのある方には決して珍しいこと

ではなく、不便を感じている方も多いのではないかなというふうに思っております。 

 今回ご紹介いたしました音声コードについては、多くの自治体が取り上げ始め、またこれは

費用がそうそうかからなくて、無償で市のほうにもこのソフトが提供されるということでござ

います。ユニボイスという、スマートフォンで聞けるユニボイスポータルサイトに行政情報が

入って、これを利用する自治体が増えてきたということでございまして、このユニボイス、音

声コードなんですが、封書にこういうふうに半分に切ったような印をつけて、この横に２次元

コードがありますよという印になります。ここにスマートフォンをかざせば、中の書類の内容

が何なのかを読み上げてくれるというソフトで、もっと先進地は、この中の書類までもきちん

と裏表分かるように、半分に切ってこういう印をつけて、コードを印刷をしているというよう

なところが今増えてきている。これがあると、視覚障がい者が自分の大事な内容、個人情報を

きちんと情報として取得することができるということでございます。 

 お聞きいたしますが、今回コロナワクチンのご案内等、随分と何回にもわたってご案内を差

し上げたり、また納税書だったり、先ほど申しましたようなこういった視覚障がい者にご不便

をかけたようなことというのは、何か市のほうでつかんでいるのかどうか、また今の現状をお

聞かせください。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 今議員からありましたようなお求めですとか、そういった苦情的な

ものにつきましては、今のところ伝え聞いておらないところでございます。 

 それから、導入の状況でございますが、近隣で導入されておるというところは把握はしてお

るところでございますが、本市におきましてはまだそこまで進んでおりませんので、引き続き

調査研究を行ってまいりたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） これは先日、手話の会の皆さんと環境厚生常任委員会といたしまし

て意見交換会を差し上げた際に、これは障がい者への避難経路、また避難情報がちょっと分か

りにくいというお声をいただきまして、すぐにこの件を所管のほうに伝えに行ったところ、そ

のときにきちんと部長をはじめ福祉課の方たちが議事録を取ってくださっていて、それを横断

的にお渡しをいただいていたということで、すごく感心をさせていただきました。本当にあり
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がとうございます。このようにやはり共生社会における実現に向けたやり取りをする中で、行

政の役割としては横断的なこういった速やかなやり取りが一番必要じゃないかなと私も改めて

思いました。 

 今回、この音声コードにつきましても、さっき申し上げましたこの納税証明書だとか様々大

切な郵送物が市から私たちの自宅に届くわけでございますので、この情報を的確に確実にその

方に届くような、分かるようなやり方をしていただきたいと思いますし、また先進自治体は、

このかぎ裂き印というのを全てのチラシ、また郵送物につけて、障がいがある、ないに関わら

ず、こういうふうな情報の取得の仕方がありますよということをきちんとすべからくお伝えが

できる、そういったこととしてお使いになっていただいているところもございますので、私か

ら今回、様々な今回の項目を上げさせてもらった、９月議会に上げた意図というのは、できれ

ば４月から、来年度の早い段階というか、新年度からすべからく進めていただきたいという思

いで、12月議会では間に合わないから、９月議会で行いました。 

 ですから、検討という言葉が幾つか今回の項目の中でございますけれども、できることなら

ば来年度からの実現に向けた取組としての検討をどうかお願いをしたいということを、重ねて

この音声コードのほうは申し上げておきたいと思いますが、この音声コードはすぐにでも取り

かかれる内容でございますし、そんなに難しい内容でもございませんので、新年度を待たず

に、できれば早い段階でお願いをしたいと思っております。 

 それから、２項目めになりますけれども、このマルチメディアデイジー図書になります。マ

ルチメディアデイジー図書につきましては、図書館のバリアフリー化、インクルーシブ図書の

整備について、ここが大きな柱になってくるかと思います。障がいの有無やどのような障がい

をお持ちかということに関わらず、誰もが利用しやすいインクルーシブな施設づくりを目指し

ていただきたいというのが、この図書館でございます。一人で気軽に行ける、こういったとこ

ろは図書館が一番、毎日利用するわけでございますので、この図書館の整備についてお願いを

していきたいとも思っております。 

 その前にまず１つ、近隣市を含めた他市の状況として、このマルチメディアデイジー図書の

状況をお聞かせください。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） マルチメディアデイジー図書の活用の近隣市の状況をお伝えします。近

隣市では、平成24年度に小郡市さんが入れられております。令和３年度に春日市が導入してお

りまして、近隣ではその２市なんですけれども、県内でいいますと、先ほど私の回答にもあり

ましたように県立図書館がまずありまして、それ以外では11の市町が導入しているという現状

です。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございました。今までたしか図書カードが近隣市と同期

していて、他市の図書も貸出しができる。これについてはマルチメディアデイジー図書もそう
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だから、そういったことの啓発、周知を行って、まずは近隣市との広域の中で使っていただこ

うというお考えでよろしかったでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 考え方としてはそういう形になります。まずは県立図書館のほうがそう

いう形で、まずはつながりを持っているところの市町の分を利用しながらやっていただきたい

ということで言われておりますので、私どももまずはそこから導入いたしまして、それから利

用実績や近隣市のまた状況を踏まえながら、今後検討していきたいと思っているところです。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございます。できるだけ早い段階でこのマルチメディア

デイジー図書も入れていただきたいなと思いますが、先ほどご紹介いただきましたように、学

校現場におきましては支援学級等でマルチメディアデイジー教科書の導入については、福岡県

ではよりすごい早い段階で一般市としては導入をいただきまして、今でもまだ進んでない中

で、太宰府市は政令市と肩を並べてこのデイジー教科書を今ご利用いただいている状況でござ

います。図書館においても、ぜひこのマルチメディアデイジー図書を使っていただいて、学習

障がいのあるお子さんたちにしっかりと本を読む楽しさを教えていただければなというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 今回のこの図書館の整備につきまして、先ほど部長からもご案内ありましたように、このマ

ルチメディア図書、デイジー図書以外にも様々、ＬＬブックであるとか、いろいろな大活字

本、こういったものも配置しているということでございました。このマルチメディアデイジー

図書のほかにも、視力低下で字が読みづらい方、また学習障がいがある方、様々な方がお見え

になるんですけれども、例えば布の絵本。この布の絵本は、ちょっと前に市の女性職員が作っ

てくださっていたものをちょっと拝見いたしました。フェルトで作ってくださっていたんです

が、療育に使われるということで、大変重宝されているということで、とてもこの布の絵本は

いいなと思いました。 

 例えば図書館で布の絵本を募集をして展示会をして、それを活用させていただくとか、また

様々なこういった障がい者に向けた図書であるとか、こういった資料であるとかを、福祉の先

進地であるスウェーデンにおいてはりんごプロジェクトというのがありまして、このりんごプ

ロジェクトという、りんごの棚といって、障がい者向けの絵本だとか、先ほどご紹介いただき

ましたような様々な本や、また電子図書などを、そこのコーナーをつくるんですね。それは、

今部長からのご説明の中で、やはり障がい者が使えるようにはなっているけれども、それを市

民が知らない。これは障がいがあろうとなかろうとも、そういうコーナーでどなたでも手に取

っていただけるようなそういうことがインクルーシブであるし、そういうことがバリアフリー

ではないのかなというふうに思いますので、これを始めたのがスウェーデンなんですが、この

りんごプロジェクトということで、日本でも随分広まっております。これは子どもたちの間で

今広まっておりまして、全ての子どもたちが読書の喜びを体験する権利があるというスローガ
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ンから始まった取組なんです。このりんごの棚を設置して、アクセシブル図書を展示をしてい

くんですね。あえてそこで子どもたち、障がいがある、ないに関わらず、そういったことをき

ちんと体験をし、また司書さんがきちんとそこの場所で教えていくといった、そういった取組

がなされています。 

 やはりこういったことって非常に大切で、図書館が一つの縮図になるような場所だと私は思

っています。さっき言いましたようなこのりんごの棚というような、こういう考え方はいかが

でしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） ありがとうございます。今までも市民図書館のほうでは、例えばＬＬブ

ックとかそういうものについては、コーナーをつくって配架はしているんですけれども、なか

なかそれから先ができてない部分もありますので、今日ご意見いただきましたので、そういう

ことも踏まえまして、なるべく共生社会の中で図書館の役割を考えながらやっていきたいと思

います。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございます。ぜひ、ピクトグラムとか様々、今どんどん

新しい電子図書なんかも増えていますし、そういったコーナーをきちんとつくって、誰でも分

かるような、そんな配置の仕方にしていただけたらというふうに思っております。 

 それから、２項目めになりますけれども、デフリンピックについてご質問をさせていただき

ました。このデフリンピック、昨年2022年にブラジルで行われたデフリンピックでは、コロナ

禍でありながら73か国、2,412人が参加をし、日本選手は過去最多の30個のメダルを獲得した

ということでございます。開催計画では、音が聞こえる人とそうでない人が協働して大会開催

を実現していくということで、例えばスタートの合図や審判の声などを目で見て分かるように

視覚的に工夫するなど、コミュニケーションや情報のバリアフリーを推進し、一歩進んだ共生

社会の姿を示していくというふうにしています。これが2025年に日本で開催をされるというこ

とで、ホスト都市である東京も非常に盛り上がっているところでございます。 

 しかしながら、このデフリンピック自体の認知度が低くて、2021年に日本財団が調べた調査

によりますと、デフリンピックの認知度は16.3％、同じ調査でパラリンピックは97.9％でし

た。これは本当に今回のデフリンピックを機に、太宰府が旗を振って、このデフリンピックを

契機に、共生社会の縮図であるこういったことを踏まえながら何か起こしていくことは、非常

に大事ではないかなというふうに思いますが、この件について市長、お考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） どうもありがとうございます。今日、お母様もお見えでありますけれども、

矢ケ部姉妹、また久住呂さん、それぞれ役所にも来ていただきまして、私も本当に心から激励

なりお祝いをさせていただきました。 
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 おっしゃるように、今回非常に有意義なご指摘をいただいています。これまで市報なり各マ

スコミ、新聞、テレビなどでも取り上げてきていただきましたけれども、2025年、何として

も、今まで銀メダルでしたけれども、金メダルを取りたいと、世界一になりたいと、そうした

非常に前向きなメッセージもいただいています。 

 本市には道下さんという、これまた金メダリストが市に在住をされていますし、応援大使と

して今ご活躍もいただいておりますので、そうした方々のお力もお借りしながら、市を挙げて

2025年に向けてまさしく応援をする体制を整えていきたいと思いますし、ぜひ議員のご指摘も

いただきながら、そうした目標達成に向けて我々も努力していきたいと、それが市政につなが

れば大変本望であると、幸いであると思っております。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございます。これは今市長がお話しいただいたことは、

３項目めのこのパラスポーツの体験であるとか、何か大きなイベント、今回のデフリンピック

と一緒になって盛り上げていく中での一つの行事として捉えていけないかという質問にも通じ

るんですけれども、この聴覚障がいのある方は、ほかの障がい者に比べて周りから見ても気づ

かれにくい障がいであるということで、情報を得ることが難しい現状でありますけれども、そ

の中で例えばこのユニバーサルマークというんですかね、その中で耳マークというのがありま

すけれども、これは今５階の議会事務局の受付のところにもございます。庁舎内にはきちんと

設置をして、窓口に置いてくださっております。この耳マークについて、庁舎外の公共施設

等、また太宰府市内の観光地あたりの状況等、分かれば教えていただきたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 観光施設につきましては、令和４年３月に観光推進課と太宰府館に

掲示を依頼しておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） とびうめアリーナとかそういったところには、まだ置いてないとい

うところでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） この耳マークですが、同じく令和４年３月に全課に配布をしており

まして、その出先の部分についても、ちょっと把握はしておりませんが、掲示はされておるも

のと承知しております。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございます。私どもの市は国際観光都市でございますの

で、その中でも多くの障がいを持たれた方、様々な多様性を持ってお見えになると思いますの

で、そういったことにきちんと対応ができるためにも、この耳マークをはじめユニバーサルデ

ザインの周知については、観光案内所をはじめ太宰府駅周辺などにも配置をするべきではない
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かなというふうに思っております。 

 また、今回この３項目めにも関わってくるんですけれども、今ありましたように、デフアス

リート、それからパラアスリート、こういった方たちが身近にこんなにすばらしい選手たちが

いるということは、子どもたちにとっても本当に大きな影響を受ける、とても大切な人材だと

思うんですね。ぜひ学校、また市民の方たちとも、こういった方たちのお力を借りながら、ま

た質問にもありましたようにデフスポーツだとか、またパラスポーツを間近で体験をする、経

験をする、そういったことを通じながらデフリンピックが何なのか分かり、パラリンピックが

何なのか分かり、障がいとは何かが分かり、共生社会が何かということが分かる、そういった

ことにつながってくるものだと思います。 

 先ほど回答いただきました福祉まつりの支援をさらに充実させていくというようなご回答で

ございましたけれども、私も毎年参加をさせていただいておりますこの福祉まつりでございま

すが、今年度はもう既に開催予定が決まっていると思います。この開催予定の中で、社会福祉

協議会が中心になって、実行委員会が今つくり上げていただいておりますので、これはこれで

楽しみにしたいと思いますが、私が申し上げているのは、来年度、2024年度に向けたことなん

ですけれども、ここでも予算確定前に今回質問させていただきましたけれども、市が中心にな

って、福祉まつりはこれは社会福祉協議会が中心ですが、市が主導になって、これは教育委員

会かも分かりませんし、市かも分かりませんけれども、やはりとびうめアリーナを使って、回

答にはちょっといただけてないんでお聞きしますけれども、今Ａ型、Ｂ型就労支援の事業者さ

んも物すごく増えております。精神疾患の患者さんも物すごく増えながら、今就労移行へと進

む道筋をつくりながら、Ａ型、Ｂ型で様々な今事業所さんの中で通所をされている方たちが非

常に増えています。 

 その中、横の連携でありますこの事業所さんたちの商品の販売のルート確保であるとか、ま

た横同士でやはり福祉を盛り上げていこうというような機運も今ございますので、そういった

場を提供する意味もあって、市が主導になって、一番いいテーマであるデフリンピックを目の

前にして、大きなことができるんじゃないかなというふうに思いましたもので、今回質問させ

ていただきました。この件についてはちょっとご回答いただけてないので、市長ですかね、ど

なたか分かりませんけれども、ご回答をお願いしたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） すみません、ご指摘、これはもうごもっともでありますので、我々といたし

ましても、市なり教育委員会なり社協なり、様々な太宰府市の中でそうした主体がありますの

で、できる限りこうした主体間の協力をしながら、そして何よりも実行委員会の中でやはりし

っかりと議論していただくことが大切でしょうから、そうした方々にご相談申し上げながら、

議員の指摘のような盛り上げができればなと思っているところであります。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございます。福祉まつりをそこに糾合していくようなこ
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とでの話合いができるのかどうか、もしくは福祉まつりは福祉まつりできちんと身近な、今ま

でどおりきちんとされながら、市がこの2025年に向かった、デフリンピックに向かった取組と

しての一環としてのとびうめアリーナを使ってのイベントとして行うのか、その辺はお任せは

いたしますけれども、何かしらやはり、今この福祉というところでの障がい者福祉を、しっか

りと市民と一緒に共生社会に向けた交流ができるいいチャンスではないかなというのが来年じ

ゃないかと思っておりますので、ぜひこのことは予算づくりの中でテーブルの上にぜひ上げて

いただきたいということを強くお願いを申し上げたいと思っております。 

 ４項目めの網膜色素変性症、暗所視支援眼鏡なんですけれども、これは本当に最低でも40万

円するという高額なものなんですが、でも、この眼鏡がないと外に出ることができない方が一

定数いらっしゃるというのは事実なんです。このご相談を受けた方も太宰府市民の方でありま

す。やはりこういった、私たちが共生社会の中でよく自助、共助、公助とありますけれども、

その公助の最たるところはやはり制度をつくっていくこと、そして制度と制度の間で困ってい

る人、また漏れている内容を拾い出して、洗い出して、その困り事を解消していくこと、ここ

に尽きるのではないかなというふうに最近思っておりまして、それが今回この暗所視支援眼鏡

であり、またずっと昔、補聴器助成のときに、それこそまだ福岡県が18歳までの中度、軽度の

補聴器助成をする前に、太宰府市が先にしたんです。これも提案をさせていただいて、そのと

きにはすぐに当時の課長が動いてくれました。本当にこのことをいただいたご相談も、福岡市

のあいれふというところに、小さい、まだ保育所ぐらいのお子さんが週に２回か３回か、お母

さんが天神までお連れになって訓練を行うんですね。聴覚の訓練を行うんですが、福岡市には

補聴器の制度があって、助成制度があったんです。太宰府市がなくて、子どもだから汗ですぐ

壊れたりとか、成長によって耳の成長も大きくなって合わなくなったりとか、そのたびに購入

しないといけないというようなことで、太宰府も助成ができないかというご相談でした。そこ

に対して、人数は少ないけれども、確かに困っていること、一定数の方が本当に困っているこ

とということで、予算的にもそんなに大きな予算をかけなくても済むということで、所管の課

長がすぐにそのときは部長と共に動いてくれて、早い段階でこれもできました。 

 今回の件も、この暗所視支援眼鏡の件も、私が今回出している内容の中でも、そんなに市と

しての負担は重くはないような内容ではないかとも思いますが、当事者にとっては本当に日常

生活に大きく影響する内容であるために、今回質問にさせていただきました。どうかこの件も

早急なご回答をお願いしたいと思いますし、早急な検討をお願いしたいと思っております。 

 最後のこの補聴器購入費助成なんですけれども、今回決算資料を読んでいまして、75歳以上

の高齢者がいよいよ太宰府市も１万人を突破をいたしました。やはり高齢者社会の中で、医療

費を抑制しよう、税を抑制しよう、様々な取組の中で、今国民健康保険の税を何とか、医療費

を何とかというふうに所管が今一生懸命政策を介護予防を含めて行っていただいていますが、

年代的にその対策を考えますと、40代、50代ぐらいまでは、どっちかというと食生活の改善だ

とか体を動かす、歩くこと、生活習慣病に特化した政策が多いんですが、65歳以降からはじゃ
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あ何が一番多く現れるかというと、加齢性難聴が増えているという現状があります。 

 この加齢性難聴につきましては、ひきこもりから始まって、人との会話が嫌になって籠もり

がちになって、鬱になったり、認知症を患ったりというようなことなんですけれども、費用対

効果をきちんと把握をして、これは結構な予算は要ると思いますので、恐らく市長も市長会で

要望をずっと国のほうにしてくださっていると思います。これは本当に当たり前のことで、国

や県がしっかりと予算をつけるべきものだと、私もそう思います。 

 市としてはじゃあ何をするかといえば、やはりエビデンス、きちんとした予算化するため

に、どれくらいの医療費の削減が見込めるだろうか、こういったことの調査研究をお願いした

いと思いますが、この件についてお伺いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） ちょっと改めて今ご指摘を聞きながら、実は私は母がもうすぐ78歳になるん

ですけれども、あまり年齢を言うと怒られるかもしれないんですけれども、やっぱりちょっと

かなり聞こえが悪くなってきまして、でも聞こえたふりをするんですね、親子でも。よく分か

ってなかったりして、やっぱりちょっと人に会うのがおっくうになっていっているような感じ

がしていますし、親子間でもそうですし、何か補聴器をつけるのはちょっと恥ずかしいという

ことで、私ではなかなか理解できない領域だったんですが、今お聞きしていまして、やっぱり

それで鬱になっていくとかひきこもりになっていくということを聞きますと、まだ父がおりま

すので、一人なんかになると非常に心配だなと思いました。 

 ですので、そうしたことの中で、非常に新たなそうした医療費なり、市民の方の悩みが広が

っているということは事実だと改めて認識しましたので、そういうことをしっかりと調べつ

つ、そのことによって、じゃあそれを未然に防止することができれば、そうした悩みを未然に

解消することができるということをしっかりと推しはかりながら、対策に努めていきたいと思

った次第です。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員。 

○１５番（小畠真由美議員） ありがとうございます。やはり高齢者になりますと、様々な体調の

変化から始まり、本当に自分ではどうしようもないところでの変化が起こってくるわけでござ

います。これが本当に2040年までにどんなふうな形で高齢化が進み、また医療費がどこまでか

かってくるのか、介護保険料がどこまで増えてこないといけないのか、本当に大きな問題がこ

の福祉の部分だと思っています。 

 ですから、再三ちょっと申し上げておりますが、やはり福祉の部局の重層的な人材配置、専

門性、またこういったことを本当にきちんと行いながら、そして委託をして調査研究をきちん

とやって、最小限の予算で最大の効果を生むようなそんな政策をこれからやっていかなければ

本当にいけないなというふうに痛感をいたしております。 

 今までるるご質問させていただきましたけれども、やはり共生社会というのは、これからず

っとテーマになってくる問題でございますし、内容でございます。そこをまず市として何から
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始めようかということをもっと想像力を働かせて、今こそＳＧＤｓの精神にのっとって、誰一

人取り残さないことを心に刻んで、これからの共生社会へ向けて障がい者に寄り添った支援の

拡充についてお願いをしたいと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いをいたし

まして、質問を終了させていただきます。 

○議長（門田直樹議員） 15番小畠真由美議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時まで休憩します。 

休憩 午前10時48分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

再開 午前11時00分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 田久美子議員から一般質問の資料配付の申出がありましたので、許可をし、机上に配付い

たしておりますので、お知らせします。 

 12番田久美子議員の一般質問を許可します。 

〔12番 田久美子議員 登壇〕 

○１２番（田久美子議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、２件について質問い

たします。 

 １件目は、市内通学路の歩道橋についてです。 

 資料をご覧いただきたいと思います。これは通古賀区にあります水城小学校の通学路にもな

っている歩道橋です。写真にありますように、階段部分の表面が劣化しているのか、一部タイ

ルの剥がれがあり、補修の跡はあるものの、その補修箇所も一部損傷している状況でございま

す。これでは子どもたちの通学路として安全な歩道橋とは言えないと思います。歩道橋階段部

分の腐食等損傷箇所の補修対策を早急に行っていただきたいと思います。階段部分の腐食や損

傷によって、つまずいたり滑ったり、転倒しけがをした場合、責任はどこが取られるのでしょ

うか。早急に現地を調査していただき、補修工事を進めていただくことは可能でしょうか、お

伺いいたします。 

 また、市内にある他の歩道橋についても補修計画があるのか、お伺いいたします。 

 ２件目は、いきいき情報センターエスカレーターについてです。 

 このエスカレーターは、いきいき情報センターを利用する方が少ないときでも常に稼働して

います。常時運転により、電力を無駄に消費している場合があります。 

 ご存じのとおり、ＳＤＧｓは、世界が抱える様々な問題の解決を目指して、地球環境を保全

し、未来につないでいくために必要な目標を17項目に分けて取り上げています。持続可能な開

発目標の７番において、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにとうたっています。 

 そこで、自動運転化による運転時間低減率を70％と仮定するなど一定の前提の下、エスカレ

ーターに人感センサーを導入することで、動力消費やＣＯ２の排出量が削減され、省エネ、省

コスト効果が高くなるとの試算例もあることから、いきいき情報センターのエスカレーターに
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人感センサーの導入を検討してはどうかと考えます。見解を伺います。 

 以上２件について答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（柴田義則） １件目の市内通学路の歩道橋についてご回答いたします。 

 市内の歩道橋は、国道３号線通古賀北交差点の東側にあります古川歩道橋と県道112号線を

横断する水城小学校正門前との２か所でございます。いずれの歩道橋も、水城小学校の通学路

として多くの生徒が利用されております。 

 議員ご指摘の通古賀北交差点の東側にあります古川歩道橋につきましては、階段部分の劣化

があることを確認したところでございます。 

 歩道橋の管理者は、通古賀北交差点の東側にあります古川歩道橋は国道を管理する福岡国道

事務所、水城小学校正門前の歩道橋が県道を管理する福岡県那珂県土整備事務所となってお

り、速やかに修繕、修理の要望をそれぞれの管理者に行ってまいりたいと考えております。 

 また、水城小学校正門前の歩道橋につきましては、福岡県那珂県土整備事務所において、階

段のステップ部分の補修を実施されることを既に確認しているところです。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） ご答弁ありがとうございました。早速進めていただけるということ

なんですけれども、それで私の質問を終わるわけにはいきませんので、ちょっと質問させてい

ただきます。 

 昨日の質問の中にも、登校指導、登校のときにはいろいろなＰＴＡなり地域の方々の応援を

いただいているということなんですけれども、私も冒頭で申しましたように、ここは水城小学

校の通学路でございますので、これは今日昨日できた階段ではないと思います。それに対し

て、教育長は水城小学校の校長先生もされておったということですけれども、その教員の登校

指導については、仕事内ですか、仕事外になるんですか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 登校指導につきましては、教員の勤務時間外に行っていることになり

ます。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 時間外ですね。ということは、新１年生の入学してきたときに、集

団下校、登校は入られませんので、集団下校というのがありまして、１年生になられた方は集

団で下校をさせていただくんですけれども、そのときには先生が時間外でされているというこ

とですかね。 

○議長（門田直樹議員） 教育長。 

○教育長（井上和信） 登校指導については、通学路の近くまで出ていってお迎えします。当然、

時間前になります。ただ、下校指導の場合は、できるだけ家の近くまで集団で連れていきまし
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て、安全なように指導していきます。安全な場所、危険な場所も指導しながら連れていきます

ので、時間内の活動になります。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 教育長の言われたとおり、私もこの集団下校のときに、孫が最後の

子が１年生になりましたので、そのときに、この歩道橋がこんなでいいのだろうかということ

で、今回一般質問させていただきました。 

 本当に、先ほども私言いましたように、転んでけがをして、そのときに保護者の方はどこ

に、病院代にしてもあれにしてもですけれども、補償はどこがするんですか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 学校のほうで保険のほうに入っておりますので、登下校中の事故につ

いてもそちらの保険が利くようになっております。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 保険の問題ではないと思いますけれども、やはり通学路の点検とい

うのは、災害のときのことにも関係があると思いますので、日頃から先生たちが集団下校をさ

れるときに、ただ送るだけではなくて、通学路の点検もしてほしいと思いますが、それについ

て教育部はどんなふうに考えられますか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 常日頃、教員のほうも子どもたちの通学路については細心の注意を払

っております。もし何か不備があれば、自治会の方にも相談したりとかして、修理のほうをお

願いするとか、それと自治会のほうも子どもたちの通学路の安全については細心の注意を払っ

ております。それと、年に１度ですけれども、そういう通学路の安全についての話合いも市役

所のほうでやっておりますので、そのように対応しております。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 結局あそこに歩道橋がついたというのが、下にも横断歩道がござい

ます。一般的にドライバーが、止まっている方がいるときに横断歩道では止まらなきゃいけま

せんけれども、止まらないで通過して事故になるというのが、もうほとんどの横断歩道の事故

の様子でございます。それが水城小学校校区の通学路には、昔は上にバイパスがありませんで

したので、下の道路しかなかったと思います。それに歩道橋がついたと思いますので、いつも

私が思っているのは、通学路を点検、災害と同じで危険箇所はやはり学校のほうも、地域の方

にお願いするとかＰＴＡにお願いする前に、そういうふうに集団下校をされるときに危険箇

所、そういったものを見ていただくように、これからも、先生たちも本当お忙しいと思いま

す。思いますけれども、やはり集団下校をされるときに、先生がせっかくついていってありま

すので、そういった歩道橋でありますとか河川の部分とか、危ないところはぜひ先生方に市の

ほうに申し出ていただくように、校長会でもそういうふうなことを常に危険箇所を言っていた

だくようにお願いしたいと思っております。 
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 １件目につきましては、本当にお願いして、これで終わります。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 次に、２件目のいきいき情報センターのエスカレーターについてご回答

いたします。 

 議員ご提案の人感センサーの導入についてですが、設置することで、エスカレーターの利用

がないときは運転を自動休止、または低速運転とするため、省エネ化が可能であり、利用時間

帯が限られているエスカレーターほど省エネ、省コスト効果が高くなることは認識していると

ころでございます。 

 しかしながら、人感センサーを設置するための費用は高額となること、エスカレーター本体

の老朽化も考慮した経費削減効果について十分に検証していく必要があると考えているところ

であります。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） ご答弁ありがとうございました。ここのいきいき情報センターは、

もとジャスコでございました。私はもう既に太宰府町におりまして、昭和57年頃にあそこにジ

ャスコができたとちょっと確認しております。それから今もう41年目になりますけれども、そ

のジャスコの時代に、１階は食料品、２階が衣料品でございました。そのために造られたエス

カレーターと認識しております。 

 もうやはり機械も40年過ぎますと、いろいろな面で不具合の調整等がございますけれども、

コロナ禍になりまして、いきいき情報センターの２階、コロナの接種場でございましたので、

そのときは使われたんだろうと思いますけれども、恐らく今は接種会場でもないので、本当に

いきいき情報センターに来るお客様というのが、１階に前はマミーズがありましたので、買物

に来て、ちょっと２階に上がって情報センターの様子、フロアを見て、イベントなどを見て帰

られたお客様もいらっしゃいましたけれども、今は本当に少ない人数だと思います。 

 それで、常に朝８時半から９時半までエスカレーターが動いている。本当にもったいないな

というような、先ほども言いましたようにＳＤＧｓを考えますと、そういうような小さいとこ

ろからやっぱりクリーンであってほしいと、少しでも省エネにしていかなければいけないのじ

ゃないかなと。 

 情報センターは、もうお分かりのとおり、エレベーターも２台ありますし、スロープもあり

ます。２階に上がるだけだったら、あの部分を上下のエスカレーターが必要かなと個人的には

思いましたので、今回この質問をさせていただいたんです。 

 それで、エネルギーですね、2030年、あと７年しかありませんけれども、世界全体でエネル

ギー効率の改善率を倍増させる、省エネに該当するわけではありますけれども、電気にしても

再生可能ではないエネルギーをなるべく使わないという。もう資源はないと思います。やっぱ

り使っていくと思いますので、そういうふうな小さいところ、使わないところのエスカレータ

ーを停止して普通の階段にするとか、ちょっと提案でございますけれども、今から先、いきい
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き情報センターのエスカレーターをどういうふうに考えられてあるのか、ちょっとそこのとこ

ろ、お考えをお示しください。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） エスカレーターの今後ということなんですけれども、今現在稼働させて

いる理由が、過去、一定期間止めておりました。コロナワクチンが始まりましてエスカレータ

ーを稼働したんですけれども、稼働するに当たり、やはりそこの維持をさせる、要は稼働する

ためのメンテナンスが相当金額が要りましたものですから、メーカーともその後いろいろお話

ししまして、そのために少しでも、時間は短時間でもいいから稼働はしてくれということで、

今現在、休館日以外は12時から19時での当面の間は運転しているということでやっているとこ

ろであります。 

 やはり老朽化というのはおっしゃるようにありますので、そういうところも維持管理をしな

がら、安全は守りながらやっていくということで今考えているところです。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 一番初めに言いましたように、今いきいき情報センターの五条のま

ちづくり、昔は本当ににぎわっておりました。本当に需要というんですか、人がもう本当に少

なくなってきているんですけれども、市長もあそこの使い方、いきいき情報センターの１階の

部分も、公共施設等の総合計画の改定事業で、いきいき情報センターの１階をいろいろな方に

使っていただきたいということでご尽力されたと思いますけれども、今現在、駅前開発がどう

なっているか分かりませんけれども、いきいき情報センターに入ってくる人たちも少ない。そ

して、今まではＪＡ農協の建て替えで家賃もいただいとったと思うんですけれども、１階から

２階に上がってくるというのがもうほとんどエレベーター。エレベーターも３階の駐車場から

下りてくるので、エレベーターを利用されていますので、実際本当にエスカレーターはもった

いないと私は思っております。 

 五条付近、いきいき情報センターを今後どのように、前も橋本議員が五条のにぎわいについ

て質問されたと思いますけれども、これはいきいき情報センターのエスカレーターとは関係な

いかもしれませんけれども、あそこをエスカレーターをどうするのかという観点から、市長に

お伺いしたいんですけれども、いきいき情報センターを今後どういうふうな形で存続していく

のか。存続するのであれば、人感センサーのエスカレーターにするとか、もしももうそんなお

金が、先ほども部長のほうから言われましたけれども、そんな切り替えてまでもったいないと

いうことであれば、あのいきいき情報センターをどうされるのかをちょっとお聞きしたいと思

います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） １問目も含めて、大変いつも我々が気づいていないところをご指摘いただい

て、本当にありがとうございます。 

 それで、まずはいきいき情報センターをどうするかということ、これもかなり時間がかかっ
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ていますけれども、やはり決して我々としても悠長に構えているわけではありませんので、そ

の結論をまずは出すことが非常に重要だとまず思っておりますが、その間ですけれども、やは

り１階、２階、それぞれ役割がありますけれども、１階につきましては、まず今多世代の交流

のスペースとして、自習室なども含めて活用いただくようになってきましたし、イベントなど

も企画をしております。また、ワクチンにつきましても、やはりとびうめアリーナを使うこと

がかなり長くなってきましたので、いきいき情報センターの１階もやはり活用しながら、でき

る限りとびうめアリーナのほうも本来の使い方に開放していこうということで、活用をまずは

考えているところであります。 

 その上で、エスカレーターですけれども、やはり様々ご指摘をこれまでもいただいてきまし

たので、これにつきましてはやはり早急に方策を決めなければいけないと思っております。先

ほど来のご指摘もありますので、止めることも含めて、もう一度検討をして、早い段階でお伝

えをしていきたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員。 

○１２番（田久美子議員） 前向きに検討していただけますけれども、この問題につきましては

いつも先送り先送りになって、本当に昔は五条周辺はにぎわいが起きたまちでございます。や

はり高台の方も下のほうに下りてくるのに、いきいき情報センターに来て習い事とかされてい

た人もいらっしゃいます。今はもう本当に下にも活気ある店舗もありませんので、にぎわいの

あるいきいき情報センターとは言えないと思いますので、あそこをどういうふうにしていく

か、とにかく公共施設等の総合計画の改善案にも本当に入っていると思いますので、人が集ま

る五条駅にしていただくように、最後の市民の意識向上にとにかくつながっていただくように

期待をしまして、私の一般質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。 

○議長（門田直樹議員） 12番田久美子議員の一般質問は終わりました。 

 ここで11時30分まで休憩します。 

休憩 午前11時23分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

再開 午前11時30分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ４番森田正嗣議員の一般質問を許可します。 

〔４番 森田正嗣議員 登壇〕 

○４番（森田正嗣議員） ただいま議長より質問の許可をいただきましたので、事前に通告してお

りました２件の質問についてお尋ねをいたします。 

 全般的に地域福祉計画というものを令和４年３月に市のほうでお出しなっておりますが、そ

れに基づいていろいろご質問させていただきます。 

 １件目です。高齢者福祉計画の進捗について、その進捗状況について伺いたいと思っており

ます。 
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 令和４年３月に太宰府市から出されました第４次太宰府市地域福祉計画を拝見いたします

と、令和２年の国勢調査に基づき、高齢者状況についておよそ次のように報告がなされていま

す。 

 １、人口構成で見ると、市の総人口は７万3,164人。そのうち高齢者人口は２万332人で、約

27.8％を占めるというふうに示されております。また、世帯構成で見ました場合、一般世帯数

３万875世帯に対し、高齢者夫婦のみの世帯は4,379世帯、高齢者一人の独居世帯は3,490世帯

と示されておりまして、高齢者というだけの世帯でくくりますと、実に7,869世帯、全体の

25.5％が高齢者の世帯ということに当たります。 

 それから、要介護、要支援も含めますと、認定状況を見ますと、令和３年度は3,402名と増

加傾向が続いておりまして、令和２年度の高齢者人口２万332名と比較いたしますと、約

16.7％の方が要介護者もしくは要支援者となっております。 

 将来に向けて、私どもが高齢者福祉というのをどのように考えればいいかというのは、自治

体も、住んでおります市民にとりましても、非常に大事な問題ということになろうかと思いま

すけれども、高齢者自身が避けることができない身体能力の低下、今まで当たり前のようにで

きていた日常生活ができなくなってくる不便。例えば、買物に行けなくなる、病院へ行くのも

非常に不便を感じるようになる。生活空間がどうしても家の中に閉じ込められてしまって、ご

近所ともお話をしないという形で、だんだん行動範囲が狭くなっていく。それは、続きまして

は認知症の問題とか、さらに介護が必要な状態になっていくというふうに悪循環を繰り返して

いくことになります。 

 国は、平成28年に目指すべき地域社会の在り方として地域共生社会というものを提唱され、

高齢者福祉の実現の在り方として、平成30年には地域包括ケアシステム、それを提唱し、また

さらに、地域共生社会の実現の在り方として、令和３年には重層的体制整備事業を創設してお

ります。 

 社会福祉法第107条は、地域福祉の推進に関する事項といたしまして、高齢者福祉等に関す

る事項や住民参加促進に関する事項、それから体制整備事業など５項目の事項を一体的に定め

る地域福祉計画の策定について、努力義務を市町村に対してなされておりますが、冒頭の第４

次太宰府市地域福祉計画もこれを受けてのものだと考えております。 

 そこで、今回、先ほど小畠議員が同じ共生社会の中の障がい者の方々の問題を取り上げて、

るるいろいろな点を指摘していただきましたけれども、私は高齢者の問題というものに少し焦

点を当てながら、地域福祉計画の在り方というものについてお尋ねをしたいと思っておりま

す。 

 今回、高齢者福祉計画の進捗状況について伺いますけれども、計画の骨格を占めております

地域共生社会あるいは地域包括ケアシステムあるいは重層的体制整備事業ということについて

伺う前に、この計画を進める前提として、計画書にも示されておりますが、社会福祉法第４条

第１項と第６条第１項の趣旨について本市の見解をお示しください。 
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 第２項めですが、また、重層的体制整備事業、すなわち社会福祉法第107条第１項第５号、

ここでは地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制整備に関する事項につい

て、高齢者福祉の実現という観点から質問をさせていただきます。 

 高齢者福祉実現の観点から見た場合、市の高齢者、要介護者の生活支援体制整備事業の最終

的な到達モデルというようなものはどういうものを想定していらっしゃるのか。それは、社会

福祉法第106条の４第１項にいう重層的体制整備事業と同じと考えてよろしいのか、伺いたい

と思います。 

 また、続きまして、その最終的モデルから見た場合に、現在の太宰府市の生活支援体制整備

事業というのはどのレベルまで到達しているのかということについて、ご回答をお願いをした

いと思います。 

 続きまして、２件目でございます。同じ地域福祉計画の問題でございますが、災害の避難の

計画についてお尋ねをいたします。 

 これは、第４次太宰府市地域福祉計画におきましては、命や権利を守る支援の中の災害に関

する支援として位置づけられております。 

 今年の夏、命の危険がある異常高温を含めて猛暑日が続いただけでなく、異常降雨、台風に

よって河川の氾濫、土砂崩れ等の自然災害が頻発しております。このような状況の下、災害避

難の発生確率は、今までと異なり格段に高くなっているのではないかと考えております。そう

しますと、災害避難の準備がますます緊急性を帯びてくると思います。 

 そこで、第１項めですが、災害弱者と言われます避難行動要支援者の避難準備について伺い

ます。 

 令和３年７月に総務部防災安全課から、各自治会長を介しまして避難行動要支援者避難支援

制度個人情報提供同意書兼登録申請書が配られ、①申請者本人の情報、②要支援者に該当する

か否かの情報、③緊急時の連絡先、④避難の手助けをしてくれる人の情報を収集されまして、

同年12月には地区別の登録一覧表が整備され、自治会長に配布されました。そこで、この避難

行動要支援者名簿の作成と運用について伺います。 

 この名簿作成につきましては、当然のことながら、要支援者の避難につきましては、避難の

手助けをしてくれる方、いわゆる支援者が必要になると思いますが、名簿作成時点でこの点に

つきどの程度まで充足できたのかをお答えください。 

 また、避難行動要支援者名簿につきましては、２年ごとに改定するというふうになっており

ますが、その後の改定の取組についてどういうご予定になっているのかをお教えください。 

 また、登録申請書によりますと、避難支援者の避難支援について、支援は避難支援者による

任意の協力であり、災害時の支援を保障するものではありません。また、避難支援者は責任を

負うものではありませんと明記されています。 

 法律的には全くそのとおりではないかと思いますが、太宰府市の支援体制の準備がもしそれ

にとどまるというのであれば、支援体制そのものの意味を見いだすことができないのではない
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でしょうか。支援者の支援を実行化するためには、支援者の教育、訓練が伴う必要があると思

いますが、この点について市としてはどのような働きかけをしたのか伺います。 

 第２項めですが、これから十分考えられることだと思いますけれども、太宰府市に災害が発

生したときに、復旧に向けた活動の一環として、市内、市外から応援に駆けつけるボランティ

アの受付、管理、送り出し、また救援物資の受付、それから整理、配布など大規模なマンパワ

ーを整理していくことが必要になってまいります。 

 この点については、大きな災害が起こるたびに災害ボランティアセンターというものが立ち

上げられまして、全国の社会福祉協議会、あるいは県の社会福祉協議会、そういった方々のス

タッフジャンパーをつけた方々がどこでもその仕切りを行っておりまして、スムーズな災害復

旧に向けた取組をなさっております。 

 今回、私がちょっと疑問に思いましたのは、令和５年７月７日に被災いたしました久留米市

の災害ボランティア募集案内のチラシが、太宰府市ＮＰＯボランティア支援センターうめさろ

んというところから出されたということであります。 

 もともとうめさろんというのでボランティアとしてお集まりになっていただいていたのは、

歴史的といいますか、過去の沿革から申し上げますと、史跡の案内をされるボランティアの方

を集めるといいますか、あるいはご案内の方を皆さんにお知らせするという形のものとして立

ち上げられたと思っております。 

 これから比べますと、災害ボランティアというのは非常に大がかりで、しかも緊急性があっ

て、いろいろな形で初動の段階からかなり異質な動きをしなければいけないのだとは思います

けれども、もしかするとこれは配置ミス、この災害ボランティアセンターそのものの案内から

して、もともと社会福祉協議会とかそういったところに振るべきことではなかったのかと思っ

ております。この点についての災害ボランティア支援センターの位置づけについて確認をさせ

ていただきたいと思っております。 

 以上、再質問は議員発言席にてさせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） １件目の高齢者福祉計画の進捗についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの社会福祉法第４条第１項及び同法第６条第１項の趣旨は何か、市の見解を

伺うについてですが、社会福祉法第４条第１項には、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人

格と個性を尊重し合いながら参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければなら

ないとされております。令和３年４月に改正社会福祉法が施行され、改正の主な内容の一つが

地域福祉の推進に関する事項であり、第４条第１項に地域福祉の推進は地域住民が主体である

ことが明文化されました。 

 これは、地域共生社会の実現に向けた新たな法定事業となる重層的支援体制整備事業が創設

されることを契機とし、福祉関係分野の上位法である社会福祉法におきまして、地域福祉を推
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進する際の目指すべき社会像として、地域住民が互いを尊重し、個々の参加と共に生きること

を基盤とした地域共生社会を規定したものであります。 

 住民にとっての地域は生活の場であるため、住民が主体的に地域の福祉課題を捉え、主体的

に活動を進めていくことは重要であると考えております。しかし、全て住民任せではなく、例

えば生活支援コーディネーターが地域の方々や多種な主体と協力しながら、高齢者が暮らしや

すい地域づくりの推進を図っていくことが望ましい形であると認識しております。 

 また、同法第６条第１項には、国及び地方公共団体の責務につきまして、社会福祉を目的と

する事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図ら

れるよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適切な利用の推

進に関する施策、その他の必要な各般の措置を講じなければならないとされており、今後とも

法に基づき適切に対応してまいります。 

 次に、２項目めの高齢者、要介護者の生活支援体制整備事業の到達モデルはどのようなもの

か、また、現在の到達レベルはどのようなものか伺うについてですが、最終的な目標は、高齢

者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるような支え合いの仕

組みづくりに、住民、行政、自治会、ＮＰＯ、民間企業などの多様な主体で取り組み、自助の

視点での健康寿命の延伸、互助の観点からのお互いさまの活動を増やすことを目指しておりま

す。この事業の最終的な到達モデルの姿について、重層的体制整備事業と同じかについてです

が、どちらの事業も包括的な支援体制を整備するということでは、目的は一緒であると認識し

ております。 

 現在の状況としましては、生活支援コーディネーターが中心となり、高齢者の地域における

困り事、課題を支え合いで解決するための住民主体の取組を進めるため活動を行っておりま

す。今後とも生活支援コーディネーターと連携しながら、高齢者の生活に必要なサービスを地

域において住民と協力して円滑に開発する体制を構築するとともに、地域の互助を高め、より

地域の実情に応じた高齢者の生活を支える環境づくりを進めてまいります。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。第４条第１項が、地域福祉の推進というのは、

地域住民が主体であるということが明文化されたという趣旨だということを示されました。ま

た、第６条第１項につきましては、国及び地方公共団体の責務について、社会福祉を目的とす

る事業を経営する者と協力して、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施が図られ

るよう、福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策、福祉サービスの適正利用増進に関

する施策、その他の必要な各般の措置を講じなければならないという形ですが、この位置関係

といいますか、第４条第１項では、明らかに地域福祉を推進する主体は市民であるというふう

にうたっておりまして、それに対して第６条第１項は、これに対して市、自治体、国及び地方

公共団体の責務につきましては、この住民の主体的な活動をしやすくするために、補助といい
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ますか、手助けといいますか、体制整備といいますか、そういう位置関係にあるのだと理解し

ているんですが、この点はいかがでございましょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） この生活支援の関係でございますが、市では地域の困り事とか多様

な福祉課題に対応するための元気な高齢者をはじめ住民が担い手として参加し、住民主体によ

るサービス提供体制を構築するための条文であろうというふうに理解をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 多分、私と述べていることはほとんど変わらないとは思うんですけれど

も、ただ、高齢者の問題というのは２つの側面があるのではないかと思っております。１つ

は、これはもう私たち自身の問題ですけれども、人が生まれてから亡くなるまでどういうふう

に人が変わっていくのかという認識について、壮年の間は全く認識されることはないと思いま

す。多分、現在でいくと民法でいきますと、18歳までは少年という形で扱われておりますか

ら、そこまでは一応教育という形で人格を形成したり、いろいろな能力をつけていく。そし

て、その後は一人前の人間として生活をしていく。ところが、60歳あるいは65歳あたりから、

ご本人は完全な壮年と全く変わらない権利群の主体なんですけれども、実際にはそれが、先ほ

どもちらっとありましたが、難聴の話とか、それからこける。本当にこけるんですね。こける

ことで骨折をして動かなくなって、病院に入院することで、そのことで今度は逆に歩けなくな

っていく。いろいろな形で不都合な事実が生じてまいります。こういう事実関係をしっかり、

子どものうちからというのは変な言い方ですけれども、皆さんが自覚していないために、私た

ち壮年のところでは人様に迷惑をかけないようにという形で、それぞれが自立というのはそう

いうものだという理解の下に生活しているものですから、高齢者になったときにその事実の感

覚というものが、社会福祉、相互扶助ということについて非常に難点といいますか、阻害する

ようなものになっております。 

 したがって、これはいろいろなことがございますけれども、例えば、実を申しますと成年後

見の問題というのも、ご本人が、自分が何歳になったらどうなっていくかということをしっか

り認識されていれば、それなりの計画を立てて、将来の生活というものが出来上がっていくん

だろうと思いますけれども、私が遭遇する方はほとんどそういうお返事をいただきません。そ

んなの俺には起きないよと、私には起きませんよという形で対応をされます。したがって、こ

れが１つ、私どもが共生社会というのを実現していくために、それぞれ相互関係で守り守られ

るという体制を整える場合に、非常に阻害になっていると。阻害要因はこういう人の認識の中

にあるというのが、私の印象でございます。 

 これについては市の働きかけというものは、恐らくそういう人の一生ということについての

認識というものについての働きかけをしながら準備をされていくということが大事なことでは

なかろうかと思いますけれども、この点についてのご認識はいかがでしょうか。 
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○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 高齢者の福祉サービスにつきましては、高齢者支援パンフレットで

の周知、また地域の出前講座での周知を行っておるところでございます。また、より多くの方

に周知するためには、自治会長さんはじめ地域での見守り活動をされておられます民生委員さ

ん、福祉委員さんなど高齢者と接する機会が多い方に、よりサービスについて知ってもらうこ

と、またコミュニケーションを図っていくことが重要と考えております。 

 今後、多種多様な問題も増えてくるものと思われますので、高齢者が直面している課題等の

把握にさらに努めてまいりたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。確かに機会ごとに説得をされていくのは大事な

ことですけれども、むしろそこに至る前に、人の一生がどうなっていくかということについて

の客観的な認識というのをどうやって皆さんに持っていただくかというほうが、きっと大事な

ことなんではないかというふうに思っております。高齢者の方は見守りの対象としては、確か

にその対象者として出てまいりますけれども、説得の相手方としては、まずはなかなか説得に

応じてくださるということは、今までの経験値で申しますとありません。自分は大丈夫と言わ

れる方がほとんどでございます。ある日突然、全く人として人格が崩れてしまうという事態が

生じると。こういうことが客観的な事実でございますので、そのあたりへの教育的な配慮とい

うのも必要ではなかろうかと思います。ありがとうございます。 

 それで問題は、続けまして、同じこの第６条第１項の問題といたしましては、公共団体ある

いは県が働きかけなければいけませんと言われている内容でございますけれども、例えば今の

教育、人の一生に関する教育というのも一つの在り方かもしれませんけれども、例えば現在、

皆さんご存じのように後見人候補者が絶対的に不足しております。数字の上ではもうそれは明

らかですね。先ほど申しましたけれども、現在高齢者の方が約２万人ということになっており

ますけれども、この後に40年、50年となってまいりますと、もっと大きな割合で発生してまい

りますし、高齢者割合も三十何％と、ほとんど35％前後を超えるような形で高齢者が出てまい

ります。そうしますと、後見人というお仕事は、端的に言えば、財産管理について能力がなく

なってこられる方、そういう方々のお世話をしながら、その方が一生この社会生活を送ってい

けるような手助けをすることですけれども、この後見監督人の候補者というのがほとんど増え

ておりません。せいぜい何千人レベルです。 

 これを１回市長にもお伺いしたいと思うのですけれども、例えば市の行政職員として定年退

職をお迎えになって、その後もお勤めになられるでしょうけれども、その後に生じてこられる

方々、65歳を回ったとかそういう方々は、行政職としての能力を十分に持っておられますし、

権利群もしっかり掌握していらっしゃいます。そういう方々が後見人の候補者としてもし出て

くれば、例えば太宰府市において仮に法定後見の候補者としても、あるいは任意後見人の相手

方としても、つまり任意後見人は、管理人は別に法律的な資格が必要であるわけではありませ
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ん。だから、少なくとも財産管理について公正な監督というものができるのであれば、それを

市のほうがお考えになって、そういった方々を後見人の候補者としてお出しになっていく。こ

れは共生社会を実現するという市のほうの働きかけとしては、一つのメリットではないかと思

うんですね。つまり、太宰府市では後見人候補者というものがしっかり整っていて、いろいろ

な後見制度を利用したいという方々の需要に応えられるようになっている、そういうシステム

をつくり上げるのも、一つの働きかけとして、第６条第１項の趣旨に沿うのではないかという

ふうには考えております。 

 今のことで申し上げますと、ほかには市民相互に支援意欲の醸成はあるかという話ですけれ

ども、先ほど部長のほうから、元気な高齢者がいらっしゃって、あるいは民生委員がいらっし

ゃって、非常にそういう点では相互に見守りということはできていますよというふうにおっし

ゃっていますけれども、民生委員さんが担当されている件数というのはかなり大きなものがあ

りまして、これを見回るだけでも相当な労力を必要としておりますし、まして自治会長もしく

は自治会の役員さんになりますと、ほとんど役員への担い手がいらっしゃらないという事実が

ありまして、元気な高齢者が見守りをする、あるいは支援をするという事実関係は恐らくない

のではないかと。システムあるいは記録上、そういう方が充足されているから、見守り体制は

十分だというふうな判断にはならないのではないかというふうに私自身は感じております。 

 したがって、このあたりもどうやってこの方々に対して、先ほどちょっと申し上げましたけ

れども、そういう高齢な役員さん方に見守りの役割を期待できないとすると、この共生社会を

実現するために、地域の皆さんが要支援者あるいは要保護者の方に対して手厚いといいます

か、目線の濃いといいますか、そういう地域見守りといったものを実現していこうというため

には、少なくともこの地域社会、自治会とかそういったところのもう一回構成をし直さなけれ

ばいけないのではないかと思います。今のやり方では、永遠に高齢者の方が役員になって、何

とか市から依頼された事務を処理したり、自治会内の見回りを行ったりということで終始して

おりますので、もし共生社会という形へ一歩踏み込むということであれば、これは担当職員の

方に各自治会に出向いていただいて、掘り起こしをしていくというふうな形で実現しないと難

しいのではないかというふうに思っております。 

 あと、るる申し上げてまいりましたけれども、先ほど来からおっしゃっていたこともござい

ますが、やはり支援体制の整備というのはかなり緊急性を要すると思います。2050年までに全

国の総人口は約3,300万人減少し、高齢者人口は3,764万人、全人口に占める割合は39.64％を

占めますとなっております。これは国土交通省が平成23年に発表したものです。太宰府市では

2025年に人口がピークに達した後、減少に転じ、2050年には６万9,774人、高齢者人口は２万

5,258人で、全人口に占める割合は約36.1％。これは太宰府市まち・ひと・しごと創生人口ビ

ジョンということで、これも平成28年に改定された数字でございます。このように、もう人口

のうちの35％ぐらいの方々が高齢者として登場してきて、その方の見守りを、子どもたちを除

けばかなり、50％なりの人口の市民の方で対応をお願いするというわけですけれども、どう考
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えても壮年期の働き盛りの方々にこれを望むわけにはいきませんので、そうなってくると、こ

の共生社会を実現するための取組は、かなり真剣になって見守っていただく方を育成しないと

難しいということでございます。 

 あと、問題は、現在の問題ですけれども、先ほど来、情報共有につきまして、いろいろな形

で高齢者の方にご案内を差し上げておりますというふうなご答弁がございました。しかし、今

般、令和４年度太宰府市まちづくり市民意識調査によりますと、高齢者の福祉サービスという

のは充実していますかということに対しまして、充実しているという方が22.5％、その逆に不

足だという方が26.4％。それから、民間施設の方の弱者への配慮、この弱者というのは当然の

ことながら高齢者以外の方も含まれますけれども、配慮がありますかという質問に対しまし

て、否定派、いや、そうでないという方が36.7％、十分配慮していただいていますよという方

が26.3％。それから、交通弱者にとって必要な移動手段の確保になっていますかという問いか

けに対しまして、いいえと言われた方が51.1％、肯定派は23％。それから、地域福祉活動は活

発でしょうかといわれる質問に対しまして、推進されていないと答えた方は59.8％、肯定派は

32.5％でございます。 

 こういった形で、共生社会を実現するために重層組織を立ち上げて、それからいろいろな形

でお尋ねをしていきながら、高齢者の皆様を支えていくという方向性にも、緊急性もございま

すし、なかなかやり方も難しいなとは思いますけれども、ひとつ頑張っていただきまして、こ

の点について市長のご見解を伺いたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 多岐にわたるご指摘、ありがとうございます。端的な答えはなかなかできな

いかもしれませんけれども、要は、私も度々申しておりますように、なかなか市職員、行政だ

けでは、現役のメンバーだけではやはり手が届かないことが多々増えておりまして、災害など

はもちろんでありますけれども、こうした高齢者福祉、また教育なども含めて、学校での登下

校の見守りなども先ほど来出ておりますけれども、あらゆる観点で市民の方にご協力いただか

ないと、また市外の方なり民間なり、そうした方のお力をいただかないと、やはりこれからの

時代は乗り越えていけないということはまさしく共有しておりまして、そうした中での確かに

キーワードとしまして、行政ＯＢ、市職員ＯＢは非常に重要な視点だなと思ったところです。

40年近く勤めて、いろいろな知見、経験を持っておりますし、人脈ネットワークなどもあるは

ずですから、そうした職員ＯＢなども我々としてもネットワーク化を図りながらやっていきた

いと思ったところであります。 

 全体として、とはいえ、なかなかいろいろな助けてほしいという話をしたときに、老後はゆ

っくりしたいという職員ＯＢも結構いましたので、なかなか簡単にはいかないところもあると

思いますし、実際に職員ＯＢなんかにもう少し政治にも関わってほしいなとか、そういうこと

もあるんですけれども、ちょっとなかなかそうした思いどおりにならないところもあります

が、いろいろな経験なりやりがい、そうした中で、ただボランティアだけじゃなくて、そうし
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たことで少し幾ばくかの収入につながるようなことまで持っていかないと、なかなか参加、担

い手は増えていかないかもしれませんけれども、そういうことも含めて、全体的な助け合いの

ネットワークをもっと進めていくためにどうすべきかを、さらに勉強を重ねていきたいと思っ

た次第です。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。今市長から言われて、確かにそのとおりだと私

も実感したところですけれども、実は任意後見人の候補者をつくるというのは、それだけの雇

用をつくるということで、それだけの生産関係も出てくるということですので、そういう側面

でもプラスはあるのではないかというふうに思っております。 

 以上をもちまして質問を終わります。 

 次の項目へ。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（髙原 清） ２件目の災害時避難計画の進捗についてご回答させていただきます。 

 まず、１項目めの避難行動要支援者名簿の作成と運用についてですが、避難行動要支援者名

簿は、東日本大震災の教訓を契機に、平成25年の災害対策基本法の改正によりまして、名簿の

作成が市町村に義務化されました。本市でも平成26年に作成し、各自治会に配布いたしまし

た。その後、令和３年５月の災害対策基本法改正による避難行動要支援者の避難計画作成が努

力義務化されましたが、本市では令和２年度から各自治協議会、民生委員児童委員連合会協議

会等に対しまして、制度の周知や申請書の発送について説明を行い、令和３年７月に対象者に

対し登録兼同意申請書の発送を行いました。現在、登録者が2,003名となっており、そのうち

約１割の方に対して支援者が決まっている状況でございます。 

 また、今年度名簿更新を行う予定としており、現在名簿更新作業に向けまして作業を行って

いる状況でございます。今後も関係機関、各自治会、民生委員等の皆様のご理解とご協力の

下、名簿作成及び避難計画の作成に努めてまいります。 

 次に、２項目めのボランティア支援センターはどこの部署が所管しているのかについてです

が、太宰府市ＮＰＯ・ボランティア支援センターうめさろんにつきましては、地域コミュニテ

ィ課が所管いたしております。うめさろんは、防災に特化したものではなく、様々なボランテ

ィア活動をしたい方とお願いしたい方の相談を受けまして、そのつなぎ役として市民活動を支

援する活動を行っております。久留米市の災害ボランティア募集も、その一環で実施されたも

のでございます。 

 本市で大規模災害が発生し、災害ボランティアセンターを設置する場合におきましては、太

宰府市地域防災計画におきまして、太宰府市社会福祉協議会に対し、太宰府市ＮＰＯ・ボラン

ティア支援センターうめさろんと連携し、災害ボランティアの情報、活動拠点となる災害ボラ

ンティアセンターの設置、運営の要請を行うこととしております。 

 以上です。 
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○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。まず、要支援者名簿のほうの件でございます

が、今ご報告がありましたように、2,003名の登録、そのうち１割が災害時に手助けをしてく

ださる方の名簿が出ているということですね。このときに作られた趣旨がよく私は分からない

のですけれども、つまり本来からいきますと、避難したいんだけれども避難できない弱者の方

を誰かが手助けをしないと避難所に運べないという、そういう形でモデルができるとすると、

どうして１割の手助けをする方の名簿登録でとどまったのか、あるいはとどめても今回はこれ

でいいとされたのか、そのあたりの経緯を教えてください。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（髙原 清） 災害時における避難行動要支援者の方々、先ほど言いましたが市内に多

数いらっしゃいます。そのうちの約１割の方々に対しまして、この避難行動計画が今策定済み

ということで、じゃあ残り９割の方々についてはいかがなものかということでございますが、

こちらにつきましては、やはり自助、共助、公助というふうな考え方がございますが、まず自

治会の皆様等のご協力の下に、そういった方々の避難の行動の支援等もお願いをしているよう

な状況でございます。 

 これは一例でございますが、ある自治会におかれましては、そういった避難行動に支援を要

する方々の避難行動計画、こちらにつきましては率先して対応されているところもございま

す。これにつきましては、先月の８月号だったと思いますが、広報のほうでも取り上げさせて

いただいた次第でございます。 

 市といたしましても、自治会の皆様方と今後とも協力しながら、そういった方々の避難行動

計画の策定に向けまして今後とも努めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） 今おっしゃったのは向佐野の自治会のお話だろうとは思いますが、とい

いますのは、私がこれを取り出しましたのは、地域福祉計画の中の一端としてお話をさせてい

ただいております。社会福祉法第６条第１項は、結局住民が福祉の主体であるということを明

記しておりますけれども、その環境整備というのは自治体のほうに責務があるということがう

たわれています。だから、そうなってきますと、自治会への働きかけとして、言うなれば不完

全なままでとどめたというのが少し腑に落ちなくなるわけですね。むしろ関わり方としては、

最低でも50％ぐらいは支援員の方がいらっしゃらないと、絵に描いた餅というふうな評価を受

けても仕方がないだろうなという気がいたします。 

 そこで、今回、次の２回目の更新に向けていろいろるる準備をされているようですので、そ

のあたりはぜひとも意を用いていただきたいなと思っております。 

 それに加えまして、実は当然この間、コロナというアクシデントがございましたので、事実

上できてないのかもしれませんけれども、要支援者と支援者という関係の避難体制というの
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は、訓練をしないと、多分名簿だけでやってしまったということであれば、恐らく実効性がな

いのではないかという気がいたしております。決して全市的にやる必要はありませんので、各

自治会ごとにそういう訓練をすることも一つの案かと思いますが、この点についてはいかがで

しょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（髙原 清） これまで市といたしましても、自治会の関係者の皆様や民児協の皆様等

に、この避難行動の支援に関しての説明等もさせていただいております。先ほど申し上げまし

たけれども、当初は令和２年度から市のほうとしましては関係者の皆様のほうにもご説明し、

さらに令和４年２月に改めましてこちらのほうの説明も自治協議会様等にご説明をさせていた

だき、さらに令和４年６月、昨年の６月には、こういう取組体制について自治会の役員の皆様

方には文書等もお渡しをさせていただいて、ご説明もさせていただいております。 

 ただ、具体的な避難行動の要支援者の方も含めての具体的なシミュレーションといいます

か、実地訓練みたいなことは今のところちょっと行っておりませんが、毎月ですけれども、校

区協議会の役員会等が実際行われておりまして、そちらにはうちの職員も参加をさせていただ

いておりますので、そういった場などを使ってといいますか、そういった場で改めてまた皆様

のほうに今後の要支援者の方々に対する支援の取組、こちらについてはまた働きかけをさせて

いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員。 

○４番（森田正嗣議員） ありがとうございます。現実に起きたときにやれるのは、事前に準備し

た以上のものは出ないというのが一般的な話でございますので、ぜひともよろしくお願い申し

上げます。 

 最後に、ボランティア支援センターが、うめさろんのほうですかね、災害時のボランティア

センター開設等、これは実は市民の方から言われたんです。うめさろんというところは、ボラ

ンティアセンターというのはやるのと言われたんですね。私もそれまで気がつかなかったんで

す。私はてっきり社会福祉協議会がボランティアセンターを開設してやるんだと思っていまし

たんで、だからこれは少しネーミングでいろいろ誤解を招く可能性があります。これは恐らく

太宰府市が対外的にそういう形で文書を出したときに、いや、そうじゃなくて、実際は社会福

祉協議会がやっていますよということであれば、何らかの対応を考えていただきたいなと思っ

ております。これは要望にとどめます。 

 以上をもちまして私の質問を終わります。 

○議長（門田直樹議員） ４番森田正嗣議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時まで休憩します。 

休憩 午後０時20分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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再開 午後１時00分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ６番入江寿議員の一般質問を許可します。 

〔６番 入江寿議員 登壇〕 

○６番（入江 寿議員） 議長より発言の許可をいただきましたので、通告しておりました中学校

教育について一般質問をさせていただきます。 

 学校教育は、いずれの国においても重要な社会システムでありますが、日本と諸外国の在り

方は大きく異なっています。諸外国での教員の業務が授業に特化しているのに対し、日本では

教員が教科指導、生徒指導、部活動指導等を一体化して行うことが特徴で、日本型学校教育と

呼ばれ、国際的に高い評価を得ています。しかしながら、教員の働き方改革を理由に部活動指

導を民間に移行することになっているのは、皆様もご承知のとおりです。 

 これから先は、諸外国と同様に、日本の教員も授業に特化していくことになります。これ

は、近い将来の学校教育の形であり、生徒の体力等は体育の授業、芸術的な感性や情緒等は音

楽や美術等の授業を通して把握していくことになりかねません。そして、教員と生徒との接点

が少なくなり、今までのような生徒指導が難しくなるのではないでしょうか。生徒指導方法の

見直しの必要性等をどのようにお考えになっているか、お伺いいたします。 

 次に、教科指導の質が変わり、生徒への負担が大きくなり、昔の詰め込み教育の再現になる

のではと危惧しています。現在、太宰府市の４中学校に在学している生徒は、先ほど述べた部

活動の地域移行がスタートし、その真っただ中にあります。 

 2012年に終わった、いわゆるゆとり教育と呼ばれる教育が実施されていた期間に中学校に在

学していた生徒たちは、高校、大学と進学していく過程で、こんなはずではなかったとゆとり

教育を疑問視し、なぜ中学生のときに学校の先生方は、学校や家庭でもっと勉強する環境を整

えてくれなかったのかと悔やむ声を大きく聞いています。 

 文部科学省は、中学生の高校進学率が97％となった今、乱暴な言い方となりますが、中学校

は高校進学のために勉強する場所と言っているのではと思われるような表現があります。教科

指導の質の変化に伴う生徒への負担軽減をどのようにお考えになっているかをお伺いします。 

 そして、現在在学している生徒たちが、もっと学校や家庭で勉強する時間、環境を整えてや

らなければならないのではないでしょうか。既にこのような動きを踏まえて、他の市町村の公

立中学校では朝自習という形で授業が行われています。もちろん、文部科学省が定める各教科

の時間数以外の朝自習です。先を見通し、ゆとり教育の二の舞は生徒にさせてはいけないとい

う思いがあるからだと私は思っております。 

 このような動きをどのようにお考えでしょうか。朝自習等の実施をお考えになっているか否

かも、併せてお伺いいたします。 

 次に、家庭での学習環境を整えることについて、２点お伺いします。 

 家庭で勉強する時間が少ない生徒は、体育系、文系の部活動をしている生徒に多いのではな
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いかと思います。本年７月現在の太宰府４中学校の学年別生徒数と部活動加入率をお伺いしま

す。 

 また、中学校別に見たときに部活動加入率に大きな差異があるか否かも、併せてお伺いいた

します。 

 部活動をしている生徒は、技術のみならず、挨拶に始まり挨拶に終わるなど、部活動を通じ

ていろいろなことを学び、それを吸収し、必要な経験を積み重ね大人となっていきます。これ

が部活動の本質です。 

 しかしながら、家庭での勉強時間の確保が難しいことは容易に想像できます。部活動をして

いる生徒たちに、各中学校では家庭で勉強する時間の確保をどのように指導されているか、お

伺いいたします。 

 また、太宰府市として統一した家庭での学習環境を整えるための指導があれば、併せてお伺

いいたします。 

 最後に、太宰府中学校にはＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートというものがあります。毎日テーマを

１つ掲げ、自分の思いや考えを書き写すものだそうです。それに１時間程度の時間を要するそ

うです。それ以外に宿題はないと聞いています。私は、中間考査や期末考査が全てとは考えて

いませんが、考査前日、そして考査期間中もＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートの宿題はあるそうで

す。せめて考査１週間前から考査期間中はＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートの宿題を中止して、各教

科の試験勉強に集中させるべきではないでしょうか、お考えをお伺いします。 

 以上、再質問は議員発言席で行います。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 中学校教育についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの生徒の指導方法の見直しの必要性についてですが、生徒指導は、一人一人

の生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めるように指導、

援助するものです。各学校においては、生徒指導が一人一人の生徒の健全な成長を促し、生徒

自ら現在及び将来における自己実現を図っていくための自己指導能力の育成を目指すという生

徒指導の積極的な意義を踏まえ、学校の教育活動全体を通じ、学習指導と関連づけながら、そ

の一層の充実を図っているところです。 

 生徒指導を進めていく上で重要になるのが、生徒一人一人についての生徒理解ですが、教師

と生徒との信頼関係を築くとともに、観察や面接などに加えて、学年の教師、教科担任、部活

動の顧問、養護教諭など多くの教職員が連携し、広い視野から生徒理解を行っております。 

 また、学校は集団での活動や生活を基本とするものですから、生徒一人一人が自己の存在感

を実感しながら、共感的な人間関係を育み、自己決定の場を豊かに持ち、自己実現を図ってい

ける望ましい集団にしていくことが、生徒指導の重要な目標の一つでもあると考えておりま

す。 

 以上のように、生徒指導は教育課程の特定の領域における指導ではなく、教育課程の全領域
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において行うものであり、学校では生徒一人一人の特性を十分把握した上で、教職員全体で協

力し、指導技術の向上、指導方法や指導体制などの工夫、改善を図っております。 

 議員ご指摘のとおり、社会の状況や価値観の変化等により生徒指導が難しくなっている現状

はございますが、全教職員の共通理解を図り、学校としての協力体制、指導体制を築くととも

に、家庭や地域社会及び関係機関等との連携、協力を密にし、生徒指導の充実に取り組んでま

いりたいと考えております。 

 次に、２項目めの教科指導の質の変化に伴う生徒への負担軽減についてですが、学習指導要

領には、子どもたちが学習内容を人生や社会の在り方と結びつけて深く理解し、これからの時

代に求められる資質、能力を身につけ、生涯にわたって能動的に学び続けることができるよう

にすることが重要であると述べられております。 

 また、授業改善の際の留意点として、授業改善の取組は、既に小・中学校を中心に多くの実

践が積み重ねられており、特に義務教育段階は、これまで地道に取り組まれ蓄積されてきた実

践を否定し、全く異なる指導方法を導入しなければならないと捉える必要はないと示されてお

ります。 

 学校においては、教師の指導技術の改善のみではなく、生徒自身が自分の学習を見通し振り

返る場面を設定したり、グループ等で対話する場面を設定したりすることで、生徒が考える場

面と教師が教える場面をバランスよく取り入れた授業づくりを行っております。また、基礎

的、基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、その確実な習得を図ることを目的

に、学び直しも行っております。 

 中学校３年間は義務教育の最後であり、生徒は将来を見据えた自らの進路選択を強く意識す

る期間となります。生徒の進路選択の幅が広がるよう、生徒自身の可能性を最大限伸ばしてい

けるように、生徒の負担を考慮しつつ、できる限りの効果的な指導を行うよう、学校に引き続

き指導してまいります。 

 次に、３項目めの学校で勉強する環境を整えるための朝自習等の実施についてですが、本市

の４中学校においては、時間や内容は学校ごとに異なりますが、各校独自に朝自習が行われて

おります。内容は、国語、社会、数学、理科、英語を中心とした各教科の基礎的、基本的な知

識及び技能の習得を目的としたドリル学習や読書活動等です。ある中学校においては、集中力

を高めるビジョントレーニングを取り入れたり、学力の向上と主体的な学びを育むことを目的

として、ＡＩドリルを活用した学習を取り入れたりしております。 

 今後も各中学校の生徒の学習状況に応じて、最適な教材や方法、手段を研究しながら、朝の

貴重な時間の活用を継続してまいります。 

 次に、４項目めの家庭学習環境を整えることについての１点目、部活動をしている生徒の実

態についてですが、太宰府市４中学校の１年生は748名、２年生は710名です。部活動加入率は

学校ごとに若干の差はありますが、太宰府市全体で１年生が84.4％、２年生が82％です。 

 ２点目の部活動をしている生徒への指導と学習環境整備についてですが、議員ご指摘のとお
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り、部活動に入部している生徒は、部活動をしていない生徒よりも学習時間の確保は難しいと

思います。そのため学校では、部活動に入部している生徒に対して、家庭での学習についても

指導しております。例えば、宿題を終わらせていない生徒には部活動の練習時間に宿題に取り

組ませたり、長期休業中には、部活動の練習の前後に、教室に部活動生を集めて学習させたり

するなど取り組んでいる部活動顧問がいます。 

 太宰府市として統一した家庭での学習時間の確保の指導はしておりませんが、今後も学校で

は、部活動をしている生徒に対しても学習の定着を目指した指導を行ってまいります。 

 次に、５項目めの太宰府中学校独自のＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートの取扱いについてですが、

太宰府中学校が取り組んでいるＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートは、生徒自身が勉強する意義を見い

だすためのものであり、生徒が家庭学習の習慣を身につけるために取り組んでいるものです。 

 中学校の教育活動においては、生徒自身が自分の学習状況を把握し、自分が必要とする学習

を選択し、主体的に取り組んでいけるようにすることが求められております。 

 ＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートは、次の日の時間割等の予定を記入するとともに、１日の学校で

の学習を振り返り、復習を家庭で行うものです。ノート２ページという決まりはありますが、

学習する教科や内容は自分自身で決めることができます。定期考査中は、定期考査の試験範囲

の内容を学習しても構いませんので、試験勉強にもなります。ＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートの本

来の目的である生徒の家庭学習習慣の確立と、生徒自身が自分の学習状況を把握して、自分で

考えて計画を立てて学習を進めていくことを考えますと、定期考査中であっても取り組んでほ

しいものであります。 

 学校では、生徒の負担とならないように取り組んでおりますが、今後、生徒の負担となる状

況が発生するようであれば、取組方について検討課題としてまいりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） ご回答ありがとうございました。中学校教育について質問させていただ

きました。項目ごとに再質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 まず１項目めですが、生徒の指導方法の見直しについてですが、学校の先生方が生徒の成長

のために一生懸命に生徒指導に取り組んでおられることはよく分かりました。しかし、部活動

の指導を教員が行わなくなることによって、生徒指導が難しくなるのではないでしょうか。ま

た、先生と生徒の人間関係を築きにくくなると思いますが、その点いかがでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 生徒指導は、何より教師と生徒との信頼関係が大切になってきます。

したがって、これまで部活動中の教員の指導によって成長してきたという生徒がいるのも事実

です。先ほども申しましたが、生徒指導は教育課程の全領域で行うものでありますし、これか

らも学校だけでなくて、家庭や地域と連携協力して生徒指導を充実させていく必要があると考

えております。 
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 教員と生徒との人間関係づくりについてですが、私自身も部活を行う際は、技術の向上とい

うよりも、人間関係を築いたり、あるいは子どもたちの自己指導能力、規範意識、これを育て

ることを意識して指導してまいりました。 

 また、生徒は部活動だけでなく、教科の学習、それから学級活動、学校行事等で学校生活全

般で成長していきます。学校では、部活動に入部しているかしていないかに関わらず、教員と

生徒との人間関係をつくることを重視した取組を行っておりますので、今後も学校では、教員

と生徒との人間関係をつくっていけるものと考えております。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） 分かりました。ありがとうございます。 

 現在、太宰府市において中学校部活動の地域移行が既に行われているのでしょうか。行われ

ている場合は、保護者の経済的負担等の概要が分かれば、併せてお伺いいたします。この質問

は、昨日徳永議員が質問されたのとちょっとかぶっておるんで、申し訳ございませんがお願い

いたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 議員おっしゃるように、昨日も少しお答えしたと思うんですけれど

も、現状として本市で部活動の地域移行は行っておりません。ですので、保護者の経済的負担

というのも把握はできておりませんが、もし地域移行が進むようであれば、今よりも保護者の

方に負担していただく可能性はあるかと考えております。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） 今後、中学校部活動の地域移行も進んでいくと思われますが、保護者の

経済的負担等についても配慮しながら、慎重に進めていただければと思います。 

 そして何よりも、中学校部活動が地域移行になったとしても、生徒のよりよい成長のため

に、教員と生徒の人間関係を適切に築きながら生徒指導を行っていただくようお願いしたいと

思います。 

 次に、２項目めの教科指導の質の変化に伴う生徒への負担軽減についてですが、学校では生

徒への負担がないように教科指導が行われているとのことで、安心しております。 

 先日８月28日に中央教育審議会質の高い教師の確保特別部会が、教師を取り巻く環境整備に

ついて緊急に取り組むべき施策提言をされております。提言の中では、教師の働き方改革に関

する取組の具体策が述べられており、その中に授業時数や学校行事の在り方の見直しがありま

す。授業時数の適正化に向けた見直し、学校行事の精選、重点化、準備の簡素化、省略化な

ど、教師の働き方改革には必要な視点であります。 

 教員の働き方改革は重要な課題であることは、私も認識しております。しかしながら、生徒

を置き去りにした改革であってはならないと考えます。学校における教科指導や学校行事等に

おける教育活動を急激に変えることなく、生徒に負担をかけずに改革が進むことが大切である

と思います。先生と生徒に大きな負担がかからないよう、太宰府型学校教育ができることを期
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待しております。 

 次に３項目め、学校で勉強する環境を整える朝自習等の実施についてですが、読書活動や教

科指導の学習を行う朝自習が実施をされているとのことで、安心しております。今後も各学校

で確実に取り組んでいただきたいと思います。 

 ４項目めへ行きます。 

 家庭学習を整えることについてですが、４中学校ごとの部活動加入率はどのような状況でし

ょうか、お願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 部活動の加入率についてですけれども、学業院中学校が81.4％、太宰

府中学校が78.9％、太宰府西中学校が87.1％、太宰府東中学校が85.8％となっております。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） 学校ごとに加入率に差異があるようですが、80％以上の生徒が部活動に

加入しているわけですから、部活動に加入している生徒への家庭学習の指導も大切になってく

ると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 学習についてなんですけれども、各学校ではこれまでも全国学力・学

習状況調査等で生徒の学力実態の把握には努めてまいっております。その結果、現在のところ

ですが、部活動の加入、未加入によって成績が変わるというような報告はございません。ま

た、現在全ての生徒に１人１台端末のタブレットを配布しておるんですが、そちらを使って家

庭においてデジタル学習ソフト、これを使ったタブレット学習もできるようになっておりま

す。これによって、生徒自身が自分の苦手な教科を短時間でも学習することができるように以

前よりもなってきていると考えております。 

 これからも部活動の意義を大切にしながら、生徒が時間を有効に使って効果的な学習が行え

るように進めてくれると考えております。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） これからも生徒の家庭学習の環境を整えていくことをお願いしまして、

これまでの質問を終わり、最後に５項目め、ＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートについてですが、生徒

の家庭学習習慣の確立のためにあることはよく分かりました。しかし、定期考査前だけでもお

休みすることはできないのか。 

 また、定期考査前の部活動中止期間を７日前からするということはできないのか。本市は２

学期制ですので、３学期制の学校よりも１回の定期考査の試験範囲が広いはずです。近隣市で

７日前から部活動を中止している中学校があると聞いておりますが、いかがでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） ４中学校のうち３中学校が、中間考査、期末考査ともに３日前からの

休みになっています。１つの中学校だけ、期末考査の前だけ５日間と延ばしております。た
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だ、多くの学校は定期考査３日前というふうになっている状況です。 

 ７日前から部活動を中止している自治体もあるというのは私も存じ上げておるんですが、や

はりこのＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートは、先ほども言いましたけれども、子どもたちの自己指導

能力をしっかり鍛えたいという意義もあります。その中で自分の行動を制御して、あるべき方

向に進んでいく力という、自己指導能力ですけれども、こうした力というのは、今の自分を客

観的に見詰めることが大切です。ですので、今日一日学校でどのようなことがあったかなと、

どんなことを感じたかなと、そういったことを振り返ったり、あるいは自分に足りてない学習

はどういうものがあるかとか、そういうのも大人が指示するんではなくて、子ども自身がしっ

かり自分で見つけていく、そういうふうに取り組んでいるＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートですの

で、続けてほしいなと思っております。 

 それと、太宰府中学校はＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートと呼んでおりますが、３中学校ともこの

ようなノートは存在しています。同じような生活記録ノートといいますか、そういうノートは

存在して、各学校で先ほど言いました振り返りあるいは自分自身の自己評価、これに取り組ん

でいるところです。このメタ認知能力を育てていくことが大切だと考えています。 

 そうした意味で、先ほど議員ご指摘のＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートですが、継続的にしていく

意義があると考えておりますので、そして先ほど言いましたが、試験勉強をそこで行ってもい

いというふうになっておりますので、この取組は続けてまいりたいと考えております。 

 また、定期考査の部活動中止期間についてですが、もしかしたらそれぞれ１人ずつ生徒ある

いは保護者ももう少し休みが欲しいなと、そういうお気持ちはあるかもしれませんが、なかな

かそういう声を直接聞くことは現在のところはございません。ただ、今後そういう声もありま

したら、また検討していきたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員。 

○６番（入江 寿議員） ありがとうございます。このＭＩＣＨＩＺＡＮＥノートなんですが、今

私の息子、中３なんで、しているんですけれども、私がそれ必要あるとやといつも聞いていた

もので、このような今回質問をさせていただきました。申し訳なかったです。本当に今言われ

たように、生徒や保護者の声を聞いていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 最後ちょっとまとめさせてもらいますが、中学校教育について今回質問させていただきまし

た。現在学校では大きな改革がなされているように感じております。また、高校受験がこれま

でどおり存在します。繰り返しになりますが、教員の働き方改革は必要なことだと思います。

しかし、大きな変化によって生徒に負担がかかったり、進学の際に不利になったりすることが

ないよう、太宰府市の中学校教育を推進していただくこともお願いしまして、私の一般質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（門田直樹議員） ６番入江寿議員の一般質問は終わりました。 

 ここで13時35分まで休憩します。 
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休憩 午後１時26分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

再開 午後１時35分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ２番馬場礼子議員の一般質問を許可します。 

〔２番 馬場礼子議員 登壇〕 

○２番（馬場礼子議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い、

子どもの多様な居場所づくりについて質問いたします。 

 厚生労働省と警察庁が公表しました2020年中の小・中高生の自殺者数は514人で、1980年統

計を開始して以降最多となり、500人を超えたのは初めてだそうです。 

 なぜ最初にこのデータを示したかというと、2018年日本財団が行った調査によると、18歳か

ら22歳の若者のうち、自殺念慮、自殺について真剣に考える、または計画することがあると答

えた人は30％、自殺未遂経験がある人は11％でした。しかし、不登校経験者に限ると、自殺念

慮経験者は68％、自殺未遂経験者は31％と、自殺リスクは２倍から３倍高くなっています。こ

の調査結果からも、自殺や不登校、ひきこもりもストレスが限界に達した結果起こるもので、

不登校と自殺は関連性が高いということが言えると思います。 

 そして、本題の不登校児童・生徒数は、文科省の最新データによりますと全国で24万

4,940人でした。うち小学生が８万1,498人で児童1,000人当たり13人、中学生が16万3,442人で

1,000人当たり50人ということです。10年前と比較すると、小学生では3.6倍、中学生では

1.7倍にも拡大しています。この数値は不登校者の定義である年間30日以上の欠席を基準とし

た数値ですが、これが90日以上欠席した者は13万4,655人で、先ほどの30日基準の55％にもな

る数値で、かなり深刻です。 

 また、驚く数値としては、約25万人近い不登校児童・生徒のうち約36％が、学校内外の専門

機関で相談や指導を受けていない現状があります。 

 文科省は、学びにアクセスができない子どもをゼロにすることを目指す、そして2017年に施

行された教育機会確保法も、不登校はどの児童・生徒も起こり得るもので、まずは休養が必要

なこと、学校以外の場での多様な学習活動や居場所、学校復帰だけを目的としない支援が必要

だと強調しています。まさに、学校以外での多様な居場所が求められています。 

 また、未然防止という観点から、子どもの居場所を増やすための早期対応が可能となる環境

整備をする必要があると考えます。昔のように見守ってくれる近所のお兄さんとかお姉さんの

ような存在がなくなり、地域のつながりの希薄さなどから、自分に目を向けてくれる居場所を

意図的につくる必要性などを感じ、居たい、行きたい、やってみたいの３つの視点から、子ど

もの居場所に関する施策、取組について伺います。 

 １項目め、本市の不登校児童・生徒数について。 

 ２項目め、子どもの居場所について４点伺います。 
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 １点目、多様な居場所を増やすという観点から、どのような取組をされているでしょうか。 

 ２点目、居場所と子どもをつなぐことについて。 

 ３点目、居場所をコーディネートする人材の確保、育成支援について。 

 ４点目、居場所づくりに取り組む中間支援団体への支援について。 

 ３項目め、本市の居場所づくりのための公的支援について。 

 ４項目め、子どもや若者の声を直接聞く取組について。 

 ５項目め、不登校児童・生徒のためのフリースクールについての市の見解と行政の支援につ

いて。 

 ６項目めは補足いたします。 

 このような取組の骨子となるのが子どもの権利条例かなと思います。自治体によっては、こ

の子どもの権利条例に基づき、子育て支援、教育支援などの施策を実施しているところもあり

ます。本市にはまだ条例制定の動きはありませんが、本市もこども家庭センターをいち早く打

ち出すなど支援に乗り出している今、子どもの権利条例についての考えを伺います。 

 以上、ご回答よろしくお願いします。再質問は発言席にて行います。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 子どもの多様な居場所づくりについてご回答いたします。 

 まず、１項目めの本市の不登校児童・生徒数についてです。本市の市立小・中学校における

不登校児童・生徒の割合ですが、令和３年度の不登校児童・生徒の割合は、令和２年度と比較

し、小学校は全国が1.3倍、福岡県が1.3倍、本市が1.2倍となっております。中学校は全国が

1.2倍、福岡県が1.2倍、本市は0.99倍となっております。 

 令和４年度の不登校児童・生徒の割合については、全国と福岡県の統計値はまだ公表されて

おりませんが、本市では令和３年度と比較しますと、小学校は1.38倍、中学校は1.27倍となっ

ております。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 次に、２項目めの子どもの居場所について４点伺うの１点目、多様

な居場所を増やすという観点から、どのような取組をされているのかについてですが、現在本

市では、放課後子ども教室、図書館、つばさ学級、適応指導教室、学童保育所、キャンパス・

スマイル、ぎんももひろば、全世代交流フリースペースなど、多様な子どもの居場所を提供す

る取組を行っているところですが、民間団体が行っておられる子ども食堂につきましては、子

どもの食育や居場所づくり、また学習支援の場と高齢者を含む地域づくりを目的に、積極的に

活動をされているところです。本市では、多くの市民の皆様に活動内容を広く周知し、新たな

居場所づくりという観点からも、支援体制の充実に努めております。 

 次に、２点目の居場所と子どもをつなぐことについてですが、居場所へのアクセス情報の提

供や、そのような情報を保護者や子どもが入手できる環境が必要であると考えております。そ

のため、学校、地域など様々な関係機関と連携し、支援を必要としている子どもに必要な支援
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が届くよう取り組んでまいります。 

 次に、３点目の居場所をコーディネートする人材の確保、育成支援についてですが、子ども

食堂をはじめ居場所の開設、運営、ボランティアに関する相談につきましては、生活支援課が

中心となり、市のボランティア支援センターや関係部署と連携して情報提供を行っておりま

す。 

 次に、４点目の居場所づくりに取り組む中間支援団体への支援についてですが、子ども食堂

に食材などを提供していただける企業や生産者の皆様などの中間支援団体との連携につきまし

ては、子ども食堂の開催日や参加人数、必要な食材の種類、量などを直接子ども食堂と調整し

ていただくことで、迅速にニーズに合った提供が行われることになると考えております。今後

につきましては、さらに多くの中間支援団体の皆様が参画しやすい環境づくりにつきまして検

討してまいります。 

 次に、３項目めの本市の居場所づくりのための公的支援についてですが、子ども食堂につき

ましては、これまで公共施設利用料の全額免除、食料保存用の大型冷蔵庫の設置などの支援を

行ってきておるところです。また、調理器具などを保管するための場所の提供につきまして

も、関係課と協議を行い、利用に向けた準備を進めております。今後につきましても、団体の

皆様と定期的に情報交換の場でご意見をいただきながら、今後の支援策について検討してまい

ります。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 次に、４項目めの子どもや若者の声を直接聞く取組についてですが、

学校においては、教職員が児童・生徒の状況を把握し、日常と様子が違う児童・生徒に声をか

けたり、連絡帳等を使ったりして、児童・生徒の心の変化に気づくようしております。また、

相談ポストを設置し、児童・生徒が悩み事や相談したいことを手紙に書いて投函できるように

しております。 

 さらに、学校に配置されたスクールカウンセラーが児童・生徒の悩み事を聞くこともしてお

りますし、スクールソーシャルワーカーが児童・生徒及び保護者と関係機関とをつなぎ、少し

でも悩みや不安が解消できるように取り組んでおります。 

 令和２年度からは、市長に対する提案箱を各学校に設置し、児童・生徒が直接市長に思いを

伝えることができるようにしております。令和３年度は、市長に対する提案箱に考えや意見を

投函してくれた小・中学生を中心に、オンライン会議で市長と対話をする子ども・学生未来会

議を実施いたしました。 

 若者という視点でいえば、太宰府キャンパスネットワーク会議において、市内大学生と市長

や議会との意見交換会を行っています。特に市長との意見交換は、平成30年にキャンパスフェ

スタの壇上で行ったことをきっかけに、その後もオンラインの併用等、工夫しながら毎年続い

ております。また、市長自らＳＮＳを活用して、常々若者の声を直接聞くこともしておりま

す。 
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 本年度は、学校において児童・生徒が不安や心の悩みがあった場合に、相談先がすぐに分か

るようにするために、児童・生徒全員が使っている児童・生徒用タブレットのデスクトップに

相談窓口一覧を貼り付け、不安や心の悩みの種類に応じた相談先を案内することで、児童・生

徒が相談先をすぐに見つけられるようにしております。 

 次に、５項目めの不登校児童・生徒のためフリースクールについての市の見解と行政の支援

についてですが、本市においては、民間施設、いわゆるフリースクールの活用については、令

和３年度に不登校児童・生徒への支援のためのガイドラインを作成し、フリースクールの活用

及びＩＣＴ等を活用した在宅学習の取扱いをルール化し、フリースクールへの参加あるいは在

宅学習の実施については、適切な手続や学校への報告等を行うことによって学校への出席とし

て扱うなど、学校と連携しながら実施しております。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 次に、６項目めの子どもの権利条例制定についての市の考えを伺う

についてですが、本市では平成６年に人権都市宣言を行い、翌年に太宰府市人権都市宣言に関

する条例を制定いたしました。また、子どもの人権問題についても掲載しております平成22年

策定の太宰府市人権尊重のまちづくり推進基本指針を令和４年12月に改定し、時代に沿った人

権施策の取組を明らかにし、市としての子どもの人権を守る具体的な取組を打ち出していると

ころです。 

 子どもの権利に関する条例につきましては、本年度重点事業として、基本目標、太宰府の底

力総発揮構想の下、条例の制定に向け検討を進めていくこととしておりまして、まずは庁内に

て組織を横断した関係課会議を立ち上げ、条例制定を前提に、専門家や当事者である子どもた

ちの意見をどう取り込んでいくのかなど、具体的な策定手順の検討を始めてまいる予定といた

しております。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ご回答ありがとうございました。 

 まず、１項目めなんですけれども、明確な数字はいただけていません。1.何倍、そういった

数字でございますが、学校ごとの数字となると、序列的なこととか関わり、問題があるかと思

うんですけれども、しかし文部科学省は、不登校児童・生徒の実態を把握することが重要であ

るというふうに述べています。また、住民全体で把握、共有することは、この後触れる地域の

教育に関する問題を把握し、適切な対策を講じるために、私は数値の認識というのは重要かと

思っております。不登校問題に関心を持ち、子どもたちの教育に対する意識も高まり、地域社

会全体で協力し、解決手段を模索することが可能になるんじゃないかと思いますが、数値の明

確化は厳しいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） これまでも議会の中でこの不登校児童・生徒数をお尋ねになられてき
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ておりますが、今まで出しておりません。その大きな理由としましては、やはり不登校児童・

生徒本人の気持ちや保護者の気持ち、こういったところを考えて、具体的な数値を公表してき

ておりません。何より、先ほど議員が学校ごとじゃなければいいんじゃないかというお話もあ

りましたが、この不登校児童・生徒数が学校だけでなくて市や町の序列にもつながるんではな

いか、あるいは、これは全国的な調査においては、国が公表している数値までを公表の対象と

されております。ですので、これまでも公表してきていないという現状でございます。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。ちなみに福岡市は不登校児童・生徒数4,400人

というふうに新聞で掲載されておりました。そこから推測しましたら、福岡市の割合的に

3.6％ぐらいなので、本市は230人前後ぐらいかなというふうに勝手に想像しております。分か

りました。状況は分かりました。ありがとうございます。 

 次の２項目め、子どもの居場所について４点伺う、その１つ目の多様な居場所について増や

す観点から、どのような取組をされているかということです。不登校とかひきこもりの状況に

なる前に、市や学校、地域、そして住人が連携して、居たい、行きたい、やってみたいと思え

る場所、取組を一つでも多くの居場所づくりが、これからは不可欠だと思います。完全に外に

も出られないという状況をつくり出す前に、心のブレーキをかけてあげれるような居場所、受

皿をつくったり、今試みている取組とかイベントを、もっともっと子どもたちにとって興味深

いものに変えたり提案していくことが、大変重要になってくるかなと思います。 

 先ほどちょっと出ております学校と地域が相互にパートナーとして行う事業の一つに、地域

学校協働活動、放課後子ども教室があると思いますが、現状、放課後子ども教室に関して、本

市はどのような活動、そしてどのような反響でしょうか、教えてください。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 太宰府市の放課後子ども教室についてですが、実際実施しているのが今

２校ですね。令和３年度から太宰府西小学校が始まりまして、東小を令和４年度、令和５年度

は今南小も加えて３校で進めているところで考えております。 

 現状といたしましては、地域の教育力を生かした体験活動の在り方や地域コーディネーター

の関わりなどについて取組を行っておりまして、その中で、参加した子どもたちは毎回８割程

度の参加があって、意欲的に活動を行っているというところです。家庭とか地域をつなぐ地域

学校協働活動として、やはり今後も進めていきたいと思っているところです。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） 放課後子ども教室に関してはすごく大反響だということで、とても安心

しました。家に帰っても、仕事で親がいないご家庭の子どもたちが、放課後に専用の施設とか

空き教室を利用していろいろな適切な遊びとか生活の場を提供するということは、やっぱり居

場所としてとても大変な有意義な活動かと思いますし、地域との連携というのもまたすごいな

と思っておりますので、よろしくお願いします。 
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 令和５年３月定例会で、市長の施政方針でも放課後子ども教室の拡充をうたってあります。

先ほどご説明されたように、太宰府西小、東小、そして拡充で南小が行われるということです

けれども、文科省としては、2023年度末までに全ての小学校区１万か所以上実施することを目

標としております。それを受けて、今後全小学校への拡充はどのようになっているんでしょう

か。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 議員さんがおっしゃられるように、全校にということでは考えておりま

すけれども、やはり地域コーディネーターさんとかそこいらの人材もありますので、そこは１

校ずつ学校と協議しながらやっていきたいと思っているところです。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） 小学校ごとに実施、未実施というのも不公平感があります。全校に広げ

ていただけるということで、よろしくお願いします。全小学校区への拡充は、もう本当に居場

所づくりの一つだと思いますので、お願いしたいと思います。 

 参考までにお伝えしますけれども、地域学校協働活動として、他市では例えば中学生対象に

教員とかＯＢとか大学生などの地域住民の協力によって行う学習支援、地域未来塾とか、寄り

添いが必要な子ども、不登校傾向にある子どもへの対応について保護者が学び合う機会づく

り、家庭教育支援活動、そういった活動もあり、地域と密着に活動されている様子がうかがえ

ます。 

 そのほか、もちろん地域の行事、イベント、夏祭り、ボランティア活動などの参画は、地域

学校協働活動としての居場所になっていると思いますが、今お話ししている地域学校協働活動

は、学校を核とした地域づくりだと思います。今度は地域と共にある学校づくりのコミュニケ

ーションスクールも、子どもたちの重要な居場所、役割を担っていると認識しておりますが、

たくさんコミュニティ・スクールに関しても、本市の小・中学校の活動をまとめてあるのを私

は拝見しました。各学校ごとに、地域と共にいろいろな取組がなされていました。その中で、

子どもの居場所づくりとしての内容を備えたコミュニケーションスクールの取組を１つご紹介

していただけないでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） コミュニティ・スクールのことかなと思っております。コミュニケー

ションスクールとおっしゃったので、コミュニティ・スクールだと思うんですけれども、先ほ

ど議員おっしゃったように、地域学校協働活動というのは、学校、地域、どちらが主体になる

かと決まったものではありません。先ほどの放課後子ども教室も、学校が主体というわけでは

なくて、地域の中でやってもらっているものになります。それと、未来塾というのも、恐らく

議員がおっしゃったのも地域が主体になっているものだろうと思っています。 

 今太宰府市の学校で学校が主体となってやっている地域学校協働活動としましては、ある小

学校で米作りをしたりとか、その米を使って、今度は地域が主体になって餅つきをしてくれた
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りとか、そういうこともあっています。あとは、子どもの史跡解説員、国分小学校と水城小学

校がやっていますが、これは地域の方にいろいろと太宰府市のことを教えていただいて、子ど

も自らが解説員になって、市を訪れた人に説明したりとか、そういったのは学校が主体となっ

て、教育課程内の中でやっている地域学校協働活動というふうに考えております。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） すみません、コミュニティ・スクールです、申し訳ありません。 

 今ご説明されたように、例えば地域のゲストティーチャーを呼んで、クラブ活動とかそうい

った活動もされているというふうに紹介してありました。いろいろご紹介してあるんですけれ

ども、こういった活動に関しては、大きなメリットとして言えることというのは、子どもたち

が自分たちの住む地域を好きになるというか、そういうことだと思います。つまりは、希薄し

たコミュニティの中で挨拶がし合えたりとか、地域のお兄さん、お姉さんたち、市民や高齢

者、そういったつながりが強固になることは、子どもたちの心の安心感につながると私は思い

ます。各学校でのそういった取組に関しては、もっともっとブラッシュアップしていただいた

り、そういう機会を拡大していただいたりとかしていただけたらと思います。 

 コミュニティ・スクール、あと学校協働活動、子どもの行きたい、やりたい、いたい、そう

いった実現化をしていただけると思いますので、今後も活動に関しては、先ほど言ったように

ブラッシュアップしていただきたいなと思っております。 

 以上、学校、地域の関係性でのお話をしましたが、こちらのご回答にもありますように、居

場所としては例えばボランティア団体さんの子ども食堂とか、フリースペース、公民館、図書

館、公園、放課後子ども教室、放課後児童クラブ、子ども会、プレパーク、学校以外での学び

の場である学習塾とか習い事、サークル、挙げたら本当に切りがないと思います。 

 ただ、私は、とても大事なことは、こういうことをやっていますよ、ありますよというので

はなく、それぞれの居場所の環境整備とか、そしてその居場所で子どもたちをどのように過ご

させてあげたいかという思いがあるかどうかだと思います。その環境整備、思いを、次の幾つ

かの項目で質問をさせていただきますが、せっかくの居場所も、自力では行きづらい、そもそ

もあること、やっていることの情報がないでは、意味がないと思います。 

 今回、子ども食堂を例に取って挙げてありますので、それを伺いますけれども、今子ども食

堂は６団体から９団体になっていますが、その情報は、市民の方々とか本当につなげたい方へ

どのように周知されていますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） 子ども食堂につきましては、民間ベースで広がってきた社会活動で

ございまして、従来の子どもの貧困対策とか共食の機会の提供としての機能はもちろんです

が、これからは地域と学生の連携、学生の参加など、地域の交流拠点といった役割も期待され

てきておるところでございます。 

 市といたしましては、こうした活動に対しまして、地域ぐるみで協力し、民間の皆様の支援
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をしていくことができるような環境整備が必要であると考えておりますので、保護者や子ども

が居場所情報を入手できるよう、ホームページの拡充ですとかＳＮＳを活用した情報提供、ま

た学校、地域、公民館などとの連携など、まずは居場所の認知度向上に向けて情報発信に努め

てまいりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。ぜひそうしていただきたいと思います。 

 先日の子ども食堂の会議でも、ボランティア団体さんから、おのおのの活動を市民や本当に

つなげたい方に周知させてほしいというご意見があったと思います。この周知に関しては、前

回私、６月の一般質問で幾つか挙げさせていただいたと思います。今回は子ども食堂の質問で

はありませんので割愛しますけれども、せっかくボランティア団体さんが子どもの居場所を提

供されていらっしゃるので、市としてももっともっと広報活動、周知、後押しをしていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

 あと、アクセスの確保については、私は単純に居場所が増えることかなと思います。隣の大

野城市は、子ども食堂44から45の団体の数に比べて、本市は６団体が今年９団体になっており

ます。各小学校、自治会ごとに増えることで、子どもたちが自力で通えるようになると思いま

す。 

 ただ、そのような動きも、２点目のコーディネーターさんの人材の確保、育成する支援が私

はポイントだとこの前も申し上げましたが、そう思っております。今は各団体さんがそれぞれ

に手探りで運営をされています。新しく私たちも子ども食堂を立ち上げたいといっても、生活

支援課にお尋ねする程度で、いろいろな特典、横のつながり、それを全て網羅するような情報

を入手するのは、各団体さん個人では厳しい状況かと思います。前回も触れましたけれども、

隣の大野城市は、今期子ども食堂共働事業として予算が下りております。市とＮＰＯ法人との

共働事業としてコーディネーターさんを配置され、横のつながり、連携強化に努めてありま

す。そういった意味でも、子ども食堂をはじめ、先ほどもおっしゃった学校活動にしても、や

っぱりコーディネーターさんの不足とおっしゃっていましたけれども、コーディネーターさん

は必須ポイントかなと思っております。 

 実は先日、私のＳＮＳを見て、太宰府の企業さんで別事業として阿蘇で農園を経営されてい

る会長さんから連絡をいただきました。ぜひうちの農園の農産物をご支援に使っていただけな

いかというご希望でした。そして、とても私はうれしくて、その話を担当課さんに持っていっ

たところ、直接企業さんと本市の子ども食堂のボランティア団体さんとのやり取りをしてくだ

さいということでした。当然です。それはもう当然のご回答だと思います。 

 担当課がそれを担当を担う必要もないと思いますし、今それをつなぐコーディネーターさん

はいませんので、当然のご回答だと思いますけれども、私は仮に９団体さんそれぞれにコンタ

クトを取って、企業さんもその９団体にそれぞれ説明という、とても非合理的だと思いますの

で、そこで企業と団体、行政と団体、市民と団体、そして新規参入の団体さんへのレクチャ
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ー、立ち上げ全てを担うコーディネーターさんがいたら、スムーズに問題とか課題などを整理

しながらどんどん広がっていくんだと思います。 

 居場所として子ども食堂へのお考えとかやる気は、本当に市のやる気だと思いますけれど

も、正直、子ども食堂さんでどれだけの子どもの方が救われて、子どもの居場所としてあり得

るものなのかというのは、明確な数字がありませんし、本当にこの動き、存在そのものの子ど

も食堂ということ自体に反対の方もいらっしゃいます。 

 ただ、各団体さんのお話を聞くと、みんな実際にこの場所を心のよりどころとして、毎月楽

しみに来ている子どもがいるんですよというお話です。10人、20人救えなくてもいいじゃない

ですか。１人、２人でも居場所として来てくれる子どもがいれば、それが拠点が増えることで

通える子どもも増えます。本来届けたい子どもになかなか届かないという問題も、コーディネ

ーターが中心となって市や地域に働きかけて、少しずつ思いがつながっていくことと思いま

す。 

 子ども食堂の食材保管もすごく尽力していただいています。ありがとうございます。ただ、

やっぱり近隣ではある企業さんが手を挙げて、自分の寮、企業の寮を提供されています。それ

はやはり市全体が自ら、市全体が子ども食堂を応援しているんですよというそういうメッセー

ジがみんなに届いているからだと思います。本市ももう少しでも、その動きに少しでも賛同い

ただけるんであれば、市で全体として応援していますよというメッセージを広めていただい

て、企業、個人、団体の支援もどんどん広がっていくと思います。ひいてはそれが子どもの居

場所づくりの拡充につながると思います。 

 先ほどお話ししたコミュニティ・スクールにしても、地域学校協働事業にしても、地域と学

校をつなぐコーディネーターさんは不可欠です。子ども食堂コーディネーターに関しては、前

回の質問をちょっと幾つかさせていただきましたが、進捗とかは少しあるんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） ありがとうございます。コーディネーターに関するご質問でござい

ますが、先ほど議員からもありましたとおり、子ども食堂情報交換会のメンバーがこのたび９

団体に増えておりまして、まさにこの会議がコーディネーター的な情報交換の役割を果たして

いるものと現在では思っております。それに加えまして、新たに教育委員会からもご参加をい

ただくようになっていまして、だんだんこうした情報網が今広がっておるところでございま

す。 

 そのコーディネーターの件でございますが、こうした居場所の設立、運営等に関する相談に

つきましては、現在市の職員が窓口となって、ボランティア支援センターと連携をして、相

談、情報提供や助言を行っておるところでございます。 

 コーディネーターなどの人材を配置しまして、地域活動をする団体と市が協働で事業を実施

することにつきましては、ご紹介もありましたが、他市の状況などを見ながら調査研究をして

まいりたいと考えております。 
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○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） そしたら、今後は担当課とかボランティアセンターさんとか、そういっ

たところに情報を全部一旦お預けする形で、皆さんにつながるということでよろしいんでしょ

うか。はい、分かりました。ありがとうございます。 

 あと、３項目めの……。 

○議長（門田直樹議員） 馬場議員、マイクに向かってしゃべるか、マイクを少し動かしてくださ

い。 

○２番（馬場礼子議員） 聞こえない。 

○議長（門田直樹議員） 音がちょっと入ってないから。 

○２番（馬場礼子議員） 声がちょっと、すみません、ハスキーで、なかなか。申し訳ありませ

ん。 

 ３の公的支援についてですけれども、聞こえますか、大丈夫でしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 大丈夫です。 

○２番（馬場礼子議員） おのおのの事業や活動をするにおいて、そこには自治体の補助をはじめ

とする公的支援が関わってくると思います。例えば先ほど言った学習塾とか習い事ということ

に関して、福岡市では子ども習い事応援事業として、小学校５年生から中３までの保護者で条

件をクリアした家庭に、子ども１人当たり１か月１万円分の補助があります。学校になじめな

くても、学校の友達の顔ぶれが変わることで通えたりするものです。本市でもそういった応援

事業としての取組というのはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 今議員がおっしゃったような習い事に対する支援というのは、現在本

市のほうでは直接的には行っていない状況です。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） 了解いたしました。 

 あと一つご提案というか、私よりも教育理事とか先生ご経験者がたくさんいらっしゃるの

で、私がお話しすべきことではないと思いますが、今議会でも教育費拡充の意見書が出されて

います。現状、今先生のお一人に30人から40人、十把一からげで、教員の方々がブラックな環

境の下で無理を重ねて過重労働に苦しんでいらっしゃいます。 

 長年教職の仕事をされて、このままではいけないということで早期退職して、ご自分の実体

験を基に教員教育改革を目指して活動なさっている女性の話を聞きました。教員が毎日笑顔で

教鞭を執ることが子どもたちの教育には一番大事、教員が幸せでなければ子どもたちも幸せで

ないという信念の下、そのためには今の過重労働の見直しが必要だということで、国に意見書

とか出して、そういった国レベルではなかなか早急に解決することではないけれども、例えば

2019年中央教育審議会の答申で３つ出されております。１つが、基本的には学校以外が担うべ

き業務、２つ目、学校の業務だけれども、必ずしも教師が担う必要がない業務、３項目め、教
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師の業務だが、負担軽減が可能な業務というふうに３分類されています。 

 何が言いたいかというと、教職員の担う業務を明確にして、業務軽減、それに第三者への業

務委託をすることで負担が減るんじゃないかなと思います。不登校の原因というのが、先生と

の関係性というのが一番大きなウエートを占めていますので、私は先生でも専門家でもないの

で、ここでこういった業務を軽減してくださいとか、したらどうですかというご提案なんてと

ても言えませんけれども、教育理事をはじめもし思い当たるところがあれば、そういう動きと

いうのは可能なんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 昨日も教師の働き方改革の話はさせていただいたんですが、本市でも

平成30年にこの働き方改革指針というものを出しております。当時から、教師が行わなくては

いけない、あるいは教師がする必要がないとか分けて、もう一つ、教師でなくてもできるとい

うことですね、３つ分けて議論がなされておりました。その本市の働き方改革取組指針の中で

も、教員が担う必要はないものというのを明らかにしながら、教職員の勤務時間、その辺の削

減には努めているところです。 

 ただ、なかなか、やはり学校というのは、地域の方、保護者にも手伝ってはもらっています

けれども、なかなか教師の業務というのを減らすと、今度は子どもに負担がかかってしまいま

すので、結局なかなかやめられない部分が出てきています。市としては、不登校対応のサポー

トティーチャーというのを配置したり、あとスクールソーシャルワーカーで今まで担任がして

いた関係機関との連絡を代わりの人がするとか、そういう少しずつ改革のほうは進めていると

ころです。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございました。先ほどお話をしました、私が聞いた学校の教

員の方も、ご自分がそれを担って、いろいろな学校に今働きをかけているとおっしゃっており

ましたので、もし何かのときにはご相談に乗ってください。よろしくお願いします。 

 あと、子ども、若者の声を直接聞く取組についてですけれども、本市では太宰府市子ども家

庭総合支援拠点、約572万円で開設されております。18歳未満の全ての子どもとその家庭及び

妊産婦を対象に、専門的な相談対応、継続的な支援を行うところとして位置づけてあります。

また、専門的知識を持つ相談員が対応しますというようなことですけれども、子どもの声を聞

く取組としてそちらも機能しているんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） この拠点でございますが、子育て支援課で取り組んでおりますもの

は、支援が必要な子どもと申しますか、虐待などで苦しんでいる子どもたちの支援という部分

での取組を行っているわけでございます。加えまして、今年度は子どもの居場所シングルマザ

ー支援事業ということで、本年７月下旬にぎんももひろばということで新規事業として開設を

行ったりするといった活動をしております。 
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 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） 分かりました。これに関しては、まだ私の周りに周知されてない方もい

らっしゃるので、相談機能としてもっともっと活動できればいいなと思いますし、ご回答いた

だいた市長に対する提案箱、それはやはり市長自らにご自分の意見、子どもの意見を発するこ

とができるというのは、とても子どもにとっても有益なことだと思いますので、市長、もっと

もっと反響、そしてこれの反響状況とかそういったものをもっともっと広げていっていただき

たいなと思います。よろしくお願いします。 

 １つまた取組として、令和４年で10年目になる宗像市のハッピークローバーという機関があ

ります。子どもの基本条例を基に、子どもの権利を回復するための機関として設けられていま

す。このハッピークローバーのすごいのが、認知度が全小・中学生で96.9％です。対応として

は、電話、面接、手紙、ファクス、出張面談、オンライン、全て対応しています。広報活動と

しても、校内放送、ＤＶＤの放映、リーフレットを全生徒に１万1,000部配布、名刺サイズの

カードを配布して、名札の裏のポケットに入れて、それが60.9％の子どもが持っているという

ふうに回答しています。ハッピークローバーの通信を年に数回出したりとか、やっぱり周知活

動の徹底ぶりでかなり、96.9％というのは、あるだけじゃ意味がない、より多くの人に周知

し、理解、活用することに意味があるというものにとても匹敵しているんじゃないかなと思い

ます。 

 親や先生、友人に言えない悩みを吐露できる機関があるということは、悩みを払拭すること

は、学校へ向かう意識を前向きにするものなので、子どもの声を聞いて、子どもの視点に立っ

た居場所づくりだとも言えます。こういった取組に関しても、ぜひちょっとのぞいていただけ

たらと思います。 

 あと、不登校児童・生徒のためのフリースクールについてですけれども、本市では不登校児

童・生徒のために教育委員会運営の教育支援センターがあります。実際、教育支援センターと

いうのは、費用が無料だったり、学校への出席とみなされる、不登校対応専任教員ＳＴとかス

クールソーシャルワーカーＳＳＷを配属されて、教育支援センターと連携を取りながらやって

いるという、すごく利点が多いと思います。 

 しかし、どこもそうです。そこにはまる子もいれば、そうでないお子さんもいらっしゃいま

す。令和４年予算においても、この支援推進として約4,640万円を投じていらっしゃって、い

ろいろ試みてあると思いますが、実際不登校支援の効果というのはどうなんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 効果といいますか、実際通学している、支援センターのほうに、つば

さ学級といいますけれども、そちらに通っている児童・生徒はおります。という意味では、効

果は上がっていると考えております。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 
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○２番（馬場礼子議員） 不登校児童・生徒数の大体何割ぐらいが通学されていますか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 割合まではここで今計算することができないんですが、昨年度ですけ

れども、小学生、中学生で17名の利用があったということです。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。ただやっぱり、そこでもやっぱりここに足を向

けられない子どもたちがいるのも事実です。その理由は明らかで、学校復帰という意図の下、

指導されているというのが、根本的に学校色が抜け出せてないという利用者も少なくないので

はないかなと思います。 

 そして、そこで学校外に居場所を求める子どもたちがいるんだと思いますが、ところでちょ

っと質問なんですけれども、誰一人取り残さない学びの保障に向けた不登校事業についてのＣ

ＯＣＯＬＯプランというものを各都道府県教育委員会教育長宛てに通達をしました。そして、

そこに不登校特例校に関して触れていらっしゃいまして、全国300校の設置を目指すという内

容がありますが、この通達を受けて、教育長にちょっとお尋ねします。ＣＯＣＯＬＯプラン、

不登校特例校に関してのご見解はどうでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育長。 

○教育長（井上和信） 不登校特例校は、特色ある教育課程で教育活動ができるために、不登校の

改善や児童・生徒の学習の場、居場所としては有効であることが報告されております。しか

し、在籍している児童・生徒が登校できずに本格的な学習指導に取り組めない現状があり、一

人一人の特性に合わせた指導が必要であると思いますけれども、教員が足りないなどの運営上

の課題も報告されています。不登校特例校の設置のためには、十分な調査研究が必要になって

くるのではないかなというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） 2025年春に今度、福岡市早良区で九州で２校目、不登校特例校ができる

予定です。ネーミングも学びの多様化学校ということで、８月30日に変更するというふうに発

表されていました。そして、重要なことが、運営に支援実績のあるＮＰＯ、フリースクールの

民間施設との連携を通しての体制構築というのが書いてありました。 

 今、フリースクールというワードが出ましたので少し触れますけれども、フリースクールは

民間の居場所として今どんどんどんどん広がっていると思います。教育機会確保法では、学校

に登校するという意味のみを目標にするのではなく、社会的に自立することを目指す必要があ

る、多様な教育機会の確保としてこういった教育支援センター、特例校、フリースクールなど

があって、それを活用して自立をしていってくださいということですけれども、そこでもやっ

ぱりフリースクールなどの民間施設とかＮＰＯと積極的に連携して、相互に協力、補完的な意

義が大きいとされています。 
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 ただ、国もフリースクールの必要性とか重要性というのは認識しているにもかかわらず、そ

して教育委員会のお立場で、なかなかちょっとフリースクールに関して発言しづらいと思いま

すけれども、フリースクール自体、明確な定義がなく、そして法的な根拠がないという存在

で、公立小・中は無償の義務教育に対して、フリースクールの費用は月額、平均ですけれども

3.3万円かかると言われているのが、一切国の補助はありません。ただし、地方自治体によっ

ては、地方の実情に応じて補助金制度を条例で定めることができるということです。 

 例えばその一例を挙げますと、福岡県フリースクール支援事業補助金というのがあって、こ

れはフリースクールの家庭への金銭援助ではなくて、フリースクール運営への補助金です。ま

た、佐賀県杵島郡江北町では、民間フリースクールやそういったところに、今度は家庭への直

接支援として、入学準備金を２万円とか、通所通信費を月４万円上限に助成をしています。予

算が140万円という規模が小さいからできたんだと思いますが、ただ言いたいことは、各自治

体の裁量ということです。フリースクール、その助成金というのは、今は何ておかしなことを

言っているんだというふうに、そういう段階かもしれません。フリースクールだとか、援助を

どうのこうのというのは、まだまず一般化されてないかと思いますけれども、地方の実情に応

じてフリースクールの補助金制度を条例で定めるところもあるので、本市は今後、フリースク

ールの利用者に対しての補助という形を検討してもらえないかなと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 議員がおっしゃったように、現在太宰府市としては、フリースクール

に通う児童・生徒への支援、これをもちろんしておりません。それと、フリースクールを太宰

府市につくりたいという声があるというのも、私、聞いたこともあるんですが、なかなか自分

でつくれないという声も聞いています。だから、フリースクールを立ち上げたいけれども、そ

ちらへの支援というのも現在のところはできていない状況があります。 

 ただ、議員が先ほどおっしゃった県の支援があるんですね。福岡県フリースクール支援事業

補助金、こちらはございます。残念ながら本年度の締切りはもう終わっていますが、来年度は

またこれもあるんですね。 

 ですので、もし太宰府市でフリースクールを立ち上げたいという方がいらっしゃれば、この

補助金がありますよというお知らせはできるんですけれども、今すぐ市としてフリースクール

に対する支援をするということは、ちょっと今のところは難しいかなと考えております。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ぜひご検討の余地があればよろしくお願いいたします。 

 最後、子どもの権利条例に関してですけれども、ちょっとご回答で前向きに今もう取り組ん

であるというのを見まして、今までいろいろな議員さんたちがこの子ども権利条例については

ご発言されたりご要望なさっている成果かなと思います。私がだから今ここで言うことではな

いかなと思います。 



－189－ 

 ただ、やはり子どもの権利条例というのが、そういう子どもの権利条例を骨子として、いろ

いろな各自治体が施策を打ち出しているというところもあります。先ほどのハッピークローバ

ーにしてもそうです。なので、ぜひ楽しみにしていますし、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 先ほどの宗像市の子どもたちですね、85.3％が子どもは権利を持っているということを周知

しています。最後に全部ちょっと総括して、市長にお尋ねをさせていただきます。 

 本当、申し訳ない、今まで取り留めもなく、財源もめちゃくちゃあるわけじゃないのに、こ

うしてくださいというご意見、ご要望をお話ししましたけれども、本市の不登校児童・生徒の

現状と対策、そしてこれからの時代、いろいろな学校の形があっていいと私は思っています。

フリースクール、またその支援、そして子どもの権利条例制定に関してのご意見をよろしくお

願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） もう馬場議員から様々ご指摘いただきましたし、これまでも累次にわたり各

議員からもご指摘をいただいてまいりまして、そして私自身も自分自身の信念といいますか経

験にも基づきまして、私も今まで振り返りますと、どこでいつ学校に行けなくなっていたか、

学校に行きたくないと思っていた者の一人ですから、私も、決して楽しかったわけではありま

せんでした。ですので、と言われると怒られるかもしれないんですけれども、ですのでそうい

う意味では、むしろ浪人とかそういうちょっと学校からずれたときが、一番充実していたり楽

しかったという人生だったものですから、そういう意味では子どもたちも、例えば就職氷河期

の話とかひきこもりの話とかも最近職員の中で研修なんかも行いましたが、やっぱり今の子ど

も、昔の我々の時代とも全く変わっておりますし、どのような形で、もともとを考えると、や

っぱり学校に全て６年間なり３年間なり、必ずそこでずっと閉じ込めておくということだけが

社会にとって正しいのかというと、違うと。いろいろな生き方が当然あるでしょうし、そうい

う中でどういう生き方の中でも、皆さんが意欲を持って子どもたちが伸びていく中で、新たな

気づきなり才能なり、道が切り開けていくんじゃないかと。 

 そういう思いで、我々としましても、恐らくいろいろ大野城さんとか宗像さんの話もされま

したが、太宰府市、かなりおかげさまで最近報道で取り上げられるケースも増えてきました

し、大学と連携したキャンパス・スマイルとか、今回のぎんももひろばであるとか、様々な新

しい居場所づくりは、これまでのつばさ学級とかも含めてかなり充実してきたほうではないか

と。先ほど来申していますように、子どもたちの様々な声を聞いてきた自治体の一つではない

かという自負もありますので、そういうことが住みよさにつながっているところもあると思い

ますので、そういうことも含めて、子どもの権利条例も今まではなかったですけれども、率先

してやってきたという自負もありますので、それを形にしていくということも１つ大事なこと

ではあると思いますから、今関係各所といろいろ連携をしながら議論を進めているところです

ので、今後も意見をいただきながらやっていきたいと思っています。 
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○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。財源には限りがあるので、重々承知しています

けれども、子どもというのは社会の宝物でありますし、ひいてはこれからの将来の日本を担っ

ていく一人一人ですから、不登校がきっかけで将来を絶たれたり、最終的には例えば生活保護

とかそういう支援を受けるてんまつになるのに比べると、今まさに教育予算とか少しでも捻出

して取り組んでいただきたいなというのがあります。 

 それと、ちょっと時間がないんですけれども、最後に１つどうしても付け加えたいのがある

んですけれども、見守りをしてくださっている方からのご要望です。小１のお子さんがランド

セルが重くて登校を嫌がっているということです。幼稚園、保育園上がりの小１の子どもにと

って、毎日が耐久レースだと。以前、私もＳＮＳに投稿しましたけれども、ランドセル症候

群、９割の子どもが重い、その平均の重さが4.28㎏。そして、3.5人に１人が通学時に肩が痛

い、首が回らないと言っています。そういうきっかけで学校に行きたくない。現にその子もラ

ンドセルを路上に放置して、登校しなかったとのことです。 

 福岡の孫の小学校は、家で使わない教科書、タブレットは持ち帰らなくていいということに

なって、すごく今、楽そうにしていますけれども、ぜひ太宰府でも改善をお願いしたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 馬場議員、あと一分少々ですので、ご留意ください。 

 教育部理事。 

○教育部理事（八尋純次） 荷物については、今学校に置いて帰っていいという指導もしておりま

すので、私も今議員がおっしゃったのはどの学校かがちょっと把握できてなくて申し訳ないん

ですが、基本的には以前のように全てを持ち帰らせるという指導は今のところしていない状況

があります。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員。 

○２番（馬場礼子議員） ありがとうございます。ちょっと私のところに入った情報がそれだった

ので、お伺いしましたので、全学校にもしよかったら徹底をしていただきたいなと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（門田直樹議員） ２番馬場礼子議員の一般質問は終わりました。 

 ここで14時44分まで休憩します。 

休憩 午後２時34分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

再開 午後２時44分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 11番笠利毅議員の一般質問を許可します。 

〔11番 笠利毅議員 登壇〕 
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○１１番（笠利 毅議員） ただいま議長より許可をいただきましたので、一般質問させていただ

きます。 

 ４件あります。 

 １件目、生活のための交通手段の確保について。 

 2022年６月に、多様化する高齢者の生活ニーズに応えてほしいという趣旨で、タクシー代の

補助の可能性について質問しています。そのときの回答は、近隣の状況も参考に調査研究する

というものでした。 

 その後、昨年の西鉄バス宇美線、この夏の同じく星ヶ丘線と、路線バス維持の困難な状況を

思い知らされる出来事が続いています。沿線住民にとっては、それは寝耳に水と言っていいほ

ど急に起きかねないということも分かりました。 

 一方、コロナ期に滞っていた地域公共交通計画の議論が活性化しており、貴重な指摘もなさ

れています。あらゆる交通モードの総動員、きめ細かなニーズの把握の重要性などです。 

 市内の公共交通というと、まほろば号というのがまず思い浮かびますが、その持続可能性に

市が危機感を抱いているのは、今月広報の特集からも明らかで、その危機感を踏まえた上での

ニーズの把握や対策は喫緊の課題です。高齢者だけの問題ではなく、障がいのある方にとって

の明日の我が身のあなたの問題でもあります。 

 市内公共交通の維持は、タクシーなど既存の交通手段の活用も視野に入れて考えるべきこと

と思われ、改めてタクシー利用の補助を訴えます。市の見解を伺います。 

 ２件目、歴史スポーツ公園について。 

 歴史スポーツ公園に関しては、公園の台帳整備のこと、利用状況のこと、寄附された倉庫の

ことなど議会でも幾度か不可解な点が指摘されてきました。全て問題の先送り状況ではないか

と考えていますが、先送りは矛盾を深めるだけのではないかとおそれます。 

 最近になって、公園台帳整備のこと及び指定管理者が有料施設の予約時間以外の時間帯に施

設対応していることについて、県庁から進言がなされたと耳にしました。どのような内容で、

どのような形式で行われた進言なのか、またその指摘に対してはどのように対応するのか伺い

ます。 

 ３件目、正確には子ども条例と書くべきでしたけれども、子どもの権利条例制定を求める署

名について。 

 ６月の一般質問で、市民からの署名等による提言に対してどう対応するかと尋ねました。内

容に応じて適時適切に対応するとの副市長の回答でした。私からは、組織的な検討を行い、提

案者や市民も交えて議論を進めるなど手順、手はずを示し、公の議論とすることで、市民の熱

意に応えてほしいと述べました。すると、市長自ら、まずは提案された市民の気持ちに敏感で

ありたい。また、子どもや学生からの提案にしっかり予算をつけてやっていくということもし

てみたいと補足されています。 

 現状では、さきの内容に応じという部分で、市長の意向が影響することになるでしょう。私
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としては、自分の経験から、それは６月に述べましたが、それをもう少し客観化、制度化する

ことを念頭に置いて行ったのが６月の質問でした。 

 さて、この８月に、子どもの権利条例ですが、これが正確には子ども条例の制定を求める署

名が、副市長を通じ市長の元に届けられたと聞きました。安心して生きる権利、自分らしく生

きる権利、豊かに育つ権利、意見を表明する権利、これらをうたう子どもの権利条例は、６月

に市長が補足された内容や、シングルマザーの支援を具体的に打ち出した太宰府市の方向性と

もとても親和的な提言です。署名活動が行われたということで、内容が秘すべきものでないこ

とも既に明らかです。内容に応じて次のステップに進む条件はクリアしているように思いま

す。市民との協働を可視化するよいチャンスでしょう。まずは、署名の提出者にどう回答して

いくつもりかを伺います。 

 ４件目、自衛隊への個人情報提供について。 

 太宰府市は、今年度も18歳もしくは22歳となる市民の住所、氏名、年齢、性別を自衛隊に提

供しました。この件に関しては、国の法令解釈や事務執行が矛盾だらけと言うほかなく、私の

見解ですが、にもかかわらず、唯々諾々とそれに従う自治体の姿勢は、地方自治の精神の対極

にあると言わざるを得ません。 

 １つだけ資料に基づいて例を挙げます。普通、閲覧と提供は意味が異なりますが、これは令

和３年度のことなんですが、防衛省は閲覧の名目で提供を求めています。大人のすることとは

思えません。そんなことが、18歳の青年を念頭に言いますが、まさにこれから成人になろうと

する若者を対象として行われています。君たちは一人前だと言ってあげるべきときに行われて

います。日本の未来を担うという言い方は先ほど馬場議員もされたように思いますが、日本の

未来を担う若者を愚弄しています。あまりにも軽んじています。個人の軽視は社会の退廃につ

ながると危惧しています。 

 市が若者に敬意を持って臨んだのか、２点確かめたいと思います。 

 １つ目、ホームページ等で個人情報提供のお知らせが行われました。が、それは17歳の若者

であれば、誰でもストレートに十分に理解できるように心がけた内容であったのか、伺いま

す。 

 また、自分を特定するに足る情報が知らぬ間に第三者に渡されるのと、理解した上で渡され

るのと、どちらのほうが市民にとっては望ましいと考えるか、市の見解を伺います。 

 以上です。再質問は議員発言席で行わせていただきます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（柴田義則） １件目の生活のための交通手段の確保についてご回答いたします。 

 地域公共交通は、地域の暮らしと産業を支え、豊かで暮らしやすい地域づくりや、個性、活

力のある地域の振興を図り、さらには観光分野においても欠かせない移動手段であります。 

 本市では、今後予想される人口減少の本格化や高齢者の運転免許の返納増加、運転手不足の
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深刻化など、公共交通の維持、確保は容易ではないものと認識し、早期に地域公共交通計画や

総合交通計画の策定に着手しておりましたが、予期せぬコロナ禍により中断を余儀なくされ、

昨年度、課題解決に向け議論を再開したところであります。 

 国、県、公安委員会、交通事業者、自治会の代表者、観光関係者、識見を有する方々などで

構成しております太宰府市地域公共交通活性化協議会は、昨年度と今年度で複数回開催してお

り、今年度の地域公共交通計画策定に向け、議論、検討を重ねておりますので、タクシーの活

用など具体的な交通施策につきましても、総合的な施策体系の中で検討してまいりたいと考え

ております。 

 なお、タクシー利用の補助につきましては、心身に重度の障がいのある人の社会活動の範囲

を広げ、日常生活の利便を図ることを目的に、タクシー利用料金の一部、初乗り運賃を助成し

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） ご回答ありがとうございます。地域公共交通活性化協議会の記録は、

私も読ませていただきまして、そこでも言いましたけれども、なかなか興味深いものであった

と思います。 

 そこで、ご回答についてまずちょっと質問ですけれども、末尾のほうで、タクシーの活用な

ど具体的な交通施策については総合的な施策体系の中で検討してまいりたいということでした

けれども、この場合、総合的な施策体系というのは、この計画のほかにも立地適正化計画とか

総合交通、ちょっと正確な名前は忘れましたけれども、それらを含めて総合的な交通政策体系

の中で考えるというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（柴田義則） ほかにも今回、地域公共交通計画とはちょっと違いますが、総合交

通計画というのがございまして、もちろんそれとも関連はございますが、地域公共交通計画の

中で、一応今のところ基本方針として、誰もが使いやすい公共交通の構築、そして持続可能な

公共交通の構築ということで、今それぞれ案でございますが、目標、またそれに対する成果指

標とか、あと施策等を今検討しております。この中で、国のほうも考え方としては、まずは既

存のエリア地域の輸送資源を最大限活用しながら、この計画策定といいますか、この目標をと

いうことでうたわれておりますので、そういう方向性で協議会の中で今議論を行っているとこ

ろでございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） ということは、少なくとも取りあえずはこの計画の範疇で考慮してい

くことが可能であろうという意味だと理解しましたけれども、最後の部分で、心身に重度の障

がいのある人の社会活動の範囲を広げということでしたけれども、これは社会活動の範囲を広

げることに大切さを置いてのことだと思うんですが、ということは、社会活動に困難を覚える
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ことが、交通環境の事情で困難を抱えているという人があった場合には、同じような施策を取

る可能性は否定はできないというふうに取りあえず考えておいてもよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（柴田義則） 地域公共交通のまず計画でございますが、まずは地域にとって望ま

しい公共交通の在り方といいますか、サービスも含めたところでの在り方を示すマスタープラ

ンという位置づけになりますので、その先の細かな例えば施策につきましては、先ほど申しま

したように、今既存の福祉の部門で対応しているような施策とも組み合わせながらということ

にはなるのかというふうに考えております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 昨日来、様々な質問の中で、市民のニーズを調査するということが、

長谷川議員が交通に関しても言われていたかと思います。そのほか障がい者、高齢者の方々に

ついて、あるいは一般には市民意識調査のことで出てきたかと思いますけれども、この活性化

協議会の中で、繰り返しと言っていいぐらいだと思うんですけれども、細かい具体的なニーズ

をしっかり把握することが、これからの交通政策というか、公共交通を形成していく上ではと

ても大事だということが言われていたかと思うんですが、そのときに事務局説明で、策定まで

は市民参画という観点でいうと、パブリック・コメントは予定しているということでしたけれ

ども、細かい実情を把握する、地区単位とか校区単位という以上に、もう町に入り込んでの調

査のようなイメージになるかと思いますけれども、それはやるとすれば策定後になるというふ

うに考えておいてよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（柴田義則） いろいろそういう意見といいますか状況、ニーズをつかむ方法は

様々あろうかと思いますが、今現状におきましては、パブリック・コメントは今、今後の見込

みの中ではちょっと検討しているところでございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 細かい実質的なニーズを探るというのは、交通のことだけではなく

て、地域共生社会をつくるというような観点からいっても、大切な手法になってくるかと思う

ので、ぜひそれは念頭に置いた上で計画策定、その先に向けて仕事をしてほしいなと思いま

す。 

 １つだけ紹介しておきますが、近隣ではありませんけれども、埼玉県和光市というところが

やはり交通計画をつくり直す、交通体系をと言ったほうがいいのかな、中で、限定的な形でで

はありますけれども、タクシーの補助、たしかバス停より300ｍ離れたところにいる人という

ような限定で、そこには郵送でタクシー利用券を送付するというような試みもしていると聞い

ています。交通が厳しくなることは分かっているだけに、細かなニーズに適応するという点で

は、そうした事例も参考に研究を進めていただければなと思います。 

 １件目はこれで。 
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○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（柴田義則） ２件目の歴史スポーツ公園についてご回答いたします。 

 歴史スポーツ公園につきましては、県民の方から歴史スポーツ公園について相談を受けた福

岡県公園街路課の担当から、次の２点について連絡を受けております。 

 まず、１点目の歴史スポーツ公園の運動施設の面積を示すことにつきましては、公園台帳を

より正確なものにすべきと公園街路課の担当からアドバイスを受けております。本市も既に公

園台帳の整備の準備を進めていたところであり、できるだけ早く整えるよう取り組んでまいり

ます。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 次に、２点目の有料施設の対応についてですが、こちらにつきまして

も、福岡県公園街路課の担当から連絡を受け、仮に適正に予約管理が行われていないならば、

適正化に努めるようアドバイスを受けました。 

 当方といたしましては、これまでも指定管理者を通じ適正に予約管理を行ってきたところで

ありますし、今後につきましても、多目的広場の適正な利用に努めてまいりたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） この質問は、進言の内容と、どのように伝えられたかということと、

それに対してどう対応するかと、この３点きちんと答えていてくだされば、基本的にはよしと

いうことなんですけれども、その上でちょっとお尋ねしますけれども、まず公園台帳整備のほ

うなんですが、私、実際連絡を取られた方のやり取りなどをちょっと拝見させていただいたこ

とがあるんですけれども、そこでは公園台帳の開示に応じられない状況というのが基本的には

よろしくないのではないかということを県が言われていたかと思いますけれども、公園台帳の

整備の準備を進めていたところだということで、準備が終われば開示できるということなんだ

と思いますが、できるだけ早くということでしたけれども、いつ頃までにというようなめどは

持って動いているのかということをまず。 

○議長（門田直樹議員） 都市整備部長。 

○都市整備部長（柴田義則） 昨年度から公園台帳の整備といいますか、中身を点検して、これま

でのいろいろな資料も含めて今精査を行っているところでございます。できるだけ、現状にお

きましては、今回の県からのアドバイスも含めまして、できるだけ早くというところで作業を

進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 私は専門家ではないので、どれぐらい時間がかかるかということはち

ょっと私からは言えないんですが、ただ古い施設であることを思えば、一刻の猶予もないとい

うことではあろうかと思います。 

 といいますのも、この件は倉庫のことを以前私も一般質問で取り上げたときに、こんなこと

ではフェアなことができないということを言っていますが、客観的な情報の整理は、行政の公
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平さを保つ基本前提だと思いますので、そのつもりで早急に整えていただきたいと、これは申

し上げておきます。 

 有料施設の利用のことで、これは多目的広場のことだということは、形式上はここで初めて

知ったことになるんですけれども、伝えられた内容は分かりました。市の対応としては、これ

までも指定管理者を通じ適正に予約管理を行ってきたところなのでということですけれども、

ということは、格段今後対応する必要はないという認識でしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 先ほど申しましたのをちょっと補足させていただきます。 

 歴史スポーツ公園は管理人がおりまして、指定管理者の方に聞き取りを今回改めて行いまし

て、予約時間以外の使用はなかったということでの確認はしている中で、１点だけちょっとあ

りますのが、議員さんも行かれてお分かりになるかと思いますが、多目的広場のほうに掲示板

をしております。今日使われる団体さんの名前とかを書いているかと思うんですけれども、ち

ょっと調べましたら、修正が、要はネット上の修正がありまして、それを書き換えるための時

間差といいますか、そういうのがあったのをそういうふうに捉えられているんじゃないかとい

うことで、私どもが調べる限りはもうそこまでしか分かりませんけれども、一応そういうこと

で、今後はこのようなことがないように、時間差がなるべくないような手続をもう少し考えて

いこうということで、指定管理のほうには話しているということです。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 多くの時間があるわけではないので、一言だけ申し上げておきます

が、恐らくは、私、質問の文章の中では、施設対応が時間外にというような書き方で、必ずし

も予約管理だけの話ではないのではというつもりで言葉を選んだんですけれども、予約されて

いる時間外に、これは以前にも議会で出てきたことがあろうかと思いますけれども、鍵の対応

であるとか、施錠を解くとかといったようなことも含めて、単なる予約管理ではなくて、実態

として使えるような対応というようなことが含意されたように思いますので、そこは県では確

かめようのないことでしょうから、市としてちょっとしっかり見直しをしていただきたいと思

います。 

 この質問についてはほかにも言いたいことはあるのですけれども、最初に内容と形式と対応

を答えていただければよしとしたというのは、私自身は一切そのことを質問の中で言わなかっ

たので、市が自らの口でこういう問題があって、これにはこうすると言ったという形にさせよ

うと思った質問ですので、責任を持って、時を置かずに対応を進めていただきたいと思いま

す。 

 その上で、みんなが納得する公園づくりに、公園のことは施政方針の中でも言われていまし

たので、新しい在り方を模索すると。ぜひその基礎準備を今年度中にはできるというぐらいの

つもりでやっていただかないと、施政方針に申し訳がないかと思いますので、頑張ってくださ

い。 
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 ２件目はこれで終わります。 

○議長（門田直樹議員） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（川谷 豊） ３件目の子どもの権利条例制定を求める署名についてご回答いたし

ます。 

 本市では、平成６年に人権都市宣言を行い、翌年に太宰府市人権都市宣言に関する条例を制

定しました。また、子どもの人権問題についても掲載しております平成22年策定の太宰府市人

権尊重のまちづくり推進基本指針を令和４年12月に改定し、時代に沿った人権施策の取組を明

らかにし、市としての子どもの人権を守る具体的な取組を打ち出しているところです。 

 子どもの権利に関する条例につきましては、本年度重点事業として、基本目標、太宰府の底

力総発揮構想の下、条例の制定に向け検討を進めていくこととしておりまして、まずは庁内の

組織を横断した関係課会議を立ち上げ、条例制定を前提に、専門家や当事者である子どもたち

の意見をどう取り込んでいくかなど、具体的な策定手順の検討を始めてまいる予定としており

ます。 

 また、このような市民の皆様からの要望につきましては、可能な限り誠実に対応してまいり

ます。 

 以上でございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） ご回答ありがとうございます。先ほど馬場議員が質問してくださった

ので、あらかたのことは分かっているので省略できてうれしいんですけれども、省略すること

ができないところがありまして、最後、誠実に対応してまいりますということでしたけれど

も、条例制定を前提に動くということは、もう明言されているのでいいのですが、今回私が前

回に続き取り上げたのは、実際に署名を出された方がいるというのがあるので、市が誠実に動

くというのは、内容的には誠心誠意やるというふうな回答であったと理解していいと思うんで

すけれども、形の問題ですが、ちょうど市のこのタイミングで町なかからも声を出してくださ

った方に私は返事をすべきだと思うんですが、どのような回答をいつ頃ならできそうかという

ようなことを、まずは、これは市長からになりますかね、お願いします。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 正式に何かルール化を図ったわけではないんですけれども、ちょっと今回改

めて、署名を受けたことをどのように管理といいますか、決裁といいますか、そういうことを

どのような形で受け付けた形にするかということからまた改めてちょっと話したところです。

今までは実は署名簿にそのまま決裁マークをつけて押すような形だったんで、いただいたもの

に直接押すというのも失礼な話かなと私も思っていたものですから、そういうことをまず表書

きを作って、まずは受け取ったという形にすることから始めています。 

 そうした中で、やはりどのような形で答えていくかということなり、進めていくかというこ

とは、事案にもよって異なってくると思いますが、いずれにしましても、やはり前回の議会で
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も申しましたけれども、わざわざそのような形で署名をお集めいただいて、そうした思いを持

って市民の方から、これはお一人であろうが複数であろうが私は変わらないと思っているんで

すけれども、そうした方々にどのような手続でお答えをし、最終的に結論といいますか、形に

していくか、これは非常に重要なこと、大事な手続だと思っていますので、進捗も見ながら、

どのような形でしていきたいかを誠実に考えていきたいと思っております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） ということであれば、実質的な今後どうしていくということは、今回

こういう形で返事をいただいたようなことにはなろうかと思いますが、もう一つだけちょっ

と、１つだけかな、伺いますけれども、具体的な策定手順の検討を始める予定だということで

すけれども、今年度の基本構想から考えていたというように馬場議員に対する回答であったか

と思うので、年度内で、策定手順の検討までは少なくとも年度内には終わるのかなという気が

するのですが、そのようなペースで、今何と言われましたっけね、庁内の組織を横断した関係

会議などが立ち上がり、いついつまでにここまではというような話にはなっているのでしょう

か。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 実は、数年前からビジョン会議の中で委員の方がかなり提案を真摯にされて

おられまして、そうした中でやはり重要な観点だということは常々我々も共有をしてきており

ました。そうした中で、まずは条例も大事なんですけれども、子どもの立場でいろいろな居場

所づくりなりそうしたこと、まずは実際のそうした場づくりをしていこうということにまずは

重きを置いてやってきたところなんですけれども、そうした署名なり議会での度々の提案の中

で、やはりそうしたものを形にすることも重要だということを改めて思っているところであり

ますので、形づくりは年度内に十分できると思いますし、ただ実際に条例がどういう段階で皆

様にお示しできるか、その前にどのような形でご意見を聞いていくかなども大切な視点だと思

いますから、そうしたことも、ほかの様々な課題もありますので、そうしたことも全体的に見

ながら進めていきたいと思っています。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） まずは実行からというお話だったので、その後、条例をつくるという

ことは、形にしておいたものをきっちりと後に残していくという意味合いを持つかと思うの

で、であるならば、庁内では既に話合いが始まっているということですが、町なかの理解とい

うのがやっぱり大切になろうかと思いますので、子どもの意見をどのように取り組むかという

ようなことも含めて考えているというお話は先ほどもありましたけれども、やはり、これは以

前もここで言ったことがあるような気がしますけれども、子どもの権利は大人に責務を生むと

いう考え方があるようですので、大人の理解も深めることが不可欠かと思います。でないと予

算がつきませんから、そういう視野でやっていただきたいと思います。 

 今ここで部長や市長が言われた内容というのは、公式なことではなくても、こういう心積も
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りだよということと、年内に体制をというか、手順というか、までは何とかなるということも

言われていましたので、そこはぜひ署名をされた方に早めに伝えていただければ、彼ら彼女ら

もそれを受けての動きということができるというふうになろうかと思いますので、そこはぜひ

よろしくお願いしたいと思います。 

 そうですね、幸いにして筑紫女学園大学の学生さんたちなど、市内には積極的に力になって

くださる方々もたくさんいるので、ぜひ町なかのみんなの財産にできるような条例づくりに進

んでほしいと思います。 

 ３件目はこれで終わります。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） ４件目の自衛隊への個人情報提供についてご回答いたします。 

 まず、ホームページ等で個人情報提供のお知らせが行われましたが、それは17歳の若者であ

れば誰でもストレートに十分に理解できるように心がけた内容であったのかについてですが、

市のホームページにおいて、当初は５月22日に、５月23日から６月14日まで除外申請の受付を

行う旨、公表いたしましたが、より多くの市民の皆様に周知できるよう、７月28日までに受付

期間を延長し、広報「だざいふ」７月号等での周知も行ったところです。 

 なお除外申請に当たりましては、対象者本人のみならず、法定代理人または法定代理人以外

の代理人からの申請の受付も可能といたしたところです。 

 実際に申請があった方の内訳といたしましては、18歳になる方８名、うち代理人からの届出

８名、22歳になる方６名、うち代理人からの届出１名、合計14名となっております。 

 これらの結果も踏まえ、17歳の若者であれば誰でもストレートに十分に理解できるように心

がけた内容であったのかのご質問についてですが、理解しにくい等のご指摘については真摯に

受け止め、市からのお知らせをする際には、市民の皆様のご意見を参照し、伝わりやすいよう

に工夫してまいります。 

 次に、自分を特定するに足る情報が知らぬ間に第三者に渡されるのと、理解した上で渡され

るのと、どちらのほうが市民にとって望ましいかのご質問についてですが、国または地方公共

団体の機関からの住民基本台帳の閲覧は、事後でありますが、年に１回の閲覧記録の公表が法

的に求められているため、当市も毎年公示を行っており、今年度からはホームページでの公表

もいたしております。 

 今回除外申請制度を設けたことで、市民の皆様のご理解をよりいただくとともに、提供を希

望されない方への可能な限りの配慮を行った次第です。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） そこの前の発言席できつい表現を用いましたが、これは市に対する注

文と、国のやり方に対する激烈な怒りとあるので、それを両方入れていますので、激烈な部分

はどちらかというと国に向けられたものだと思って聞いていただければいいかなと思います。 

 言いたいことはもう幾らでもあるので、ごくごく限ったことしか聞きませんけれども、まず



－200－ 

回答に対して感想を一言だけ言っておきます。まず、１点目の質問として書いたストレートに

理解できるのかというのは、これは伝え方の工夫ではなくて、内容が文句なしのものなのかと

いう意味です。選挙権を持つ年齢の人に読んでもらうので、ごまかしがあってはならないとい

う意味合いの質問ですので、それについては後で述べます。 

 ２つ目の質問は、では、要するに読み手が１つ目の質問で想定しているはずで、若者です

ね。彼らを一人前として扱うのかということですね。これから大人になる彼らに、自分の判断

で自分の情報を伝えるのがいいというのか、それとも知らぬ間に行くのがいいのかという質問

です。これはわざと子どもの権利条例の後に置いた質問でして、子どもの権利をしっかり身に

つけて18歳を迎えた子どもに対して、私だったらこんなことはしないというつもりで、これを

後に置いています。 

 それだけ述べた上で、ホームページやＳＮＳということで、取りやすいのでホームページの

文章を持ってきているので、ちょっと質問しますね。その伝えた内容についてです。自衛官等

募集事務に係る対象者情報の提供についてと、これですけれども、まず最初の一文だけ私が読

みます。自衛隊は、地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担

っており、自衛官の募集に当たっては、太宰府市も法定受託事務として協力を行っています。

これは、昨日神武議員に対する市長の回答を、前半部分、自衛隊は云々というところはなぞっ

ているような内容になっていますけれども、まず末尾の太宰府市のことで、太宰府市も協力を

行っていますということですが、この協力とは、対象者情報を提供しているということを指し

て協力だと書いているのでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 私もちょっと改めて今回、６月議会からもですけれども、担当なり自分なり

に調べていますけれども、要はこの協力は、名簿のもちろん今回の提供もそうですけれども、

例えば看板の設置であるとか、そういう募集のパンフレットの配架であるとか、そういうのも

含めて協力ということで捉えております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 法定受託事務として協力を行っているということなので、それらの協

力は全て法定受託事務として行っているという文章だと理解してよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 市長がご答弁申し上げました内容は、法定受託事務として行ってい

る内容でございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 情報提供についてもそうだということですね。 

 では、17歳になったつもりでこれも持ってきたんですけれども、法定受託事務、この中にも

説明があります。高校生向けの用語集ですね、現代社会の。ちゃんと地方分権一括法の後の内

容になっています、古本ですけれども。ちょっと説明に不満があるんですけれども、それは置
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いといて、法定受託事務と、恐らく高校生は調べますね、自分のことだと思えば。法定受託事

務とは何かということをまず説明していただきたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 国が果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処

理を特に確保する必要があるものとして、法律またはこれに基づく制令に特に定めるものと認

識いたしております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） たしか今のは地方自治法の表現ですかね。総務省が法定受託事務を説

明しているものが、検索すると大抵真っ先にかかってくるものがあるんですけれども、その中

に幾つか今のに加え、それの解釈だということになろうかと思いますけれども、必ず事務処理

が義務づけられると、法令によって、という内容が書いてあるはず。法令のことは今髙原部長

が言われましたけれども、必ず事務処理が義務づけられると。これは義務づけられるのは誰か

ということをまず教えていただきたいと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 国からの義務づけということになろうかと思います。 

（「誰に」と呼ぶ者あり） 

○市民生活部長（髙原寿子） 地方自治体ということです。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 先ほど部長の説明にありましたように、国としての事務なので、言っ

てみれば統一的な扱いが求められると。ということは、自治体によって差があることが法定受

託事務で行われてはおかしいのではないかと思うのですが、これ、地方自治法の基本中の基本

の事柄なので、市長以外の方に答えていただければ。というのは、自治体が義務づけられると

いうことは、法律上は市長がということになって、市長は当事者ですので、事務方のどなたか

自信を持って答えられる方に、法定受託事務がまちによって取扱いが異なることがあり得るの

か、説明していただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 戸籍事務であったりとか国民年金事務であったりとか、自治体によ

って違いがあってはおかしいという話になろうかと思います。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 要するに自治体によって違いがあってはならないということかと思い

ますが、ということは、各まちの行政組織、執行部であるとか市長が、それぞれの判断で対応

を変えるということは想定されていないと理解してよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） おっしゃられるとおりだと認識しております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 
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○１１番（笠利 毅議員） 昨日、神武議員に対する回答に、今回名簿を提出したということにつ

いて、市長の判断で行ったというご回答があったかと思いますけれども、今の自治体による差

異が基本的にはないはずだということと、昨日市長が自らの判断で今回の提出を判断したと。

実際、合議した記録がこの件に関しては一切残っていないので、合議した跡はないということ

は、法律によって対応が自動的に決まったか、もしくは市長が言われるように市長の判断で行

われたかどちらかですが、両者は矛盾すると思うのですが、30秒ほどで説明できる方がいれ

ば、ぜひ説明していただきたいと思います。矛盾なので、簡単にお願いします。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 30秒で、ちょっと超えるかもしれませんけれども、今回本当に職員ともかな

り話は、今回の答弁なりそういうことに対してしてきまして、やはり公務員的というか、担当

としましては、情報を提供するということ自体は一緒のことなので、閲覧にしても紙の提供に

しても、もっと言うとデータの提供にしても。ですからそこは一緒だと、情報の提供は一緒な

んだと。一方で、その出し方がそれぞれちょっと異なりますので、そこの判断として紙で出す

という判断を私としてしたというような説明であります。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 法定受託事務が全国で統一的な処理を確保するということであれば、

その法定の中で、もしくは施行令になろうかと思いますが、これから言う内容であれば、紙と

かなんとかそういうことは問わないと、延々と二重三重の括弧の中で普通法令は書きますね。

ので、それは市長が気にされる、判断する必要は恐らくないと思います。自衛隊法ほかのとこ

ろを読んでも、非常に細かく書いてありますので、ここだけそんな曖昧――実はもっと曖昧な

ところがあるんですが――なことはまずあり得ないだろうと。そんなこと言わなくても、法定

受託事務の定義と昨日の説明とで明らかな矛盾だと思います。 

 私は、市長の判断内容をどうこう、個人的な見解は先ほども言いましたけれども、判断内容

についての是非ではなくて、市長が判断したということ自体が間違いであると言っておきたい

と思います。地方自治体としてはあってはならないこと、これが一番言いたいことですね。 

 もう一つ、幾らでもあるんですが、先ほど読んだ続きで、自衛隊では、毎年募集対象者に対

して募集案内を送付していますと書いています。この文章は送付と書いてあったり、配布と書

いてあったり、郵送と書いてあったり、表現がばらばらなんですが、どういうふうに使われて

いるんでしょう、18歳、22歳の若者の名前が。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 自衛隊の方からはポスティングで配布しているというふうに伺って

おります。 

 すみません、ご指摘のホームページにつきましては、ばらつきがありましたので、点検させ

ていただきたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 
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○１１番（笠利 毅議員） ポスティングということですね。多々言いたいことはあるんですけれ

ども。それでは、この提供のありようについてなんですけれども、1,400ほどの名前が提出さ

れたということですけれども、自衛隊が希望している数、希望するとしてきたのは約

2,000と、これは記録を見させていただきました。令和２年かな、まだ提供する前の閲覧のと

きですけれども、閲覧した数が600幾らだったと思います。これは先ほどの解答にもあったよ

うに公表されていますので。閲覧で600得ていたもので2,000欲しいといって1,400と、数字に

大きな開きがあるんですけれども、住民基本台帳法で目的外利用というようなことにたしかな

っていたかと思うんですけれども、必要な限りにおいてという書き方があるはずなんですね。

必要な限りで目的外利用が認められるということなので、全員を出す必要があるのかというこ

とと、ポスティングであるならば、ちゃんと全員にポスティングされているのか、そのことに

ついて自衛隊に確かめたことはあるでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） ポスティングをしているということについて確認を行ったことはご

ざいません。お伺いしただけでございます。 

 人数の違いでございますけれども、令和２年度は高校生男女ということを対象で、その後に

つきましては17歳、22歳です。対象としているところの人数の違いでございます。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） もっときっちり確認していただきたいと思います。どのように使われ

るかですね。ポスティングだということは、その人がどのようなところに住まわれているかと

いうことを、自衛隊さんが第三者にポスティングを依頼するということは多分ないと思います

ので、あるべきではないという気がしますので、自ら行かれていると思いますから、だとすれ

ば、これは実際にどのようなところに住んでいるかを見るということを、でなければ郵送でい

いので、考えられているのかもしれないと、私が高校生だったら思います。 

 そういうところを配慮していただきたいんですが、と言った上で聞きますけれども、住民基

本台帳法というのがありますが、市が管理している住民基本情報は住民基本台帳法の下で管理

しているというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 議員がおっしゃられたとおりだと認識しております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 以前は自衛隊は、住民基本台帳法に基づいて閲覧請求というものを出

していました。書類を見させていただきました。去年と今年は住民基本台帳法には一言も言及

もなく、自衛隊法に基づいて資料として要求すると、申請するということになっていますが、

住民基本台帳法でこれが提出することが可能かということについては合議がなかったようです

が、合議としては、会議としてはなかったようですけれども、住民基本台帳法は提出を可能だ

というふうに、法定受託事務であると認めるのならば、どこかしらで出せるというふうに書い
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てあろうかと思うんですが、その点についてご教示いただければ。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 令和３年２月５月の防衛省、総務省の連名で、自衛官または自衛官

候補生の募集事務に関する資料の提出についてと題された通知の中で、住民基本台帳の一部を

写しを国へ提出することについて実施可能であることが書かれております。これに基づきまし

て本市の判断をさせていただいたというところになります。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 技術的助言と言われるものであったかと思いますけれども、私が先ほ

ど聞いたのは、住民基本台帳法は提出を可としているかという質問です。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 通知の中に住民基本台帳法ということで書いてございますので、そ

のように認識いたしております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 私は住民基本台帳法の文言で尋ねたので、それに対して通知で回答さ

れるということであれば、住民基本台帳法は読まれなかったのかと思わずにいられないんです

けれども、繰り返しますが、住民基本台帳法上、住民情報の提出は可能なんでしょうか。第

11条だと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市民生活部長。 

○市民生活部長（髙原寿子） 住民基本台帳法第11条の規定に閲覧がございます。今回の提供につ

きましては、その閲覧の中に含まれるというふうに解しております。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員。 

○１１番（笠利 毅議員） 閲覧であるにしても、自衛隊側から提出の申請書というのが来ている

かと思いますが、その申請書の書き方の例示の中に、法令上、何に基づいたこのような事務

に、法令上、この根拠に基づいて提供を申請するというようなことがありますが、先ほど言っ

たかと思いますけれども、そこに住民基本台帳法は文言はなかったはずなんですね。令和４年

と令和５年は。ので、であれば、自衛隊側としては、住民基本台帳法を考慮することなく、自

衛隊法とその施行令のみに基づいて、住民基本台帳法の下で管理されている住民基本台帳の情

報を申請したと、文書上はそのようになっているかと思いますので、確認しておいていただき

たいと思います。 

 以上、細かいことを述べましたけれども、端的に言うと、地方自治体としては、国が求めて

きたことについて、これは法定受託事務とは言えないだろうということを最初に申しましたけ

れども、であれば、自治事務として自分たちの自治体で法令を解釈して、これはやっていいこ

となのかどうなのかと判断すべき事柄だと思います。 

 今回、除外申請を設けるに当たって、きっかけの大きなものに５月11日の西日本新聞の報道

があったかと思います。まず間違いなくあったんだろうと思いますけれども、そこで、長崎県
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大村市だったと思いますが、大村市は、先ほど髙原部長が言及された通知を出す前に、地方か

らの要請ということで通知を出してほしいという自治体と、法律上はっきり定めてほしいとい

う自治体とがあったんですね。法定受託事務ということであるならば、後者の法律で定めると

いうことを国がしていれば、今回出たとしても、悔しいけれども仕方ないと私でも言うんです

が、国は通知で済ますということをしています。 

 私見では、法律としてつくることはできないという判断をしたんだと思いますけれども、大

村市は通知だけでは対応できないと。でも、この時点で通知に従って出すことにしたというま

ちもありましたけれども、対応が分かれたと。つまり、法定受託事務とは言えないと。それは

先ほどの通知が技術的助言というふうに明記されている点からも、これは自治事務に対して出

されるものなので、法定受託事務ではあり得ない。自衛隊が何と言おうと、地方自治法と例え

ば住民基本台帳法とか自治体が依拠する法律にのっとれば、そう言うしかないレベルの内容だ

と思います。 

 これの説明はちょっと物足りなさを感じたとは言いましたけれども、高校生でも関連する条

文を１時間読めば、恐らく私と同じ結論に達すると思います。それぐらいはっきりしない根拠

によって未来を担う若者の住所と名前が出され続けるということは、自治体としてあってはな

らない。それは法的な問題ではなくて、町が市民を守ってくれなかったら、誰か守ってくれる

んですかと。 

 防災とかの話もありましたけれども、同じようなレベルの問題だと思います。国の言いなり

にはならずに、ちゃんと自分たちで法律を読んで、これでいいのかということを議論してほし

い。それは、今回この前に３件言いましたけれども、その全てに共通して感じていることでも

あります。 

 幾らでも言いたいことはあるんですけれども、この辺にしておきたいと思いますので、来年

もし提供するという判断をするのであれば、私を完璧に論破してからやっていただきたいと思

います。 

 これで終わります。 

○議長（門田直樹議員） 11番笠利毅議員の一般質問は終わりました。 

 ここで15時50分まで休憩します。 

休憩 午後３時41分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

再開 午後３時50分 

○議長（門田直樹議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ３番今泉義文議員の一般質問を許可します。 

〔３番 今泉義文議員 登壇〕 

○３番（今泉義文議員） ただいま議長より一般質問の許可をいただきましたので、通告に従い２

件について質問させていただきます。 
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 １件目は、高齢者の詐欺被害や消費者トラブルについてです。 

 警察庁によりますと、特殊詐欺の件数は平成29年をピークに減少傾向が続きましたが、令和

２年から増加傾向に転じています。令和４年では、65歳の高齢者が特殊詐欺に巻き込まれる割

合が68％を超えています。また、給湯器の点検商法や、火災保険が使えると誘う住宅修理契約

トラブルなど、高齢者が様々な詐欺や消費者トラブルに遭遇するケースがあります。 

 前半の特殊詐欺につきましては、６月の定例会で橋本健議員が質問され、執行部からご回答

をいただいていますので、今回の一般質問では、後半の消費者トラブルについてお聞きしま

す。 

 今回この質問をさせていただくのは、市民の方からのご連絡によるものです。知り合いの方

が、給湯器の点検で業者が訪問してきて、高い金額を請求されたということでした。最終的に

はその契約はなかったものにできたということで、支払いは発生しなかったとのことでした。 

 その方は、市役所２階の消費生活センターにも相談に行かれたとのことでした。業者が言葉

巧みに説明するから、高齢者世帯はつい契約してしまうんだよと言われていました。給湯器の

件については、少なくとも３件は聞いたとのことでした。ほかの先輩議員と話をしていました

ら、給湯器の電話がうちにもあったわよと言われていました。近隣で給湯器点検修理に関する

電話連絡、訪問が起きているようです。 

 高齢者が詐欺や消費者トラブルに巻き込まれないようにするという観点から、２点伺いま

す。 

 １項目め、本市における高齢者の詐欺被害や消費生活相談の現状について。 

 ２項目め、市民が詐欺や消費者トラブルに巻き込まれないようにするための市の対応につい

て。 

 ２件目は、防火体制の整備についてです。 

 世界各地で山火事が相次いでいますが、鎮火のために手を施すことができない状況に陥って

いるように感じています。 

 市民生活の安全・安心も大切ですが、太宰府市には有形文化財としての建造物が13件ありま

す。路地が細いところも見受けられますので、消防車が入って消火活動ができるのだろうかと

も思います。万が一、火災が発生した場合、それらの文化財を守ることができるのかという思

いから、２点伺います。 

 １項目め、有形文化財の建造物周辺の防火体制の現状について。 

 ２項目め、防火水槽などの設置計画について。 

 以上、よろしくお願いいたします。再質問は発言席にて行います。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（髙原 清） １件目の高齢者の詐欺被害や消費者トラブルについてご回答いたしま

す。 

 まず、高齢者の詐欺被害について回答いたします。 
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 １項目めの本市における高齢者の詐欺被害の現状についてですが、筑紫野警察署管内におけ

る本市の特殊詐欺件数は、令和２年が５件で被害額が約1,120万円、令和３年は13件で約

1,480万円、令和４年は５件で約200万円、令和５年は１月から６月までが３件で約300万円と

なっております。 

 被害の傾向といたしましては、福岡県内で65歳以上の特殊詐欺被害者は令和２年が71％、令

和３年は89％、令和４年は77％となっており、高齢者の方々が圧倒的多数を占めております。 

 このような現状を踏まえ、今後につきましても筑紫野警察署と連携を取りながら情報収集に

努め、啓発活動に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、２項目めの市民が詐欺に巻き込まれないようにするための市の対応についてですが、

昨今の情勢を踏まえまして、市民の防犯意識の向上と啓発活動に取り組んでおります。まず、

防犯意識の向上のため、市のホームページへの掲載のほか、防犯専門官による出前講座、広報

「だざいふ」の防犯だよりの活用、校区ごとの防犯防災部会においての情報提供、さらには筑

紫野警察署、筑紫野・太宰府防犯協会、警友会と合同で、年金支給日である偶数月の15日に市

内の銀行入り口において啓発品やチラシ配布などの街頭啓発を行い、注意喚起をしておりま

す。 

 今後も引き続き関係団体と連携し、先進事例などの情報収集を行いながら、積極的に防犯活

動に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） 続きまして、高齢者の消費者トラブルについてご回答いたします。 

 まず、１項目めの本市における高齢者の消費生活相談の現状についてですが、消費生活を取

り巻く環境は、情報通信技術の高度化、国際化等により大きく変化し、様々な新しい商品やサ

ービスが次々と登場しており、そうしたことから、消費者トラブルは誰にでも起こり得ること

と言えます。とりわけ、高齢者や障がい者の消費者トラブルは、発見が遅れることで深刻な被

害になりがちで、消費者トラブルに巻き込まれた場合、財産被害による生活困窮につながり、

その後の生活が成り立たなくなる事態にもなり得ます。また、被害に遭った自分を責め、心に

傷を負い、家族や周りの中で孤立する状況を生むなどの精神的被害を負うこともございます。 

 高齢者の消費生活相談の現状でありますが、本市の消費生活センターに寄せられる相談者や

当事者の多くは高齢者であり、令和４年度は全体500件の相談の約半数が60代から90代の方か

らの相談でありました。 

 給湯器の点検商法に関する相談につきましては、昨年度は１件でありましたが、今年度は７

月中旬から徐々に相談が寄せられ、特に８月上旬から中旬にかけて相談が増えてまいりまし

た。これまでに18件の相談が市消費生活センターに寄せられております。相談内容は、いずれ

も契約後の契約解除に関する相談でありましたが、一部はクーリングオフの期間経過後に相談

をいただいており、契約解除に至らない事例もございました。 

 また、火災保険で屋根の修理に関する契約解除の相談につきましては、２年前の令和３年８
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月に１件ございまして、相談いただいた後、クーリングオフにより契約解除に至っておりま

す。 

 次に、２項目めの市民が消費者トラブルに巻き込まれないようにするための市の対応につい

てですが、消費者トラブルに巻き込まれないようにするために、まずは未然の防止が重要であ

りまして、迅速な対応や注意喚起に併せて、早い段階からの消費者教育や消費生活の話題に触

れる機会づくりが必要であると考えています。市の対応でありますが、市消費生活センターに

専門の相談員を配置し、相談を受け付けているほか、市ホームページや広報にて、トラブルに

巻き込まれないための注意喚起を行っております。 

 また、民生委員、ケアマネジャーや保健師、自治会や隣組など、消費者トラブルの見守りに

ご協力いただいている関係者や団体を所管します市内部の関係部署にて消費者安全確保地域連

絡会議を設置しており、トラブルに関する事例などの情報を共有し、部門を超えた密接な連携

を図っています。 

 そのほか、消費者啓発活動といたしまして、今年度は消費生活センターの相談員による出前

講座、見守りに協力いただいております関係者を対象とした講演会の開催、市民を対象といた

しました街頭啓発や公共施設でのパネル展の開催を予定しているところです。 

 給湯器の点検商法に関する市の対応でありますが、まずは注意喚起のチラシを作成いたしま

して、８月下旬から関係課窓口での配架のほか、地域包括支援センターのプランナーや保健師

が高齢者宅を訪問した際に配布するとともに、各自治会には隣組回覧板にて周知をお願いして

いるところです。さらには、広報10月号にも、点検商法によるトラブルに巻き込まれないため

の注意喚起の記事を掲載することとしております。 

 今後も消費者トラブルに巻き込まれた場合や不明な点がある場合は、市消費生活センターに

ご相談いただくよう周知啓発に努めてまいります。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ご回答ありがとうございました。消費者トラブルに関してでございます

けれども、今回給湯器の件で相談があったとき、私も市のホームページを拝見させていただい

たんですよね。そうしましたら、給湯器の訪問販売の相談が急増しています。突然給湯器の無

料点検をしているといって訪問や電話をし、点検の結果、経年劣化をしている、新しい給湯器

に交換しないと危険。給湯管がさびている、このままだと壊れるなどの不安をあおり、高額な

契約をさせる点検商法の相談が市内で急増しています。これはもう素早い対応だなと私、思っ

たんですよね。 

 ただ、このホームページなんですけれども、ホームのところから分類で探すとか、だんだん

下のほうに暮らし情報、防災・防犯・安全、そして消費生活とだんだん中に入っていかないと

分からないホームページということで、せっかくホームページに掲載していただいているんで

すけれども、高齢者の方がまず見るんだろうか。やっぱり告知としては、ホームページは簡単

なツールかもしれませんけれども、私は本当はチラシとかを使って、隣組とか自治会とかで回
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してくださいと言いたかったんですけれども、もう既に対応していただいているということ

で、本当に今回はすばらしい対応をしていただけたなと、さすが太宰府市。日経ＢＰ社では、

九州・沖縄では住みよい街ランキング１位を取った地域だと思いました、私。市長の日記にい

ろいろ出てきて、日経ＢＰ社の住みよいランキングとかというのがありましたので、中身を見

させていただきました。 

 チラシができてしまったので、私が今後何を言おうかということもありましたけれども、そ

して今の説明の中に、民生委員さんとか地域の保健師さんとか、特殊詐欺のほうでしたけれど

も、金融機関で年金の偶数月にチラシを配布したりとかというので、このあたりもしっかり対

応されているなという印象を覚えました。 

 私も、これは消費者庁から出されている高齢者、障がい者の消費者トラブル見守りガイドブ

ックというのがあったんですよね。こういう問題がどういうところで解決とか事例とかあるの

かなというのをちょっと調査させていただきました。そうしますと、事例の中で、そういうト

ラブルが発生したときに、民生委員さんが気づいてトラブルを避けることができたとか、じゃ

あ、うちはそういうのができているんだろうかと思ったら、できていました。 

 それとか、高齢者の方って介護施設とかそういうところも利用されるので、ケアマネジャー

さんとかホームヘルパーさんとかそういう方々が行って、大丈夫とか、何か新しい物が家に増

えているけれども、買物したんじゃないのとかというのとかもあったりとかで、未然に防げた

というような事例が書いてありました。 

 ということで、素早い対応をしていただきましてありがとうございましたとしかもう言いよ

うがないような形でございます。 

 そうしましたら、今回そういうチラシとか、民生委員さんとか地域、隣組の方とかというと

ころで対応されましたけれども、例えば給湯器以外に高齢者の方から相談を受けたものとかご

ざいますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） 市役所の２階に消費生活センターといって専門の相談員を配置して

いるところがございまして、そこに寄せられた内容といたしましては、例えば通信のそのもの

の契約であるとか、あとはいわゆる通販と言われている通信販売ですね。それ以外には、住宅

のリフォーム、修繕工事に関する契約、新聞の購読の契約、そういった感じの相談が寄せられ

ているところでございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） そうですね、こういう消費者トラブルで、先ほどのお話の中でも年間

500件でしたでしょうか。それから、65歳から90歳の方が関わっていらっしゃるところが約半

数ぐらいあるというようなお話もありましたので、500件とかの件数を減らすんだったら、や

っぱり高齢者の方々が引っかからないようにするということが大事だなというのを感じまし

た。 
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 私が壇上でお話しさせていただいたときも、今回私のところに連絡が来た方も、消費生活セ

ンターのほうに相談に行ったということですけれども、市が設置されていらっしゃる消費生活

センター、相談員の方を配置して対応されているというお話もありましたけれども、開設時間

とか、どんな曜日でやっていらっしゃるとか、そういうのがあったら教えていただきたいと思

います。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） 現在、開設時間、日時でございますが、年末年始、祝日を除く毎週

月曜日から金曜日の９時半から16時まで。相談は当然無料でございまして、来所または電話で

の相談を専門の相談員が受け付けておるという状況でございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 私も正面玄関入って、エレベーターを降りて左側の２階の消費生活セン

ターというところの存在はすぐ気づいてなかったんですよね。市民の方も、困ったらどうした

らいいのかってネットで探したりとかあるかもしれませんけれども、この消費生活センターさ

んが２階にありますよとかというこういう案内とか告知とかというのは、何か方法を使ってや

っていらっしゃいますでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） 市政だよりに定期的に消費生活センターの消費者コーナーというの

を設けておりまして、掲載をさせていただいております。その中で太宰府市消費生活センター

の情報について掲載をさせていただいているところでございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） そうですね、広報紙とかもよく見られる方もいらっしゃいますし、私、

この一般質問とかを市民の方が動画を見たりとか、どういう質問があるのか、あ、消費生活セ

ンターの話をしているなとかというような感じで、何か市民の方の気づきになっていただけれ

ばなと思っております。 

 また、先ほど話したときにも、契約したけれども支払わなくて済んだ、消費生活センターさ

んに相談したおかげでという話もしましたけれども、クーリングオフができたのかなというふ

うに思っております。こちら、クーリングオフに関してちょっとご説明をいただければと思い

ます。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） クーリングオフということでございますので、クーリングオフにつ

きましては、特定商取引法などを根拠にした制度でございまして、一旦契約の申込み、契約締

結した場合でも、契約を一回再考できるようにして、一定の期間であれば無条件で規約の申込

みを撤回したり契約解除したりできる制度でございます。訪問販売や電話勧誘販売等による取

引は８日間、連鎖販売取引等による取引は20日間などの期間が定められております。 

 しかしながら、クーリングオフができない場合といたしまして、通信販売での購入、自分の
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意思で店舗などに行って契約した場合、それ以外で商品が3,000円未満で商品を受取代金とし

て現金を支払った場合などは、クーリングオフの対象外となってしまいます。 

 クーリングオフの手続といたしましては、以前は書面で通知をする必要がございましたが、

法律の改正によりまして、令和４年６月１日からメールやファクスでも通知ができるようにな

っている制度でございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） そうですね、クーリングオフも書面だけじゃなく、郵送物だけじゃな

く、何か法律が変わったとかというのもあったようです。そういうところで、ぜひ消費生活セ

ンターさんのほうで、困った方とかの対応とかやっていただければと思います。 

 お話の中で、やはり高齢者の方も年金生活で切り詰めながら生活されて、トラブルに巻き込

まれて、生活困窮に陥るとか、そういうところがあったりしますと、大げさかもしれませんけ

れども、先ほど家族の中で孤立するとか、じゃあ生きていてもしょうがないとかというところ

で、自分から命を絶つとか、ちょっと大げさかもしれませんけれども、そういうことも考えら

れますので、特殊詐欺とか消費者トラブルとかに巻き込まれないように、市のほうでお力を貸

していただければと思っています。 

 民生委員さんとかケアマネジャーさんとか保健師さんとか、消費者安全確保地域連絡会議を

設置しているということでしたけれども、その会議の中でよく出るような何か話の内容とか、

そういうのがあったら、分かったら教えてください。 

○議長（門田直樹議員） 観光経済部長。 

○観光経済部長（友添浩一） 庁内の関係の部署の９課で構成している協議会でございますが、や

はり高齢者についての相談というのがよくございます。９課の中のヘルパーやケアマネさんと

の関わりで高齢者支援課とかも入っておりますし、民生委員児童委員との関わりで福祉課、そ

ういったものも入ってございますので、そういったところの情報連携をしながら、特に先ほど

申し上げました500件のうちの約半数は高齢者ということでございますので、そういった情報

共有を図りながら防止に努めているところでございます。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ありがとうございます。本当に巻き込まれないように、ぜひお力を貸し

ていただければと思います。 

 １件目は以上で終わります。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） ２件目の防火体制の整備についてご回答いたします。 

 まず、１項目めの有形文化財の建造物周辺の防火体制の現状についてですが、市内には有形

文化財に指定された建造物は13件あり、そのうち８件が太宰府天満宮本殿をはじめとする可燃

性の木造構造です。所有者は、太宰府天満宮４件、観世音寺１件、戒壇院２件、その他１件と

なっております。 



－212－ 

 文化財保護法は、昭和24年の法隆寺金堂の火災をきっかけに制定され、昭和30年より現在の

文化庁及び消防庁が定めた１月26日の文化財防火デーが設けられておりますが、市では、これ

に合わせて毎年１月下旬に、文化財の所有者と行政双方の防火意識向上と防火体制の確認のた

め、文化財課、防災安全課、筑紫野太宰府消防組合消防本部、太宰府消防署、太宰府市消防団

と共同で、危険箇所、防火設備、防火体制の点検と確認を行っております。具体的には、文化

財の所在する現場ごとに査察を行い、輪番で放水を含めた消防訓練を実施し、査察結果につい

て消防からの評価、指摘に基づき、現場ごとに改善を行っております。 

 このような積み重ねで現状では大事に至っておりませんが、文化財を長く守っていくため

に、文化財の所有者と共に防火に努めてまいります。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（髙原 清） 次に、２項目めの防火水槽などの設置計画についてですが、本市におけ

る消防水利の設置状況は、令和５年４月１日現在、防火水槽が271か所、消火栓が703か所とな

っております。ご質問の有形文化財指定の観世音寺、戒壇院の状況につきましては、北側の市

道観世音寺本線のほうに消火栓が２基と、南側の県道筑紫野太宰府線に消火栓３基を配置いた

しております。 

 また、消防署におきまして個別の消防活動計画を作成しており、１月下旬の文化財防火デー

に合わせまして、各施設の査察と防御訓練を実施し、緊急時に備えているところであり、新た

な防火水槽等の消防水利の設置予定はございません。 

 なお、消防水利につきましては、太宰府消防署による市内全ての消防水利の点検を年４回行

っており、破損等が見つかった場合は速やかに報告をいただき、改修等を行っております。 

 今後とも消防署と密に連携し、万全の防火体制を図ってまいります。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ご回答ありがとうございました。今回この質問をさせていただいたの

は、戒壇院をお世話に行かれている方のほうからいただいたものだったんですけれども、その

内容は、太宰府の重要文化財の中の要的な存在である観世音寺、戒壇院の防火対応についてど

のように考えていらっしゃるかというようなものでした。現在、戒壇院、観世音寺ともに水道

が通ってなくて、そのため防火水槽がありません。非常のときはどうすることもできないと思

います。ただ燃え尽きるのを待つだけでしょうか。そのときの対応についてお伺いしたい。戒

壇院裏には防火水槽を設置できるくらいの市の所有地がありますというもので、なお2022年に

はプラム・カルコアの横の露切公園のところに防火水槽が設置されましたが、順序が違うので

はないでしょうかというようなものをいただいたものであります。 

 お話を聞いたところなんですけれども、観世音寺、それから戒壇院のところには防火水槽と

かはないけれども、観世音寺のところには消火栓が２基、戒壇院の南側の県道の筑紫野太宰府

線のところに消火栓３基が設置してあるというところで、観世音寺とか戒壇院というのは、そ
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こから消防車で水を放水すれば消火に当たれるというようなことになるという判断でよろしい

んですよね。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（髙原 清） 消防水利につきましては、消防庁告示第７号消防水利の基準という基準

に基づきまして、消火栓から、あちらの該当地域につきましては半径120ｍというような基準

がございます。その基準に基づいての半径でカバーしておりますので、先ほど議員さんも申し

上げられたように、表の３基、それと裏の２基の消火栓のほうを利用して消火活動をされると

いうところで計画はされておると思います。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 消火栓があれば、防火水槽もなくてもいい。ちょっとここはもう少し私

のほうでも調べればよかったかなって。私もちょっと調べて、消防水利に関する基準とかとい

うので、消防水利の種類とかで消火栓、私設消火栓、防火水槽、プール、河川、海とか池とか

井戸水とか下水道とかというのが、ああ、そういう種類があるのかと。防火水槽とかは40ｔぐ

らい、40のものを造らなくちゃいけないとか、先ほど120ｍ半径で、消火栓からその対象物

まで距離がこうなってなくちゃいけないとかというのもあって、防火水槽にこだわらなくて

も、消火栓があればいいんだなというのを感じさせていただきました。 

 お話の中で、文化財防火デーというところで１月ぐらいにされているということですけれど

も、例えば所有者の方から、防火対策とか訓練とかで要望とかそういうのとか出たりはしてい

ましたでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 防火デー、消防査察の際に、防火水槽が置けないかという話が１回あっ

たということで聞いております。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） その防火水槽が置けないかというときには、回答とかはどんな感じで答

えられたんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） やはり史跡地でありますので、防火水槽は難しいだろうということで話

をしたということです。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 防火水槽を設置するのも、文化財、史跡地であるから難しいということ

で、消火栓があるから大丈夫という認識の下にお話しされたということでよろしいんですよ

ね。そういう認識でいます。 

 私もちょっと認識不足だったですけれども、戒壇院とか観世音寺は水道が通ってない。そし

たら消せるのかというような、もし火災が起きたときに消火できるのかというようなことを考



－214－ 

えたんですけれども、これは戒壇院さん、先ほどの防火訓練でも実際に放水をしながら訓練も

行っているということですけれども、これはどちらにお伺いしたほうがいいのかあれですけれ

ども、それは戒壇院、観世音寺の近くの消火栓を使って放水消防訓練とかというのはされたこ

とがあるんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（髙原 清） 今お尋ねの観世音寺、戒壇院エリアにおきまして、文化財防火デーで過

去に放水したことはございます。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ということは、訓練ができるということなので、放水能力もしっかりあ

り、消火もできるという認識でよろしいんですよね。 

○議長（門田直樹議員） 総務部長。 

○総務部長（髙原 清） 先ほど申し上げましたとおり、消火栓が裏と表のほうにございますの

で、そちらを活用して、それとあと、先ほど私申し上げました消防活動計画、これは消防本部

のほうで計画を策定されていらっしゃいます。その中には対象物の面積や構造、それ以外に消

防隊が進入可能な動線、どういうふうに動いて、どの水利から、どこに消防水利の位置など

も、そういったところもちゃんと活動計画をつくられていらっしゃいますので、その計画に基

づいて消火活動を行われるというふうになっております。 

 以上です。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） こういう国の有形文化財である建造物、戒壇院さんとか観世音寺さん、

太宰府天満宮さんとか、やっぱり所有者がいらっしゃるので、所有者の方が管理とかやらなく

ちゃいけないというのもあると思うんですけれども、そういう消火設備を設置するとかという

こととか、避難するための経路を確保するような補修とか何かやったりするとかというのは、

例えばそれは市のほうで補助をするとかというようなものなのか、有形文化財も国指定のもの

とか県指定のものとか市指定のものとかというのがあるみたいですけれども、何かそういう設

備を設置するのというのは、例えば所有者から補助金申請なのか、市が申請してどうぞという

ようなものなのか、そういう何かルートとか補助とかというのはあるんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 建造物の重要文化財については、文化庁の防災設備に関する補助があり

ます。文化庁、都道府県、市の文化財担当部局及び所轄の消防本部の指導の下、文化財所有者

が行う防災設備設置事業の一部に補助金を交付するということになっております。警報設備、

消火設備等、避難設備、あと避雷設備、その他要領に基づいた事業補助が設けられているとこ

ろです。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 
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○３番（今泉義文議員） その補助も申請、すみません、ちょっと話が聞き取れなかったかもしれ

ないですけれども、補助金申請は市のほうが行うものなのか、所有者が行うものなのかという

のは、どの部分がスタートになるんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） 重要文化財の防災施設設備は多額の経費を要するということから、所有

者または管理団体がその負担に堪えない場合、国は補助金を交付するとしておりまして、そう

いう形で手続をしていくということになろうかと思います。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 一旦所有者の資金で賄ってください、駄目だったら国から補助しますと

いうことで、所有者が申請を上げるというものでよろしいんでしょうか。 

○議長（門田直樹議員） 教育部長。 

○教育部長（中山和彦） そういう事情がありましたら、まずは市と協議していただいて、市のほ

うが手続をするような場合もありますので、そういうことで進めていければと思います。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） 太宰府市としまして、１件目、２件目で消費者トラブルとか特殊詐欺、

２件目で有形文化財の建造物の防火体制整備とかというお話をしましたけれども、全体に関わ

りますので、市長のご見解、考えをいただければと思います。 

○議長（門田直樹議員） 市長。 

○市長（楠田大蔵） 重要な文化財というのをいかに我々としてその安全性といいますか、特に災

害、防災、消火、火事の際などに守っていくというのは非常に重要なことだろうことをまず思

っておりまして、そうした中で、私も含めてこれまでそうした文化財に限った防災活動などに

も参加をしてきました。 

 一方で、こうした地域の文化財の価値の観点から、一般の家庭なり一般のそうした地域とは

違う、こうした水道の引き方とかそういうこともあるのでしょうから、そうしたことも１つ頭

に入れながら、いずれにしましてもこのような市内の価値あるものに対していかに安心・安全

を保っていくかということは、しっかりと今後も詰めながらやっていきたいと思ったところで

す。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員。 

○３番（今泉義文議員） ありがとうございました。太宰府市は史跡地が多い。そうすると史跡に

絡んで有形文化財とか建造物とかというのが多いという地域であります。そこに住んでいる私

たちもそれを守っていくという使命があると思っています。 

 ４年前になりますけれども、2019年10月31日に沖縄県の首里城が、これは世界遺産に登録さ

れていて、日本では11番目ということですけれども、焼けている映像とか見て、消防の消火活

動とか一生懸命必死にやっていらっしゃったと思うんですけれども、映像を見ると、ああ、燃

えている、何とか消せないのかとか、何かいたたまれないような感じになりましたし、そうい
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うことが太宰府市で起きてしまうと、太宰府市の管理体制はどうなっているとかというような

疑いを持たれたり、非難されたり、マイナス面じゃないですけれども、唯一無二のそういう文

化財を守るということも大事だと思いますので、そういう防火体制とかそういう管理体制とい

うのを今後も太宰府市さんのお力を貸していただければと思います。 

 以上で私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（門田直樹議員） ３番今泉義文議員の一般質問は終わりました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（門田直樹議員） 以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

 次の本会議は、９月20日午前10時から再開します。 

 本日はこれをもちまして散会します。 

散会 午後４時28分 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


